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道
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局
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課

一

は
じ
め
幅

E
T
C

(四
8
町
o巳
6
弓
旦
｣
n
a
布
a
o
□
②
添
お
日
…
ノ
ン

ス
ト
ッ
プ
自
動
料
金
支
払
い
シ
ス
テ
ム
)
は
、
平
成
一
三

年
三
月
か
ら
四
輪
車
を
対
象
に
一
般
運
用
が
開
始
さ
れ
て

か
ら
五
年
が
経
過
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
の
間
、
着
実

に
E
T
C
利
用
が
増
加
し
、
平
成
一
八
年
三

月
一
〇
日

か
ら
三

月
一
六
日
の
全
国
に
お
け
る
週
間
平
均
利
用
率

は
六
四
･
五
%
、
特
に
、
首
都
高
速
道
路
の
利
用
率
は
七

二
･
三
%
と
、
七
割
を
超
え
る
お
客
様
が
E
T
C
利
用
と

い
う
状
況
で
あ
る
。

一
方
、
高
速
道
路
を
利
用
す
る
二
輪
車
ユ
ー
ザ
ー
は
、

通
行
料
金
支
払
い
時
に
、
料
金
所
で
一
旦
停
止
の
後
、
手

袋
を
は
ず
し
、
小
銭
あ
る
い
は
ハ
イ
ウ
ェ
イ
カ
ー
ド
等
を

ポ
ケ
ッ
ト
か
ら
取
り
出
し
て
料
金
を
支
払
わ
な
け
れ
ば
な

ら
ず
、
料
金
所
で
の
サ
ー
ビ
ス
タ
イ
ム
の
長
さ
か
ら
後
続

車
両
に
渋
滞
が
発
生
す
る
こ
と
も
あ
る
な
ど
、
非
常
に
不

便
な
思
い
を
し
て
い
る
状
況
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
料
金

支
払
い
時
の
煩
わ
し
さ
に
加
え
て
、
度
重
な
る
偽
造
等
の

影
響
に
よ
り
ハ
イ
ウ
ェ
イ
カ
ー
ド
や
回
数
券
が
廃
止
さ
れ

た
た
め
、
E
T
C
を
利
用
で
き
な
い
二
輪
車
は
実
質
的
な

割
引
を
受
け
ら
れ
な
い
状
況
に
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
早
期

の
二
輪
車
E
T
C
導
入
に
対
す
る
要
望
が
強
か
っ
た
。
国

土
交
通
省
と
高
速
道
路
会
社
等
に
お
い
て
は
、
二
輪
車
E

T
C
の
本
格
運
用
開
始
を
目
指
し
、
平
成
一
七
年
四
月
か

ら
試
行
運
用
を
実
施
し
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
こ
の

た
び
、
平
成
一
人
年
三

月
一
日

(水
)
午
前
0
時
か
ら

四
輪
車
の
E
T
C
が
利
用
可
能
な
全
国
の
高
速
道
路
に
お

い
て
本
格
運
用
を
開
始
し
た

(写
真
1
)。
今
回
は
、
こ

れ
ま
で
の
二
輪
車
E
T
C
に
関
す
る
検
討
の
経
緯
に
つ
い
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て
整
理
す
る
と
と
も
に
、
本
格
運
用
に
向
け
た
対
応
等
に

平
成
一
四
年
度
で
は
、
こ
の
二
つ
の
方
式
の
検
討
を
進

つ
い
て
報
告
す
る
。

め
、
実
際
の
局
凍
首
各
を
U

し
た
試
-丁
潭

を
次

夏

二

三
輪
車
E
T
C
の
検
討
経
緯

-

運
用
方
式
の
決
定

二
輪
車
へ
の
E
T
C
適
用
に
つ
い
て
は
、
平
成
三
一年

度
か
ら
国
土
交
通
省
、
道
路
関
係
四
公
団

(当
時
)、
日

本
自
動
車
工
業
会
、
E
T
C
車
載
器
メ
ー
カ
ー
等
と
と
も

に
、導
入
に
向
け
た
検
討
を
行
っ
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

平
成
一
二
年
度
か
ら
一
三
年
度
に
お
い
て
は
、
二
輪
車

の
E
T
C
導
入
方
式
と
し
て
、
①
現
行
E
T
C
活
用
方
式

と
、
②
非
接
触
I
C
カ
ー
ド
方
式
の
二
つ
の
方
式
の
導
入

可
能
性
を
検
討
し
た
。
①
は
現
行
の
四
輪
車
用
の
E
T
C

と
同
様
に
、
二
輪
車
に
も
車
載
器
を
搭
載
し
て
E
T
C
カ

ー
ド
を
挿
入
し
、
料
金
所
に
お
い
て
ノ
ン
ス
ト
ッ
プ
走
行

す
る
と
い
う
方
式
で
あ
る
。
一
方
、
②
は
鉄
道
系
の
料
金

決
済
方
式
と
し
て
、
導
入
が
進
め
ら
れ
て
い
る
非
接
触
方

式
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
二
輪
車
は
料
金
所
で
一
旦
停
止

し
、
料
金
所
に
設
置
さ
れ
た
端
末
に
非
接
触
型
の
I
C
カ

ー
ド
を
か
ざ
し
て
通
行
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

特
に
、
現
行
E
T
C
活
用
方
式
に
つ
い
て
は
テ
ス
ト
コ

ー
ス
で
実
験
を
行
い
、
既
存
の
E
T
C
車
載
器

(四
輪
車

用
)
を
二
輪
車
に
搭
載
す
る
場
合
に
は
、
防
水
、
防
塵
、

防
振
等
に
対
す
る
詳
細
な
検
討
が
必
要
で
あ
る
こ
と
、
追

従
走
行
、
併
走
、
車
群
走
行
に
つ
い
て
は
通
過
時
に
問
題

が
あ
る
こ
と
等
の
課
題
を
抽
出
し
た
。

め
、
実
際
の
高
速
道
路
を
利
用
し
た
試
行
運
用
を
次
年
度

に
実
施
す
る
こ
と
と
し
た
。
そ
し
て
、
平
成
一
五
年
度
に
、

①
現
行
E
T
C
方
式
で
は
四
輪
車
用
E
T
C
車
載
器
に
防

水

･
防
振
対
策
を
施
し
、
二
輪
車
に
搭
載
し
て
試
行
運
用

を
実
施
し
、
②
非
接
触
I
C
カ
ー
ド
方
式
で
は
、
易
○

壊
せ串
に
準
拠
し
た
非
接
触
I
C
カ
ー
ド
を
用
い
て
試
行

運
用
を
実
施
し
た
。
そ
の
結
果
、
両
方
式
に
お
い
て
も
通

平成12年度 ~ 15年度

彊現行E T C活用方式による二輪車E T C の導入可能性を検討

- ,一一…ラ サ サーサーサ ー サ ー…縁- ---一 家 - -一念
!現行E T C方式;四籟用車載器に防水/防振対策を施し、二輪車に搭載して試行逓用

平成16年度

回刊月26日 ｢第9回E T C普及活用検討委員会｣にて現行E T C方式を採用
(四輪用車載器改良型の開発)

　 　 　　 　 　 　　 　 　　　　　　　　 　

　囮 1月31日 二輪車E T C車載器供給の公告 (官報公告)
鬮2 ~ 4月 二輪車E T C車載器の開発･製作 畑本無線株式会社)

平成f7年度

回モニター試行運用を開始
4月28日~ 特定モニターによる首都高速道路 (東京都内)試行開始
6月13日~ 特定モニターによる首都圏日日本道路公団区間 斜都3県)試行開始 　

--~ふ ん ~ ~ …-…~- - 森 永 .…- -ミミ“‘一歩-~“- -
J12月23日~ 一般モニターによる首都圏試行開始

2月13日~ 特定モニターによる中部圏及び関西圏試行開始

平成18年度

皿4月27日 首都圏一般モニター追加募集
鬮4月29日~ 首都圏試行範囲の拡大 (十茨城、栃木、群馬、山梨、静岡)
圓7月10日~ 一般モニターによる中部圏試行開始
鬮7月24日~ 一般モニタニによる近畿圏試行開始
皿11月1日 本格運用開始　

　

~
~
~

三
一図

信
上
の
問
題
は
無
く
、
安
全
に
走
行
可
能
な
こ
と
が
確
認

さ
れ
た
。
ま
た
、
車
載
器
形
態
の
検
討
-
開
発
、
料
金
所

に
お
け
る
安
全
対
策

･
不
正
通
行
対
策
の
方
向
性
に
つ
い

て
見
極
め
を
行
い
、
二
輪
車
の
効
率
的
な
料
金
支
払
い
方

法
の
方
針
決
定
を
行
う
こ
と
と
な
っ
た
。

そ
の
結
果
、
平
成
エ
ハ年
一
一
月
に
、
ど
ち
ら
の
方
式
で

も
安
全
に
走
行
可
能
で
あ
る
も
の
の
、
①
現
行
E
T
C
方
式

で
あ
れ
ば
、
四
輪
車
と
同
様
に
料
金
所
に
お
け
る
ノ
ン
ス
ト

ッ
プ
走
行
が
可
能
と
な
る
こ
と
、
及
び
都
市
高
速
道
路
で
設

置
さ
れ
て
い
る
出
口
E
T
C

(フ
リ
ー
フ
ロ
ー
方
式
)
に
二

輪
車
が
一
日
停
止
す
る
た
め
の
ス
ペ
ー
ス
を
確
保
す
る
こ
と

が
困
難
な
こ
と
等
か
ら
、
現
行
E
T
C
方
式
を
採
用
す
る
こ

と
を
基
本
方
針
と
し
、
車
載
器
は
四
輪
車
用
を
ベ
ー
ス
に
改

良
を
加
え
る
こ
と
に
よ
り
、
引
き
続
き
、
一
般
運
用
に
向
け

た
検
討
を
進
め
る
こ
と
と
な
っ
た

(図
1
)。

2

本
格
導
入
に
向
け
た
試
行
運
用

基
本
方
針
決
定
を
受
け
、
本
格
導
入
に
向
け
た
試
行
運

用
を
実
施
し
、
安
全
性
や
運
用
に
問
題
が
無
い
こ
と
を
確

認
す
る
こ
と
と
し
た
。
二
輪
車
E
T
C
の
導
入
に
は
、
①

二
輪
車
用
E
T
C
車
載
器
の
開
発

(二
輪
車
の
振
動
や
屋

外
環
境
で
も
正
常
に
動
作
す
る
車
載
器
の
開
発
)、
②
開

閉
バ
ー
に
つ
い
て
の
安
全
対
策
、
③
利
用
方
法
の
周
知

(追
越
し
、
併
走
の
禁
止
等
の
運
用
ル
ー
ル
の
周
知
)
と

い
う
課
題
が
あ
り
、
以
下
に
示
す
よ
う
な
対
応
策
を
講
じ

た
上
で
試
行
運
用
に
臨
ん
だ
。
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写真 4 料金所における

路面標示 (導流レーン
ク) の設置
　　　　　 　　　　　　 　

写真5 料金所における
路面標示

マン　し

喫さ宍‘きノさまう〉愛さ"なき発きミさめ凝議誇ら繧さむ浮ぶ然さきM＼戈人材"きり殺生解ぬ轢きミ委さ‘

写真 3 二輪車用 E T C 車載器搭載状況 (試行運用) 写真2 二輪車用 E T C 車載器 (試行運用)

~ 両開き式 ~

料金所における路面標示

①

二
輪
車
用
E
T
C
車
載
器

現
行
の
四
輪
車
用
E
T
C
車
載
器
を
基
本
と
し
て
、

防
振
対
策
や
耐
侯
対
策
を
施
し
た
二
輪
車
用
E
T
C
車

載
器
の
開
発
の
た
め
、
道
路
関
係
四
公
団
と
と
も
に
既

存
の
E
T
C
車
載
器
の
仕
様
に
加
え
、
防
水

･
防
振
に

つ
い
て
条
件
を
付
し
た
｢E
T
C
車
載
器
仕
様
書

(案
)

ー
二
輪
車
試
行
用
｣
を
策
定
し
、
平
成
一
七
年
一
月
に

官
報
公
告
に
よ
り
試
行
運
用
に
用
い
る
E
T
C
車
載
器

の
調
達
に
係
る
公
募
を
行
っ
た
。
そ
の
結
果
、
一
社
の

応
募
が
あ
り
、
自
動
二
輪
車
用
E
T
C
車
載
器
を
調
達

す
る
に
至
っ
た

(写
真
2

･
3
)
。

②

開
閉
バ
ー
に
つ
い
て
の
安
全
対
策

二
輪
車
が
E
T
C
を
利
用
す
る
際
、
通
信
等
の
不
具

合
に
よ
り
開
閉
バ
ー
が
開
か
な
か
っ
た
場
合
、
大
き
な

事
故
の
原
因
と
な
る
可
能
性
が
あ
る
た
め
、
開
閉
バ
ー

の
長
さ
を
短
く
し
て
一
･
二
m
~

･
五

m
程
度
の
隙
間

を
設
け
、
開
閉
バ
ー
が
開
か
な
か
っ
た
場
合
で
も
、
二

輪
車
が
安
全
に
レ
ー
ン
か
ら
退
避
で
き
る
よ
う
に
し
た
。

さ
ら
に
、
安
全
か
つ
円
滑
に
開
閉
棒
の
開
口
部
に
二

輪
車
を
誘
導
す
る
た
め
路
面
標
示
を
施
し
た

(写
真

4

･
5
、
図
2
)
。

③

利
用
方
法
の
周
知

追
越
し
や
追
い
抜
き
、
速
度
超
過
な
ど
の
危
険
行
為
を

抑
制
す
る
た
め
、
試
行
運
用
参
加
者
全
員
に
対
し
て
利
用

方
法
説
明
会
も
し
く
は
利
用
マ
ニ
ュ
ア
ル
理
解
度
確
認
試

験
を
行
う
こ
と
と
し
た
。
ま
た
、
ポ
ス
タ
ー
等
で
も
レ
ー

アンテナ及びインジケータ



ン
内
の
走
行
速
度
を
二
0
m
/
h
以
下
と
す
る
こ
と
を
呼

3

試
行
運
用
の
実
施
結
果

び
か
け
る
こ
と
で
、
利
用
方
法
の
周
知
を
図
っ
た
。

こ
う
し
て
、
平
成
一
七
年

④

本
線
料
金
所
に
お
け
る
左
側
レ
ー
ン
の
推
奨

金
所
に
お
い
て
二
輪
車
E
T

こ
う
し
て
、
平
成
一
七
年
四
月
か
ら
首
都
圏
の
一
部
料

12　

金
所
に
お
い
て
二
輪
車
E
T
C
の
試
行
運
用
が
開
始
さ
れ

200

幅
広
で
、
か
つ
左
右
両
側
に
E
T
C
レ
ー
ン
が
あ
る

た
。
当
初
は
白
バ
イ
や
バ
イ
ク
便
と
い
っ
た
特
定
モ
ニ
タ

セ

本
線
料
金
所
に
お
い
て
は
、
比
較
的
走
行
速
度
の
低
い

ー
に
よ
る
試
行
運
用
で
あ
っ
た
が
、
同
年
三
一月
か
ら
一

酌

左
側
の
E
T
C
レ
ー
ン
を
推
奨
す
る
こ
と
と
し
、
安
全

般
モ
ニ
タ
ー
も
試
行
運
用
に
加
わ
っ
た
。
ま
た
、
阪
神
圏
、

に
誘
導
す
る
た
め
の
補
助
看
板
を
料
金
所
手
前
に
設
置

中
部
圏
に
お
い
て
も
平
成
一
八
年
二
月
か
ら
試
行
運
用
を

し
た

(写
真
6
)。

実
施
し
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

中日本曲速麓踊駆岡 顔極ゼ寧繊訛
甚富麗露瀦麗聽公社国圏鰈璃蹴隧
麗知嬢瀧驫公社駆弼 ･ ･
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

名高速道廃

写真6 補助看板の設置

図 3 首都圏における二輪車E T C 試行運用エリア

図 4 中部圏における二輪車 E T C 試行運用エリア



　　　
　　　　　　　　　　　　

　 　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　

　　
　 　 　　　　　　　

　

図 5 阪神圏における二輪車 E T C 試行運用エリア

印

対
象
エ
リ
ア

試
行
運
用
は
、
三
大
都
市
圏
に
お
い
て
八
つ
の
有
料
道

路
事
業
者
の
協
力
に
よ
り
、
図
3
,
5
に
示
す
広
範
な
エ

リ
ア
に
お
い
て
実
施
し
た
。
ま
た
、
特
定
モ
ニ
タ
ー
に
よ

る
試
行
運
用
を
実
施
し
た
上
で
、
一
般
モ
ニ
タ
ー
の
試
行

運
用
へ
移
行
す
る
と
い
う
段
階
的
な
試
行
と
し
た
。

②

モ
ニ
タ
ー
数
及
び
走
行
状
況

三
大
都
市
圏
の
特
定
モ
ニ
タ
ー
、
一
般
モ
ニ
タ
ー
合
わ

せ
て
約
五
、
0
0
0
名
が
試
行
運
用
に
参
加
し
、
累
計
で

二
〇
万
回
以
上
の
料
金
所
走
行
を
実
施
し
た
結
果
、
事
故

の
発
生
も
無
く
、
通
信
上
の
目
立
っ
た
ト
ラ
ブ
ル
も
発
生

両
が
あ
ま
り
車
間
距
離
を
取
ら
ず
に
入
っ
て
き
た
｣、
｢E

し
て
い
な
い

(表
1

･
2
)
。

T
C
レ
ー
ン
の
進
入
直
前
に
、
黄
の
車
が
急
に
割
り
込
ん

㈱

モ
ニ
タ
ー
へ
の
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
結
果

モ
ニ
タ
ー
に
対
し
、
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
を
実
施
し
た
と

こ
ろ
、
安
全
性
つ
い
て
は
約
九
割
の
モ
ニ
タ
ー
が
危
険
を

感
じ
る
こ
と
な
く
、
料
金
所
を
通
過
で
き
た
と
回
答
し
て

い
る
。
危
険
を
感
じ
た
状
況
の
例
と
し
て
は
、
｢後
続
車

状況一

況

　

　

　

　一丁

　
　
　
　
　

　

粉 首都圏 近畿圏 中部圏 計合

特定モニター 128台 蟷 冶 鮴
一般モニター 3

,
583台 冶90 治31 nQYワ‘4"

計合 3
,
711台 冶95 給 哺即

※平成18年 9月 15日時点

劃

特

-

表

蝋 首都圏 近畿圏 中部圏 計合

特定モニター 19
,
152回 獅雌 鼠加 徊瘢

特定 / 一般モニター 151
,
078回 回08乱 蛔吻 糊噂

計△n 170
,
230回 綱牢 凋ほ̂う 回鱗

T
C
レ
ー
ン
の
進
入
直
前
に
、
横
の
車
が
急
に
割
り
込
ん

で
き
た
｣
等
の
報
告
が
あ
っ
た
。

開
閉
棒
に
対
す
る
圧
迫
感
･
恐
怖
感
に
関
す
る
質
問
で

は
、
約
3
/
4
の
モ
ニ
タ
ー
が
特
に
感
じ
る
こ
と
も
無
く

通
行
し
て
い
る
が
、
｢開
閉
棒
が
開
く
タ
イ
ミ
ン
グ
が
遅

い
｣、
｢仮
に
開
か
な
か
っ
た
場
合
に
不
安
｣
等
の
意
見
も

ほぼ毎日 1 1%

穣

か

度

が
た

コ
%

面
し

場
ま

　　
　
　
　
　
　
　

　
　

　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　

E T C の利用にともない、 危険を感じる場面が

考

6

　
　

　
つぎかたしまりあ



あまり感じない 24%

料金所の開閉バーに対して

も
･

?

1
/
4
程
度
見
ら

　　

　　
　　
　

　
　
　

や

な

に
ま
　
　
　
　

一
じ翳間感　料感、

迫
　
　

走

　な
%

じ
42

感

　
　

喩

図

N
…

れ
た

(図
6
j
8
)
。

に
以
下
車
両
の
走
行
が
可
能
で
あ
る
が
、
E
T
C
利
用
を

三

本
格
運
用
に
向
け
た
対
応

試
行
運
用
結
果
や
、
警
察
等
と
の
関
係
機
関
と
の
調
整
に

よ
り
本
格
運
用
ま
で
に
対
応
し
た
主
な
施
策
を
紹
介
す
る
。

-

料
金
所
に
お
け
る
対
応

試
行
運
用
実
施
時
か
ら
対
応
し
て
い
た
短
尺
開
閉
棒
の

採
用
、
路
面
標
示
の
設
置
、
本
線
料
金
所
に
お
け
る
左
側

レ
ー
ン
の
推
奨
に
つ
い
て
は
、
そ
の
ま
ま
本
格
運
用
に
お

い
て
も
採
用
す
る
こ
と
と
し
た
。

認
め
た
場
合
、
走
行
で
き
な
い
は
ず
の
高
速
道
路
に
間
違

っ
て
流
入
す
る
可
能
性
が
あ
る
た
め
、
当
面
の
間
、
一
二

五
に
以
下
車
両
を
対
象
と
し
な
い
こ
と
と
し
た
。

3

二
輪
車
用
E
T
C
車
載
器
の
改
良

試
行
運
用
で
モ
ニ
タ
ー
に
貸
与
し
て
い
る
二
輪
車
用
E

T
C
車
載
器
は
、
非
常
に
サ
イ
ズ
が
大
き
く
、
取
付
可
能

な
車
種
も
限
定
さ
れ
る
な
ど
多
く
の
課
題
を
抱
え
て
い
た

が
、
車
載
器
メ
ー
カ
ー
に
よ
る
商
品
開
発
の
結
果
、
非
常

に
コ
ン
パ
ク
ト
、
軽
量

(試
行
運
用
に
使
用
す
る
た
め
に

開
発
さ
れ
た
車
載
器
の
約
1
/
2
)
で
、
し
か
も
二
輪
車

写真 7 二輪車用 E T C車載器 (市販用)

※ 図 7で ｢圧迫感 ･恐怖感をやや感じた｣ モニターのみ回答

0 10 i

2

三
一五
食
以
下
車
両
の
利
用
に
つ
い
て

用
と
し
て
の
必
要
な
機
能
が
維
持
さ
れ
て
い
る
市
販
用
の

　

　

即

掩
答

E
T
C
が
整
備
さ
れ
て
い
る
一
部
の
道
路
で
は
三
一五

車
載
器
が
開
発
さ
れ
た

(写
真
7
)。

図 8 料金所の開閉バーに対して圧迫感 ･恐怖感を
感じた理由は何か ? (複数回答可)

く
た
安

く
い

他

開
運

狭

っ
不

の

の
が

そ

一
グ

隔
な
合

バ
ン

間
が
場

ミ

の
開

イ

一
し

タ

パ
も

0

を

答

97

8

感
回

=

0

怖
競

7

恐
休

60

,
“
.

位
か

0

迫
何

5

圧
ほ

0

て
由

　
　　

3

に
じ

つこ

“

o

｣
感

4

走
行
方
法
の
周
知
･
徹
底

並
走
や
追
い
越
し
、
車
群
走
行
な
ど
の
走
行
方
法
を
抑

制
す
る
た
め
、
有
料
道
路
事
業
者
が
策
定
し
た

｢E
T
C

シ
ス
テ
ム
利
用
規
程
｣
に
お
い
て
二
輪
車
の
走
行
方
法
を

明
記
す
る
と
と
も
に
、
多
様
な
広
報
媒
体
を
活
用
し
て
注

意
喚
起
を
実
施
し
て
い
る

(図
9
)。

5

セ
ッ
ト
ア
ッ
プ
、
車
載
器
取
付
体
制
の
整
備

二
輪
車
に
E
T
C
車
載
器
を
取
り
付
け
る
場
合
、
限
ら

れ
た
ス
ペ
ー
ス
に
適
切
に
設
置
し
、
ア
ン
テ
ナ
位
置
の
不

備
等
に
よ
る
通
信
エ
ラ
ー
を
防
止
す
る
必
要
が
あ
る
た



　

　
　
　

騨

注意!1

図 9 二輪車 E T C 本格運用開始ポスター

三輪車 E T C 草議器リース制鹿
夕 、

これなら、バイクのETCも始めやすい。

“
鮴

勳
ご

ヲ

飜

擢
…

嬬縁側
報
酬
･

総嶬鞠職能嶋
応
勇
健

窟制ス一器載車陀車輪二

　　　　　　　　 　　　 　 　　　　 　　

四輪車の車載器は、二幅軍の胆恥器として使用できません。-25CC以下の二満車は、ETCの取り付け、及びセットアップはてきませんo

図10 二輪車 E T C リース制度
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国
圏

^

ゞ

≧

め
、
現
在
の
四
輪
車
用
E
T
C
車
載
器
の
登
録
店
制
度
と

は
別
に
、
二
輪
車
専
門
の
登
録
店
制
度
を
構
築
す
る
こ
と

と
し
た
。
特
に
、
二
輪
の
セ
ッ
ト
ア
ッ
プ
店
と
な
る
要
件

と
し
て
、
車
載
器
販
売
と
取
付
も
行
う
こ
と
が
で
き
る
店

舗
で
あ
る
こ
と
、
ま
た
、
車
載
器
メ
ー
カ
ー
に
よ
る
店
舗

へ
の
技
術
指
導
も
行
っ
て
い
る
。

四

本
格
運
用
機
の
状
況

1

走
行
状
況
等

二
輪
車
E
T
C
の
走
行
台
数
は
、
三

月
一
日
の
運
用

開
始
か
ら
一
〇
日
間
の
デ
ー
タ
で
、
N
E
X
C
O
東

･

中
･
西
日
本
の
三
社
合
計
に
よ
る
平
日
平
均
が
約
六
〇
〇

台
、
休
日
平
均
が
約
｢

五
〇
0
台
と
な
っ
て
い
る

(三

社
合
計
に
よ
る
総
通
行
台
数
に
占
め
る
自
動
二
輪
車
の
通

行
台
数
は
約
七
、
五
〇
〇
台
/
日

(約
0
･
二
%
))。
ま

た
、
首
都
高
速
で
は
一
日
平
均
で
約
三
〇
〇
台
と
な
っ
て

い
る
。

二
輪
車
用
E
T
C
車
載
器
の
セ
ッ
ト
ア
ッ
プ
件
数
は
約

八
、
0
0
0
件

(モ
ニ
タ
ー
約
五
、
0
0
0
件
含
む

二

一
月
二
〇
日
時
占
巴
、
セ
ッ
ト
ア
ッ
プ
店
数
は
約
五
〇
〇
店

舗

(
一
一
月
二
○
日
時
占
e
と
な

っ
て
い
る
が
、
今
後
、

ど
ち
ら
に
つ
い
て
も
大
幅
な
増
加
が
見
込
ま
れ
て
お
り
、

二
輪
車
E
T
C
の
利
用
が
促
進
さ
れ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

2

助
成
制
度

(車
載
器
購
入
支
援
)
の
実
施

二
輪
車
用
E
T
C
車
載
器
は
、
要
求
さ
れ
る
ス
ペ
ッ
ク

が
四
輪
用
車
載
器
よ
り
も
高
い
た
め
、
市
販
さ
れ
て
い
る

車
載
器
本
体
の
実
売
価
格
が
三
万
円

(税
別
)
と
か
な
り

高
価
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
た
め
、
E
T
C
利
用
意
向
の

あ
る
二
輪
車
ユ
ー
ザ
ー
に
対
し
、
以
下
の
よ
う
な
車
載
器



購
入
支
援
策
を
展
開
し
、
初
期
費
用
の
低
減
に
よ
る
普
及

促
進
を
図
っ
て
い
る
。

の

二
輪
車
E
T
C
車
載
器
リ
ー
ス
制
度

国
土
交
通
省
で
は
、
E
T
C
導
入
時
の
初
期
費
用
を
低

減
し
、
E
T
C
を
手
軽
に
ス
タ
ー
ト
で
き
る

｢二
輪
車
E

T
C
車
載
器
リ
ー
ス
制
度
｣
を
一
月
三
一
日
ま
で
実
施
し

て
い
る
。
車
載
器
の
購
入
･
取
付

･
セ
ッ
ト
ア
ッ
プ
の
代

金

･
リ
ー
ス
等
の
金
利
･
手
数
料
等
か
ら
一
五
、
七
五
0

円

(税
込
)
を
割
引
す
る
も
の
で
あ
る
。
詳
細
に
つ
い
て

は
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

(け
冒
"
"
鶏
鶏
o
[お
b
二
翌
日
o
巳
5
込
＼

ヨ
号
x‐耳
旦
)
を
参
照
さ
れ
た
い

(図
@
。

惚

E
T
C
マ
イ
レ
ー
ジ
サ
ー
ビ
ス

｢
二
輪
車
用
E
T
C

車
載
器
ご
購
入
支
援
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
!
｣

N
E
X
C
O
東
･
中
･
西
日
本
の
三
会
社
で
は
、
三
月

三
一
日
ま
で
に
新
規
に
車
載
器
を
購
入
･
取
付

･
セ
ッ
ト

ア
ッ
プ
し
、
E
T
C
マ
イ
レ
ー
ジ
サ
ー
ビ
ス
に
登
録
し
た

場
合
、
一
、
二
〇
〇
ポ
イ
ン
ト

(最
大
で
九
、
六
〇
〇
円

相
当
の
無
料
通
行
分
)
を
プ
レ
ゼ
ン
ト
し
て
い
る
。
さ
ら

に
、
先
着
一
万
名
に
は
プ
ラ
ス
八
〇
〇
ポ
イ
ン
ト

(合
計

二
、
0
0
0
ポ
イ
ン
ト

…
エ
ハ
、
0
0
0
円
相
当
の
無
料

通
行
分
)
を
プ
レ
ゼ
ン
ト
と
な
る
。
詳
細
に
つ
い
て
は
、

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

(三
百
"
そ
"
"
の目
言
ゐ
8
｣
"
日
o
B
月
潟
-ミ

o営
も赳
眥
穹
甘
●
を
参
照
さ
れ
た
い
。

③

阪
神
高
速
二
輪
車
E
T
C
化
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン

阪
神
高
速
道
路
㈱
で
は
、
三

月
二
四
日
か
ら
先
着
三
、

O
O
0
名
を
対
象
に
、
近
畿
二
府
四
県
の

｢二
輪
車
E
T

C
車
載
器
助
成
取
扱
店
｣
で
、
新
た
に
二
輪
車
用
E
T
C

車
載
器
を
購
入
、
取
付
、
セ
ッ
ト
ア
ッ
プ
を
行
い
ア
ン
ケ

ー
ト
に
協
力
し
た
場
合
一
五
、
七
五
〇
円

(税
込
)
を
支

援
し
て
い
る

(※
申
込
状
況
に
よ
っ
て
は
、
本
誌
発
行
時

に
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
が
終
了
し
て
い
る
場
合
も
あ
る
の
で
、

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

(甘
言
"
名
瀬
"
廿
g
の町
中
①×
□
b
温
せ益
曰
く
の胡
＼

盛
ミ
5
翌
o為
8
Q-5
5
-"
治
め
骨
月
じ
を
参
照
さ
れ
た
い
)

(図
=
)。

な
お
、
こ
れ
ま
で
の
四
輪
車
に
対
す
る
E
T
C
各
種
料

金
割
引

(マ
イ
レ
ー
ジ
サ
ー
ビ
ス
、
深
夜
割
引
･
早
朝
夜

間
割
引
と
い
っ
た
時
間
帯
割
引
等
)
は
、
二
輪
車
に
も
す

階響感璽醇袋濱ご#≧藤脣TELO 6･6258■3139
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

阪神高速二輪車E T C 化キャンペーン、/一

べ
て
適
用
さ
れ
て
い
る
。

五

お
わ
り
に

二
輪
車
ユ
ー
ザ
ー
か
ら
早
期
導
入
を
要
望
さ
れ
て
い
た

キモソキン醗躰m B年11月24日(鋤から中露旧年1月31日僚)まで

搬
靴E

二
脇
剖車
E
T
C
の
本
格
運
用
に
つ
い
て
、
様
々
な
調
査
、

翹
嚥車

議
論
･

試
行
運
用
を
実
施
し
･

本
年
秋
に
実
現
さ
せ
る
こ

と
が
で
き
た
。
こ
こ
に
至
る
ま
で
に
、
数
多
く
の
関
係
者

の
方
々
の
ご
協
力
を
い
た
だ
い
た
こ
と
に
対
し
て
、
厚
く

御
礼
を
申
し
上
げ
る
と
と
も
に
、
数
多
く
の
二
輪
車
ユ
ー

1

ザ
ー
に
E
T
C
を
利
用
し
て
い
た
だ
け
る
よ
う
に
、
引
き

図

続
き
、
E
T
C
の
普
及
促
進
に
努
め
て
い
き
た
い
。

三輪車ETC車載器設置費用から



道
蹄
港
施
行
令
の
一部
を
改
正
す
る
政
令
傘
戚
一八
年
政
令
第
三
五
七
号
)◎

施
行
に
当
た
っ
て
の
取
扱
い
に
つ
い
て

j
自
転
車
、
原
動
機
付
自
転
車
又
は
二
輪
自
動
車
の
車
輪
止
め
装
置
そ
の
他
の
器
具
の

占
用
及
び
交
差
点
等
の
地
上
に
お
け
る
占
用
の
場
所
の
基
準
の
緩
和
j

道
路
局
路
政
課
道
路
利
用
調
整
室

=

は
じ
め
に

先
月
号
に
お
い
て
は
、
道
路
法
施
行
令

(以
下

｢令
｣

と
い
う
。)
の
一
部
改
正
に
よ
り
自
転
車
道
、
自
転
車
歩

行
者
道
又
は
歩
道
等

(以
下

｢歩
道
等
｣
と
い
う
。)
に

お
い
て
自
転
車
、
原
動
機
付
自
転
車
又
は
二
輪
自
動
車
の

車
輪
止
め
装
置
そ
の
他
の
器
具

(以
下

｢自
転
車
等
駐
車

器
具
｣
と
い
う
。)
の
占
用
が
可
能
と
な
っ
た
こ
と
及
び

道
路
の
交
差
し
、
接
続
し
、
又
は
屈
曲
す
る
場
所

(以
下

｢交
差
点
等
｣
と
い
う
。)
の
地
上
に
お
け
る
占
用
の
場
所

の
基
準
を
緩
和
し
、
一
部
の
物
件

(水
管
等
)
を
除
き
工

作
物
、
物
件
又
は
施
設

(以
下

｢工
作
物
等
｣
と
い
う
。)

を
当
該
場
所
に
設
け
る
こ
と
が
可
能
と
な
っ
た
こ
と
に
つ

い
て
、
そ
の
背
景
及
び
概
要
に
つ
い
て
紹
介
し
た
と
こ
ろ

で
あ
る
が
、
道
路
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令

(平
成
一
八
年
政
令
第
三
五
七
号
)
の
公
布

(平
成
一
八

年
一
一
月
一
五
日
付
け
)
に
合
わ
せ
、
本
改
正
に
係
る
取

扱
い
と
し
て
占
用
許
可
基
準
の
細
目
等
の
運
用
上
必
要
と

な
る
事
項
に
つ
い
て
、
道
路
局
長
か
ら
各
地
方
整
備
局
長

等
へ
通
知
し
た
こ
と
か
ら
、
そ
の
内
容
に
つ
い
て
紹
介
す

る
こ
と
と
す
る
。
な
お
、
施
行
に
つ
い
て
は
平
成
一
九
年

一
月
四
日
と
さ
れ
て
い
る
。

二

『道
路
法
施
行
令
の
一部
改
正
に
つ
い
て
』

(道
路
局
長
通
知
)

1

背
景

道
路
上
に
お
け
る
放
置
自
転
車
が
歩
行
者
又
は
自
転
車

(以
下

｢歩
行
者
等
｣
と
い
う
。)
の
安
全
で
円
滑
な
通
行

の
妨
げ
と
な
っ
て
い
る
な
ど
、
放
置
自
転
車
対
策
は
喫
緊

の
課
題
と
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
ま
た
、
原
動
機

付
自
転
車
及
び
二
輪
自
動
車
に
つ
い
て
も
、
近
年
普
及
が

進
む
一
方
、
そ
の
駐
車
場
の
不
足
な
ど
に
よ
る
違
法
駐
車

が
問
題
と
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
現
状
に
お
い
て
、
こ
れ
ま
で
平
成
一
七
年

の
令
の
改
正
に
よ
り
、
道
路
に
接
す
る
自
転
車
駐
車
場
に

加
え
て
、
道
路
上
の
自
転
車
駐
車
場
を
道
路
附
属
物
と
し

て
位
置
付
け
、
道
路
管
理
者
が
当
該
自
転
車
駐
車
場
を
整

備
す
る
こ
と
を
可
能
と
し
た
こ
と
や
先
般
施
行
さ
れ
た
改

正
駐
車
場
法
に
お
い
て
、
駐
車
場
法
の
対
象
と
な
る
自
動

車
の
定
義
に
新
た
に
三
輪
自
動
車
を
含
め
三
輪
自
動
車
用

の
駐
車
場
の
整
備
を
促
進
す
る
こ
と
を
図
る
な
ど
の
動
き

が
あ
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
な
お
、
平
成
一
六
年
度
~
平

“ 道イテセ 2006.l2



成
一
七
年
度
構
造
改
革
特
区

(第
六
次
提
案
~
第
八
次
提

案
)
に
お
い
て
、
一
定
の
占
用
主
体
に
よ
る
歩
道
上
へ
の

自
転
車
駐
車
場
の
占
用
を
可
能
と
す
る
旨
の
要
望
が
な
さ

れ
、
放
置
自
転
車
の
減
少
に
よ
り
歩
行
者
等
の
通
行
を
円

滑
に
す
る
効
果
も
期
待
で
き
る
こ
と
か
ら
、
当
該
措
置
を

講
ず
る
旨
が

｢規
制
改
革
･
民
間
開
放
推
進
三
か
年
計
画

(再
改
定
)｣
(平
成
一
八
年
三
月
三
一
日
閣
議
決
定
)
に

お
い
て
定
め
ら
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

こ
う
い
っ
た
状
況
の
中
、
自
転
車
等
の
放
置
問
題
の
解

消
に
資
す
る
た
め
、
公
共
交
通
事
業
者
等
の
道
路
管
理
者

以
外
の
者
に
お
い
て
も
、
歩
道
等
に
自
転
車
等
の
駐
車
場

を
整
備
す
る
こ
と
を
可
能
と
す
る
も
の
と
し
て
、
令
の
改

図 1 歩道上に車輪止め装置を設置し

　
　　

　〆駐輪場を整備するイメージ

正
に
よ
り
、
自
転
車
等
駐
車
器
具
を
道
路
の
占
用
の
許
可

に
係
る
工
作
物
等
に
位
置
付
け
る
こ
と
と
し
た
も
の
で
あ

る

(設
置
イ
メ
ー
ジ
は
図
1
の
と
お
り
)
。

ま
た
、
こ
の
他
に
交
差
点
等
の
地
上
に
お
け
る
占
用
の

場
所
の
基
準
の
緩
和
に
係
る
改
正
を
行
っ
て
い
る
。

こ
れ
は
、
一
般
的
に
交
差
点
等
は
交
通
が
ふ
く
そ
う
す

る
場
所
で
あ
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
こ
れ
ま
で
電
線
及
び
電

柱
を
除
き
、
交
差
点
等
の
地
上
に
は
工
作
物
等
を
設
け
て

は
な
ら
な
い
と
さ
れ
て
い
た
が
、
例
え
ば
ア
ー
ケ
ー
ド
を

設
置
す
る
こ
と
に
よ
り
、
バ
リ
ア
フ
リ
ー
や
回
遊
性
が
向

上
す
る
な
ど
、
道
路
利
用
者
の
利
便
が
図
ら
れ
る
こ
と
な

ど
か
ら
、
道
路
標
識
や
信
号
機
等
の
視
認
性
が
確
保
さ
れ

図 2 交差点におけるアーケード装置の
設置イメージ (合成にょり作成)

る
な
ど
一
定
の
要
件
の
下
、
占
用
を
認
め
る
方
が
望
ま
し

い
場
合
も
あ
る
こ
と
か
ら
、
一
律
に
禁
ず
る
の
で
は
な
く
、

工
作
物
等
の
種
類
又
は
道
路
の
構
造
か
ら
み
て
道
路
の
構

造
又
は
交
通
へ
の
支
障
が
な
い
場
合
に
お
い
て
、
交
差
点

等
の
地
上
に
設
け
る
こ
と
を
可
能
と
し
た
も
の
で
あ
る

命
戒
置
イ
メ
ー
ジ
は
図
2
の
と
お
り
)。
た
だ
し
、
道
路
の

構
造
又
は
交
通
に
及
ぼ
す
影
響
が
大
き
い
水
管
、ガ
ス
管
、

下
水
道
管
及
び
石
油
管
に
つ
い
て
は
設
置
で
き
な
い
も
の

と
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
平
成
一
八
年
度
構
造
改
革
特
区

(第
九
次
提
案
)
に
お
い
て
、
交
差
点
等
の
地
上
に
お
け

る
ア
ー
ケ
ー
ド
の
占
用
を
可
能
と
す
る
旨
の
要
望
が
な
さ

れ
、
交
差
点
の
状
況
や
設
置
方
法
に
よ
り
、
必
ず
し
も
道

路
管
理
上
の
支
障
が
生
じ
な
い
場
合
も
あ
り
、
ま
た
、
車

道
で
分
断
さ
れ
て
い
る
街
区
を
ア
ー
ケ
ー
ド
で
つ
な
ぐ
こ

と
に
よ
り
、
商
店
街
の
回
遊
性
を
高
め
、
中
心
市
街
地
の

活
性
化
を
促
進
す
る
効
果
も
期
待
で
き
る
こ
と
か
ら
、
道

路
の
構
造
又
は
交
通
に
交
通
安
全
上
支
障
の
な
い
場
合
に

は
こ
れ
を
認
め
る
こ
と
と
す
る
こ
と
が

｢構
造
改
革
特
区

の
第
九
次
提
案
等
に
対
す
る
政
府
の
対
応
方
針
｣
(平
成

一
八
年
九
月
一
五
日
)
に
お
い
て
決
定
さ
れ
た
と
こ
ろ
で

あ
る
。

道行セ 2006.l2 β

2

概
要

今
般
、
道
路
局
長
か
ら
各
地
方
整
備
局
長
等
へ
｢道
路

法
施
行
令
の
一
部
改
正
に
つ
い
て
｣
(平
成

一
人
年

=

月
一
五
日
付
け
国
道
利
第
三
一
号
)
を
通
知
し
、
そ
の
運



用
に
係
る
取
扱
い
と
自
転
車
等
駐
車
器
具
の
占
用
許
可
基

準
を
示
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

本
項
に
お
い
て
は
、
本
通
知
の
概
要
に
つ
い
て
紹
介
す

る
こ
と
と
す
る
。

の

交
差
点
等
の
地
上
に
お
け
る
占
用
の
場
所
の
基
準
の

緩
和
に
つ
い
て

公
巾第
十
条
第
一
号
ハ
等
関
係
)

へ改
正
趣
旨
及
び
基
本
方
針
〉

改
正
の
背
景
は
前
述
の
と
お
り
で
あ
る
が
、
本
改
正
は

道
路
の
構
造
又
は
交
通
に
著
し
い
支
障
を
及
ぼ
さ
な
い
場

合
に
限
り
、
交
差
点
等
の
地
上
に
お
け
る
占
用
を
認
め
る

こ
と
と
し
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
占
用
を
一
律
に
認
め
る

趣
旨
で
は
な
い
こ
と
に
留
意
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
そ
の
占
用
の
許
可
に
当
た
っ
て
は
、
工

作
物
等
を
設
け
る
こ
と
に
よ
り
歩
行
者
等
の
安
全
で
円
滑

な
通
行
の
妨
げ
と
な
る
こ
と
や
信
号
機
や
道
路
標
識
等
の

効
用
を
妨
げ
る
こ
と
が
な
い
よ
う
慎
重
に
取
り
扱
う
と
と

も
に
、
道
路
利
用
者
の
利
便
性
の
向
上
等
を
総
合
的
に
判

断
す
る
必
要
が
あ
る
。

②

自
転
車
等
駐
車
器
具
の
工
作
物
等
へ
の
追
加
及
び
そ

の
占
用
の
場
所
に
関
す
る
基
準
に
つ
い
て

(令
第
七
条

第
八
号
、
第
十
一条
の
七
及
び
第
十
一条
の
八
関
係
)

①

改
正
趣
旨

改
正
の
背
景
に
つ
い
て
は
、
前
述
の
と
お
り
で
あ
る

が
、
令
に
お
い
て
は
占
用
の
形
態
や
道
路
に
及
ぼ
す
影

響
星
寸を
考
慮
し
て
、
電
柱
や
水
管
な
ど
特
定
の
工
作
物

等
に
つ
い
て
、
別
個
に
占
用
の
場
所
の
基
準
を
定
め
て

い
る
と
こ
ろ
、
自
転
車
等
駐
車
器
具
に
つ
い
て
も
、
そ

の
占
用
に
よ
り
歩
行
者
等
の
安
全
で
円
滑
な
通
行
に
支

障
を
与
え
る
こ
と
が
あ
る
こ
と
な
ど
に
か
ん
が
み
、
令

第
十
一
条
の
七
及
び
第
十
一
条
の
八
に
お
い
て
占
用
の

場
所
の
基
準
を
規
定
し
た
も
の
で
あ
る
。

②

基
本
方
針

占
用
の
許
可
に
当
た
っ
て
は
令
に
規
定
さ
れ
た
場
所

の
基
準
に
よ
る
ほ
か
、
本
通
知
に
付
し
て
い
る
自
転
車

等
駐
車
器
具
の
占
用
許
可
基
準
に
よ
り
適
正
を
期
す
こ

と
と
し
て
い
る
。

③

占
用
料

占
用
料
の
額
の
算
定
に
当
た
っ
て
は
、
政
令
別
表
に

お
い
て
、
占
用
面
積
一
話
一
年
に
つ
き
、
近
傍
類
似
の

土
地
の
時
価
に
0
･
0
一
人
を
乗
じ
て
得
た
額
と
し
て

い
る
。

こ
の
場
合
の
占
用
面
積
は
、
自
転
車
等
駐
車
器
具
の

設
置
に
よ
っ
て
歩
行
者
等
が
通
行
す
る
こ
と
が
で
き
な

く
な
り
、
占
用
者
が
継
続
し
て
使
用
し
て
い
る
と
認
め

ら
れ
る
道
路
の
部
分
の
面
積
と
な
る
こ
と
に
留
意
す
る

必
要
が
あ
る
。
こ
れ
は
占
用
者
が
設
け
る
の
は
車
輪
止

め
装
置

(通
称
ラ
ッ
ク
)
、
柵
、
上
屋
、
照
明
器
具
、

案
内
板
、
自
動
精
算
機
等
の
自
転
車
等
駐
車
器
具
で
あ

る
が
、
こ
れ
ら
を
設
け
る
こ
と
に
よ
り
、
一
定
の
駐
車

ス
ペ
ー
ス
が
確
保
さ
れ
、
さ
ら
に
当
該
場
所
に
自
転
車

等
が
駐
車
さ
れ
る
た
め
、
実
質
的
に
歩
行
者
等
が
通
行

す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
部
分
が
生
じ
る
こ
と
か

ら
、
こ
の
よ
う
な
駐
車
空
間
と
歩
行
空
間
の
実
態
を
踏

ま
え
る
こ
と
が
適
当
で
あ
る
と
い
う
趣
旨
で
あ
る
。

な
お
、
占
用
料
の
額
は
駐
車
場
法
第
十
七
条
第
一
項

に
規
定
す
る
都
市
計
画
と
し
て
決
定
さ
れ
た
路
外
駐
車

場
以
外
の
駐
車
場
と
同
様
に
減
額
す
る
措
置
を
講
ず
る

こ
と
と
し
、
政
令
で
定
め
る
額
の
五
0
%
と
す
る
こ
と

と
し
て
い
る
。

④

自
転
車
等
駐
車
器
具
の
占
用
許
可
基
準
(通
知
別
紙
)

1

趣
旨

令
で
定
め
る
基
準
は
、
道
路
の
構
造
又
は
交
通
の

危
険
防
止
の
見
地
か
ら
定
め
ら
れ
た
最
低
の
基
準
で

あ
り
、
令
第
十
一
条
の
七
及
び
第
十
一
条
の
八
で
規

定
し
て
い
る
自
転
車
等
駐
車
器
具
に
係
る
占
用
の
場

所
の
基
準
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
る
。
し
か
し
な
が

ら
、
自
転
車
等
駐
車
器
具
に
つ
い
て
は
、
そ
の
構
造

や
占
用
の
場
所
に
よ
っ
て
は
、
歩
行
者
等
の
安
全
で

円
滑
な
通
行
に
支
障
を
与
え
る
こ
と
が
あ
る
こ
と
な

ど
に
か
ん
が
み
、
法
令
の
基
準
の
ほ
か
に
本
通
知
の

別
紙
に
お
い
て
、
そ
の
占
用
主
体
や
構
造
等
に
係
る

占
用
許
可
基
準
を
策
定
し
、
道
路
管
理
の
適
正
を
期

す
も
の
で
あ
る
。

な
お
、
本
基
準
の
ほ
か
に
、
道
路
附
属
物
と
し
て

自
転
車
駐
車
場
等
を
整
備
す
る
際
の
設
置
指
針

(路

上
自
転
車
･自
動
二
輪
車
等
駐
車
場
設
置
指
針

(平

成
一
人
年

三

月
一
五
日
付
け
国
道
交
安
第
二
人
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号
))
が
地
方
道

･
環
境
課
長
か
ら
各
地
方
整
備
局

道
路
部
長
等
へ
通
知
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
り
、
自
転

車
等
駐
車
器
具
の
設
置
に
当
た
っ
て
も
本
指
針
を
参

考
と
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。

2

方
針

自
転
車
等
駐
車
器
具
の
占
用
を
認
め
る
こ
と
と
し

た
の
は
、
道
路
上
に
お
け
る
放
置
自
転
車
等
の
問
題

の
早
期
解
決
な
ど
、
歩
行
者
等
の
安
全
で
円
滑
な
通

行
を
確
保
す
る
こ
と
が
喫
緊
の
課
題
と
な
っ
て
い
る

こ
と
を
踏
ま
え
て
の
も
の
で
あ
る
こ
と
に
か
ん
が

み
、
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と

と
し
た
。

ア

放
置
自
転
車
等
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
地
域
等

に
お
い
て
、
こ
れ
ら
が
整
序
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、

歩
行
者
等
の
安
全
で
円
滑
な
通
行
に
資
す
る
等
相

当
の
公
共
的
利
便
に
寄
与
す
る
も
の
で
あ
る
こ

"と
o

イ

自
転
車
等
駐
車
器
具
は
、
逼
迫
す
る
駐
車
場
需

要
に
対
応
す
る
と
い
う
公
益
性
が
大
き
い
こ
と
か

ら
占
用
を
認
め
る
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
一
般

公
共
の
用
に
供
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ま
た
、
占
用
主
体
に
つ
い
て
は
、
地
方
公
共
団
体
、

公
益
法
人
、
公
共
交
通
事
業
者
、
商
店
会
そ
の
他
自

転
車
等
駐
車
器
具
を
適
切
に
管
理
し
、
こ
れ
に
駐
車

さ
れ
る
自
転
車
等
を
適
切
に
整
序
す
る
能
力
を
有
す

る
と
認
め
ら
れ
る
者
と
し
、
占
用
に
当
た
っ
て
は
、

放
置
自
転
車
等
の
整
理
や
撤
去
、
当
該
地
域
に
お
け

路
の
部
分
と
し
て
想
定
し
て
い
る
部
分
は
、
自
転
車

る
街
づ
く
り
等
に
関
す
る
各
種
施
策
等
と
の
整
合
性

道
、
自
転
車
歩
行
者
道
、
歩
道
、
法
面
、
側
溝
上
等
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を
確
保
す
る
た
め
、
占
用
主
体
、
占
用
の
場
所
、
駐

車
料
金
の
額
や
徴
収
方
法
な
ど
の
運
営
形
態
等
に
つ

い
て
、
関
係
地
方
公
共
団
体
等
と
十
分
に
調
整
し
、

そ
の
意
見
、
要
望
等
を
反
映
し
た
も
の
と
す
る
こ
と

と
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
方
針
を
踏
ま
え
て
、
占
用
主
体
の
選

定
や
自
転
車
等
駐
車
器
具
の
管
理
運
営
等
に
適
正
を

期
す
も
の
で
あ
る
。

3

占
用
の
場
所

令
第
十

一
条
の
七
及
び
第
十
一
条
の
八
に
お
い

て
、
自
転
車
等
駐
車
器
旦
ハの
占
用
の
場
所
の
基
準
に

つ
い
て
規
定
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
本
通
知

に
お
い
て
は
そ
の
取
扱
い
等
に
つ
い
て
示
し
て
い

る
。ま

ず
は
、
自
転
車
駐
車
器
具
の
占
用
の
場
所
に
つ

い
て
で
あ
る
が
、
当
該
駐
車
器
具
は
、
車
道
以
外
の

道
路
の
部
分

(分
離
帯
、
ロ
ー
タ
リ
ー
そ
の
他
こ
れ

ら
に
類
す
る
道
路
の
部
分
を
除
く
。
以
下
同
じ
。
)

に
設
け
る
こ
と
と
な
る
が
、
設
置
に
当
た
っ
て
は
、

交
通
の
ふ
く
そ
う
す
る
場
所
、
他
の
占
用
物
件
の
多

い
場
所
等
道
路
の
構
造
又
は
交
通
に
著
し
い
支
障
を

及
ぼ
す
お
そ
れ
の
あ
る
場
所
を
避
け
る
な
ど
、
当
該

道
路
及
び
そ
の
周
辺
の
状
況
等
か
ら
み
て
適
当
な
場

所
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
な
お
、
車
道
以
外
の
道

道
、
自
転
車
歩
行
者
道
、
歩
道
、
法
面
、
側
溝
上
等

で
あ
る
。

ま
た
、
歩
行
者
等
の
安
全
で
円
滑
な
通
行
に
支
障

を
与
え
る
こ
と
が
な
い
よ
う
に
設
置
す
る
た
め
、
自

転
車
駐
車
器
具
を
自
転
車
の
駐
車
の
用
に
供
し
た
と

き
に
、
歩
行
者
等
が
通
行
す
る
こ
と
が
で
き
る
歩
道

等
の
部
分
の
一
方
の
側
に
つ
い
て
は
道
路
構
造
令

(昭
和
四
五
年
政
令
第
三
二
〇
号
)
に
規
定
す
る
幅

員
を
確
保
す
る
こ
と
を
義
務
付
け
て
い
る
。
一
方
の

側
と
し
て
い
る
の
は
、
自
転
車
駐
車
器
具
に
つ
い
て

は
、
例
え
ば
歩
道
等
の
中
央
部
分
付
近
に
植
樹
帯
が

あ
り
、
そ
の
植
樹
帯
間
に
設
置
す
る
方
が
適
当
で
あ

る
場
合
に
お
い
て
は
、
両
側
に
幅
員
を
確
保
す
る
必

要
は
な
く
、
一
方
の
側
に
歩
行
者
等
が
安
全
で
円
滑

な
通
行
が
で
き
る
幅
員
を
確
保
す
れ
ば
足
り
る
か
ら

で
あ
る
。
な
お
、
両
側
の
幅
員
を
合
算
す
る
こ
と
に

よ
り
、
幅
員
基
準
に
達
す
る
よ
う
な
ケ
ー
ス
は
基
準

に
適
合
し
て
い
な
い
こ
と
に
な
る
。
令
第
十
一
条
の

七
第
二
号
た
だ
し
書
き
は
、
幅
員
に
係
る
基
準
の
特

例
を
規
定
し
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
例
え
ば
横
断
歩

道
橋
の
下
の
歩
道
上
や
植
樹
帯
間
に
設
け
る
場
合
な

ど
、
当
該
駐
車
器
具
を
自
転
車
の
駐
車
の
用
に
供
し

た
と
き
に
、
歩
行
者
等
が
通
行
す
る
こ
と
が
で
き
る

部
分
の
一
方
の
側
の
幅
員
が
従
前
を
下
回
ら
な
い
場

合
で
、
道
路
の
構
造
又
は
交
通
に
著
し
い
支
障
を
及



ぼ
ず
お
そ
れ
の
な
い
よ
う
な
場
合
で
あ
る
。

古
埜
寸
の
地
上
に
お
け
る
占
用
の
場
所
の
基
準
を
緩
和

(参
考
…令
第
十
一
条
の
七
第
二
号
に
規
定
す
る
幅
員
)

す
る
も
の
で
あ
る
。

ア

自
転
車
道
に
つ
い
て
は
、
道
路
構
造
令
第
十
条

第
三
項
本
文
に
規
定
す
る
幅
員
(現
行
規
定
上
は
、

二
m
以
上
。
)
で
あ
る
こ
と
o

イ

自
転
車
歩
行
者
道
に
つ
い
て
は
、
道
路
構
造
令

第
十
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
幅
員

(現
行
規

定
上
は
、
歩
行
者
の
交
通
量
が
多
い
道
路
が
四
m

以
上
、
そ
の
他
の
道
路
は
三
m
以
上
。
)
で
あ
る

こ
、と
0

ウ

歩
道
に
つ
い
て
は
、
道
路
構
造
令
第
十
一
条
第

三
項
に
規
定
す
る
幅
員

(現
行
規
定
上
は
、
歩
行

者
の
交
通
量
が
多
い
道
路
が
三
･
五
m
以
上
、
そ

の
他
の
道
路
は
二
m
以
上
。
)
で
あ
る
こ
と
。

交
差
点
等
の
地
上
に
お
い
て
は
、
当
該
場
所
が
一

般
的
に
交
通
の
ふ
く
そ
う
す
る
場
所
で
あ
る
こ
と
な

ど
か
ら
、
工
作
物
等
を
設
け
る
こ
と
は
適
当
で
は
な

く
、
こ
れ
は
自
転
車
駐
車
器
具
に
お
い
て
も
同
様
で

あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
例
え
ば
横
断
歩
道
橋
の
下

の
歩
道
上
に
設
け
る
場
合
に
お
い
て
は
、
道
路
の
構

造
上
の
問
題
が
な
く
、
歩
行
者
等
の
安
全
で
円
滑
な

通
行
の
妨
げ
と
な
る
こ
と
や
信
号
機
、
道
路
標
識
等

の
効
用
を
妨
げ
る
こ
と
が
な
い
場
合
も
あ
る
こ
と
か

ら
、
特
例
と
し
て
設
け
る
こ
と
を
可
能
と
し
て
い
る

も
の
で
あ
る
。
な
お
、
前
述
の
と
お
り
、
他
の
工
作

物
等
に
つ
い
て
も
水
管
な
ど
の
管
類
を
除
き
、
交
差

す
る
も
の
で
あ
る
。

上
屋
や
照
明
器
具
な
ど
の
自
転
車
駐
車
器
具
の
設

置
に
当
た
っ
て
は
、
道
路
の
上
空
に
設
け
ら
れ
る
部

分
が
生
じ
る
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る

が
、
当
該
部
分
と
歩
行
者
等
が
接
触
す
る
こ
と
の
な

い
よ
う
に
、
高
さ
制
限

(道
路
の
上
空
に
設
け
ら
れ

る
部
分
の
最
下
部
と
路
面
と
の
距
離
を
四
･
五
m

(歩
道
上
に
あ
っ
て
は
、
二
･
五
m
)
以
上
と
す
る
。)

を
規
定
す
る
こ
と
に
よ
り
、
歩
行
者
等
の
安
全
で
円

滑
な
通
行
を
確
保
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。

さ
ら
に
、
令
に
規
定
す
る
基
準
の
ほ
か
に
、
近
傍

に
視
覚
障
害
者
誘
導
ブ
ロ
ッ
ク
が
設
置
さ
れ
て
い
る

場
合
に
は
、
当
該
ブ
ロ
ッ
ク
と
の
間
に
十
分
な
間
隔

を
確
保
で
き
る
場
所
に
設
け
る
こ
と
と
し
、
視
覚
障

害
者
の
安
全
で
円
滑
な
通
行
に
配
慮
を
す
る
こ
と
と

し
て
い
る
。

次
に
、
原
動
機
付
自
転
車
等
駐
車
器
具
の
占
用
の

場
所
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
設
置
に
当
た
っ
て
車
道

以
外
の
道
路
の
部
分
に
設
け
る
こ
と
は
自
転
車
駐
車

器
具
と
同
様
で
あ
る
が
、
駐
車
す
る
た
め
に
原
動
機

付
自
転
車
又
は
三
輪
自
動
車

(以
下

｢原
動
機
付
自

転
車
等
｣
と
い
う
。)
に
乗
車
し
た
ま
ま
歩
道
等
内

を
通
行
し
て
、
歩
行
者
等
と
の
交
通
事
故
を
惹
起
さ

せ
る
こ
と
の
な
い
よ
う
に
、
歩
道
等
内
の
車
道
に
近

接
す
る
部
分
に
設
け
る
こ
と
と
し
て
い
る
。

歩
道
等
の
幅
員
に
係
る
基
準
に
つ
い
て
は
、
原
動

機
付
自
転
車
等
駐
車
器
旦
ハの
場
合
は
、
前
述
の
と
お

り
、
歩
道
等
内
の
車
道
に
近
接
す
る
部
分
に
設
け
る

こ
と
と
な
る
の
で
、
必
然
的
に
路
端
に
近
接
す
る
側

の
み
歩
行
者
等
が
通
行
す
る
こ
と
が
で
き
る
歩
道
等

の
幅
員
を
確
保
す
る
こ
と
に
な
る
。

こ
の
他
に
つ
い
て
は
、
自
転
車
駐
車
器
具
と
同
様

の
取
扱
い
と
し
て
い
る
。

4

構
造

自
転
車
等
駐
車
器
具
の
構
造
に
つ
い
て
は
、
令
第

十
二
条
に
規
定
す
る
基
準
の
ほ
か
に
、
そ
の
設
置
に

よ
り
歩
行
者
等
の
安
全
で
円
滑
な
通
行
に
支
障
を
与

え
る
こ
と
が
な
い
よ
う
に
、
別
個
に
次
の
よ
う
な
詳

細
な
基
準
を
定
め
て
い
る
。

自
転
車
等
駐
車
器
具
は
固
定
式
と
し
、
十
分
な
安

全
性
及
び
耐
久
性
を
具
備
し
た
も
の
と
し
、
そ
の
構

造
及
び
色
彩
は
周
囲
の
環
境
と
調
和
す
る
も
の
で
あ

り
、
信
号
機
、
道
路
標
識
等
の
効
用
を
妨
げ
な
い
も

の
と
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。

ラ
ッ
ク
に
つ
い
て
は
、
安
全
や
視
距
を
確
保
す
る

観
点
か
ら
一
層
式
と
な
る
平
面
式
と
す
る
こ
と
と

し
、
例
え
ば
前
輪
ラ
ッ
ク
や
傾
斜
ラ
ッ
ク
な
ど
が
考

え
ら
れ
る
。

ま
た
、
歩
行
空
間
と
自
転
車
等
の
駐
車
空
間
を
明

確
に
区
分
す
る
た
め
に
、
自
転
車
等
が
駐
車
さ
れ
る

こ
と
と
な
る
道
路
の
部
分
の
外
周
の
う
ち
、
歩
行
者
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等
の
進
行
方
向
と
交
差
す
る
部
分
が
あ
る
場
合
に

は
、
柵
等
を
設
け
る
こ
と
と
す
る
と
と
も
に
、
当
該

部
分
以
外
の
外
周
に
お
い
て
も
接
触
事
故
等
が
な
い

よ
う
、
冊
等
を
設
け
る
こ
と
を
推
奨
し
て
い
る
。

さ
ら
に
、
必
要
に
応
じ
て
、
反
射
材
を
取
り
付
け

又
は
照
明
器
具
を
設
け
る
な
ど
に
よ
り
歩
行
者
等
の

衝
突
等
を
防
止
す
る
た
め
の
措
置
を
講
じ
る
こ
と
や

自
転
車
等
の
駐
車
等
に
際
し
、
歩
行
者
や
自
動
車
等

と
接
触
す
る
こ
と
が
な
い
よ
う
に
、
必
要
な
余
裕
幅

を
確
保
す
る
な
ど
の
安
全
上
の
配
慮
を
十
分
行
う
必

要
が
あ
る
。

自
転
車
等
駐
車
器
具
の
設
置
に
当
た
っ
て
は
、
駐

車
可
能
な
範
囲
及
び
駐
車
の
方
法
を
示
す
た
め
、
道

路
標
識
、
区
画
線
及
び
道
路
標
示
に
関
す
る
命
令
に

定
め
ら
れ
た
道
路
標
識
、
区
画
線
及
び
道
路
標
示
を

設
け
る
こ
と
か
ら
、
管
轄
す
る
警
察
署
長
と
十
分
な

協
議
を
行
う
こ
と
も
必
要
と
な
る
。

こ
の
ほ
か
、
原
動
機
付
自
転
車
等
駐
車
器
具
を
設

け
る
場
合
に
お
い
て
は
、
原
動
機
付
自
転
車
等
に
乗

車
し
た
ま
ま
歩
道
等
内
を
通
行
す
る
こ
と
が
な
い
よ

う
に
、
柵
等
を
設
け
る
こ
と
な
ど
に
よ
り
、
原
則
と

し
て
車
道
側
か
ら
進
入
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
や
上

屋
を
設
け
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
上
屋
の
構
造

等
に
つ
い
て
、
｢
ベ
ン
チ
及
び
上
屋
の
道
路
占
用
の

取
扱
い
に
つ
い
て
｣
(平
成
六
年
六
月
三
〇
日
付
け

建
設
省
道
政
発
第
三
二
号
)
□
3
に
掲
げ
る
基
準
を

準
用
す
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

5

そ
の
他

1
か
ら
4
ま
で
の
ほ
か
に
、
自
転
車
等
駐
車
器
具

の
道
路
占
用
の
許
可
に
際
し
、建
築
基
準
法
第
六
条
、

消
防
法
第
七
条
又
は
道
路
交
通
法
第
七
七
条
の
許
可

等
が
必
要
な
場
合
に
は
、
こ
れ
ら
の
関
係
機
関
と
も

事
前
に
協
議
等
を
行
う
な
ど
十
分
な
連
絡
調
整
を
図

る
こ
と
、
占
用
の
許
可
に
当
た
っ
て
、
占
用
の
許
可

を
行
う
に
際
し
て
の
一
般
的
な
条
件
の
ほ
か
、
必
要

に
応
じ
て
、
自
転
車
等
が
適
正
に
駐
車
さ
れ
、
歩
行

者
等
の
安
全
で
円
滑
な
通
行
が
確
保
さ
れ
る
よ
う
自

転
車
等
の
整
序
等
を
適
切
に
行
う
こ
と
、
不
特
定
多

数
の
者
の
利
用
に
供
す
る
こ
と
、
そ
の
利
用
に
つ
い

て
時
間
単
位
、
月
単
位
等
に
よ
り
駐
車
料
金
を
徴
収

す
る
場
合
に
お
い
て
、
付
近
の
駐
車
場
等
の
駐
車
料

金
に
比
し
て
著
し
く
均
衡
を
失
し
な
い
も
の
で
あ
る

こ
と
な
ど
の
条
件
を
付
す
こ
と
、
特
定
の
利
用
者
に

よ
る
自
転
車
等
の
通
常
の
保
管
場
所
と
し
て
、
利
用

さ
れ
る
こ
と
に
な
ら
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
、
関
係

地
方
公
共
団
体
、
沿
道
住
民
、
沿
道
店
舗
、
道
路
利

用
者
等
の
理
解
を
十
分
に
得
る
な
ど
地
域
の
合
意
形

成
の
確
保
に
努
め
る
こ
と
な
ど
、
占
用
の
許
可
に
当

た
っ
て
留
意
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
示
し
て
い
る
。

三

お
わ
り
に

以
上
の
よ
う
に
、
本
改
正
は
道
路
上
に
お
け
る
放
置
自

転
車
等
が
社
会
問
題
と
な
っ
て
い
る
こ
と
や
道
路
利
用
者

の
ニ
ー
ズ
に
応
え
る
こ
と
な
ど
か
ら
検
討
を
重
ね
、
本
改

正
に
至
っ
た
も
の
で
あ
る
。

平
成
一
九
年
一
月
四
日
の
施
行
後
に
お
い
て
は
、
歩
道

上
等
に
お
け
る
自
転
車
等
駐
車
器
具
の
設
置
、
あ
る
い
は

交
差
点
に
お
け
る
ア
ー
ケ
ー
ド
や
歩
行
者
用
の
案
内
標
識

の
設
置
な
ど
が
可
能
と
な
る
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
ら
に
よ

り
道
路
利
用
者
の
利
便
性
の
向
上
や
安
全
性
の
確
保
な
ど

に
寄
与
す
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
。
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参
考
"
(｢道
路
法
施
行
令
の
一部
改
正
に
つ
い
て
｣

(平
成
一
人
年
三

月
一
五
日
付
け
国
道
利
第
三
一
号
))

国

道

利

第

三

一
号

平
成
一
八
年
一
一
月
…
五
日

各
地
方
整
備
局
長

一
あ
て

北
海
道
開
発
局
長

沖
縄
総
合
事
務
局
長

一

独
立
行
政
法
人
ロ
本
高
速
道
路
保
有
･債
務
返
済
機
構
理
事
長

＼

国
土
交
通
省
道
路
局
長

道
路
法
施
行
令
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

道
路
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令

(平
成
一
八
年
政
令
第
三
五

七
号
)
が
、
平
成
一
八
年
一
一
月
一
五
日
に
公
布
さ
れ
、
平
成
一
九
年

一

月
四
日
か
ら
施
行
さ
れ
る
こ
と
と
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

つ
い
て
は
、
下
記
の
事
項
に
留
意
の
上
、
そ
の
運
用
に
遺
憾
の
な
い
よ

う
に
さ
れ
た
い
。



ま
た
、
本
改
正
に
よ
り
、
歩
道
等
に
お
け
る
自
転
車
、
原
動
機
付
自
転

車
又
は
二
輪
自
動
車
を
駐
車
さ
せ
る
た
め
必
要
な
車
輪
止
め
装
置
そ
の
他

の
器
具

(以
下

｢自
転
車
等
駐
車
器
具
｣
と
い
う
。)
の
占
用
が
認
め
ら
れ

る
こ
と
と
な
っ
た
と
こ
ろ
、
自
転
車
等
駐
車
器
具
の
構
造
や
占
用
の
場
所

に
よ
っ
て
は
、
歩
行
者
又
は
自
転
車

(以
下

｢歩
行
者
等
｣
と
い
う
。)
の

安
全
で
円
滑
な
通
行
に
支
障
を
与
え
る
こ
と
が
あ
る
こ
と
な
ど
に
か
ん
が

み
、
別
紙
の
と
お
り
、
自
転
車
等
駐
車
器
具
の
占
用
許
可
基
準
を
策
定
し

た
の
で
、
占
用
に
当
た
っ
て
は
、
本
基
準
に
従
い
取
り
扱
う
も
の
と
す
る
。

な
お
、
本
政
令
の
施
行
に
伴
い
、
下
記
第
2
の
と
お
り
関
係
通
達
を
一

部
改
正
す
る
の
で
、
運
用
上
誤
り
の
な
い
よ
う
に
さ
れ
た
い
。

本
通
達
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
警
察
庁
交
通
局
と
調
整
済
み
で
あ
る
こ

と
を
申
し
添
え
る
。

記

第
ー

道
路
法
施
行
令
の
一部
を
改
正
す
る
政
令
関
係

1

道
路
の
交
差
し
、
接
続
し
、
又
は
屈
曲
す
る
場
所

(以
下

｢交
差

点
等
｣
と
い
う
。)
に
設
け
ら
れ
る
道
路
法
第
三
十
二
条
第
一
項
各
号

に
掲
げ
る
工
作
物
、
物
件
又
は
施
設

(以
下

｢工
作
物
等
｣
と
い
う
。)

に
つ
い
て

(改
正
後
の
道
路
法
施
行
令

(以
下

｢令
｣
と
い
う
。)
第

十
条
第

一
号
ハ
等
関
係
)

の
改
正
趣
旨

改
正
前
の
道
路
法
施
行
令
第
十
条
第
二
項
に
お
い
て
は
、
交
差

点
等
の
地
上
に
は
、
電
線
及
び
電
柱
を
除
き
工
作
物
等
を
設
け
て

は
な
ら
な
い
こ
と
と
さ
れ
て
い
た
。
こ
れ
は
、
一
般
的
に
交
差
点

等
は
、
交
通
が
ふ
く
そ
う
す
る
場
所
で
あ
り
、
工
作
物
等
を
設
け

る
こ
と
に
よ
り
自
動
車
運
転
者
等
の
信
号
機
や
道
路
標
識
等
の
祝

認
を
遅
ら
せ
る
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
な
ど
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
工
作
物
等
の
種
類
又
は
道
路
の
構
造
に
よ
っ

て
は
、
交
差
点
等
に
設
け
る
こ
と
が
必
ず
し
も
道
路
の
構
造
又
は

交
通
に
著
し
い
支
障
を
与
え
な
い
場
合
も
あ
る
こ
と
、
そ
の
設
置

に
よ
り
道
路
利
用
者
の
利
便
に
資
す
る
場
合
が
あ
る
こ
と
な
ど
か

ら
、
道
路
の
構
造
又
は
交
通
に
及
ぼ
す
影
響
が
大
き
い
水
管
、
ガ

ス
管
、
下
水
道
管
及
び
石
油
管
を
除
き
、
工
作
物
等
を
設
け
る
こ

と
を
交
差
点
等
の
地
上
に
認
め
る
こ
と
と
し
た
も
の
で
あ
る
。

な
お
、
平
成
一
六
年
度
構
造
改
革
特
区
の
第
五
次
提
案
に
お
い

て
、
交
差
点
等
の
地
上
に
お
け
る
歩
行
者
用
の
案
内
標
識
の
占
用

を
可
能
と
す
る
旨
の
要
望
が
な
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
ま
た
、

妨
げ
と
な
っ
て
い
る
。
よ
っ
て
、
違
法
駐
車
対
策
を
推
進
す
る
た

平
成
一
八
年
度
構
造
改
革
特
区
の
第
九
次
提
案
に
お
い
て
は
、
交

め
、
原
功
機
寸
自
云
‐
-

は

不
話自
功

車
△
'上

せ
･

差
点
等
の
地
上
に
お
け
る
ア
ー
ケ
ー
ド
の
占
用
を
可
能
と
す
る
旨

の
要
望
が
な
さ
れ
、
道
路
の
構
造
又
は
交
通
に
著
し
い
支
障
を
及

ぼ
す
お
そ
れ
の
な
い
場
合
に
お
い
て
そ
の
設
置
が
可
能
と
な
る
よ

う
措
置
す
る
こ
と
が

｢構
造
改
革
特
区
の
第
九
次
提
案
等
に
対
す

る
政
府
の
対
応
方
針
｣
(平
成
一
八
年
九
月
一
五
日
)
に
お
い
て
決

定
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

②
基
本
方
針

本
改
正
は
、
道
路
の
構
造
又
は
交
通
に
著
し
い
支
障
を
及
ぼ
さ

な
い
場
合
に
限
り
、
交
差
点
等
の
地
上
に
お
け
る
占
用
を
認
め
る

こ
と
と
し
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
占
用
を
一
律
に
認
め
る
趣
旨
で

は
な
い
。

し
た
が
っ
て
、
そ
の
占
用
の
許
可
に
当
た
っ
て
は
、
工
作
物
等

を
設
け
る
こ
と
に
よ
り
歩
行
者
等
の
安
全
で
円
滑
な
通
行
の
妨
げ

と
な
る
こ
と
や
信
号
機
や
道
路
標
識
等
の
効
用
を
妨
げ
る
こ
と
が

な
い
よ
う
慎
重
に
取
り
扱
う
と
と
も
に
、
道
路
利
用
者
の
利
便
性

の
向
上
等
を
総
合
的
に
判
断
す
る
必
要
が
あ
る
。

2

自
転
車
等
駐
車
器
具
の
工
作
物
等
へ
の
追
加
及
び
そ
の
占
用
の
場

所
に
関
す
る
基
準
に
つ
い
て

(令
第
七
条
第
八
号
、
第
十
一
条
の
七

及
び
第
十
一
条
の
八
関
係
)

の
改
正
趣
旨

道
路
上
に
お
け
る
放
置
自
転
車
が
歩
行
者
や
車
い
す
利
用
者
等

の
安
全
で
円
滑
な
通
行
の
妨
げ
と
な
っ
て
い
る
な
ど
、
放
置
自
転

車
対
策
は
喫
緊
の
課
題
と
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
状
況
の
下
、
道
路
法
施
行
令
の
改
正
に
よ
り
、
平
成

一
七
年
四
月
一
日
か
ら
、
道
路
に
接
す
る
自
転
車
駐
車
場
に
加
え
て
、

道
路
上
の
自
転
車
駐
車
場
に
つ
い
て
も
道
路
附
属
物
と
し
て
位
置
付

け
ら
れ
、
道
路
管
理
者
が
当
該
自
転
車
駐
車
場
を
整
備
す
る
こ
と
が

可
能
と
な
っ
た
が
、
今
般
、
放
置
自
転
車
問
題
の
早
期
解
決
に
資
す

る
た
め
、
自
転
車
を
駐
車
さ
せ
る
た
め
必
要
な
車
輪
止
め
装
置
そ
の

他
の
器
具
の
占
用
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

ま
た
、
原
動
機
付
自
転
車
及
び
二
輪
自
動
車
に
つ
い
て
も
、
近

年
普
及
が
進
む
一
方
、
そ
の
駐
車
場
の
不
足
な
ど
に
よ
る
違
法
駐

車
が
問
題
と
な
っ
て
お
り
、
歩
行
者
等
の
安
全
で
円
滑
な
通
行
の

め
、
原
動
機
付
自
転
車
又
は
三
輪
自
動
車
の
車
輪
止
め
装
置
そ
の

他
の
器
具
の
占
用
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

さ
ら
に
、
自
転
車
等
駐
車
器
具
の
構
造
や
占
用
の
場
所
に
よ
っ

て
は
、
歩
行
者
等
の
安
全
で
円
滑
な
通
行
に
支
障
を
与
え
る
こ
と

が
あ
る
こ
と
な
ど
に
か
ん
が
み
、
そ
の
占
用
の
場
所
の
基
準
が
規

定
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

な
お
、
構
造
改
革
特
区
の
第
6
次
提
案
か
ら
第
八
次
提
案
に
お

い
て
、
歩
道
上
へ
の
自
転
車
駐
車
場
の
占
用
を
可
能
と
す
る
旨
の

要
望
が
な
さ
れ
、
放
置
自
転
車
の
減
少
に
よ
り
歩
行
者
等
の
通
行

を
円
滑
に
す
る
効
果
も
期
待
で
き
る
こ
と
か
ら
、
当
該
措
置
を
講

ず
る
旨
が
｢規
制
改
革

･
民
間
開
放
推
進
三
か
年
計
画

(再
改
定
)｣

(平
成

一
八
年
三
月
三
一
日
閣
議
決
定
)
に
お
い
て
決
定
さ
れ
た
も

の
で
あ
る
。

②
基
本
方
針

自
転
車
等
駐
車
器
具
の
占
用
の
許
可
に
当
た
っ
て
は
、
令
で
規

定
さ
れ
た
基
準
及
び
別
紙
の

｢自
転
車
、
原
動
機
付
自
転
車
又
は

二
輪
自
動
車
を
駐
車
さ
せ
る
た
め
必
要
な
車
輪
止
め
装
置
そ
の
他

の
器
具
の
占
用
許
可
基
準
｣
に
従
い
、
厳
正
に
取
り
扱
わ
れ
た
い
。

②
占
用
料

占
用
料
の
額
の
算
定
に
当
た
っ
て
は
、
占
用
面
積

一
甘

一
年
に

つ
き
、
近
傍
類
似
の
土
地
の
時
価
に
0
･
0
一
八
を
乗
じ
て
得
た

額
と
さ
れ
た
。

こ
の
場
合
の
占
用
面
積
は
、
自
転
車
等
駐
車
器
具
の
設
置
に
よ

っ
て
歩
行
者
等
が
通
行
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
り
、
占
用
者
が

継
続
し
て
使
用
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
道
路
の
部
分
の
面
積
と

な
る
こ
と
に
留
意
さ
れ
た
い
。

第
2

そ
の
他

1

｢道
路
法
施
行
令
及
び
道
路
整
備
特
別
措
置
法
施
行
令
の
一
部
を

改
正
す
る
政
令
の
施
行
に
つ
い
て
｣
(昭
和
四
二
年
一
一
月
一
三
日
付

け
建
設
省
道
政
発
第
九
〇
号
)
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

記
3
②
◎
③
◎
中
｢駐
車
場

(駐
車
場
法
第
十
七
条
第
一
項
に
規

定
す
る
都
市
計
画
と
し
て
決
定
さ
れ
た
路
外
駐
車
場
を
除
く
。)｣
を

｢駐
車
場

(駐
車
場
法
第
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
都
市
計
画
と
し
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て
決
定
さ
れ
た
路
外
駐
車
場
を
除
く
。)
及
び
自
転
車
、
原
動
機
付
目

別

紙

転
車
又
は
二
輪
自
動
車
を
駐
車
さ
せ
る
た
め
必
要
な
車
輪
止
め
装
置

そ
の
他
の
器
旦
套
に
改
め
る
。

自
転

2

｢道
路
法
施
行
令
及
び
道
路
整
備
特
別
措
置
法
施
行
令
の
一
部
を

改
正
す
る
政
令
並
び
に
道
の
区
域
内
の
一
般
国
道
及
び
開
発
道
路
に

関
す
る
占
用
料
徴
収
規
則
の
施
行
に
つ
い
て
｣
(昭
和
四
二
年
一
一
月

一
三
日
付
け
建
設
省
道
政
発
第
9
0
号
の
2
)
を
次
の
よ
う
に
改
め

る
。記

□
1
②
③
⑲
◎
中
｢駐
車
場

(駐
車
場
法
第
十
七
条
第
一
項
に

規
定
す
る
都
市
計
画
と
し
て
決
定
さ
れ
た
路
外
駐
車
場
を
除
く
。
)｣

を

｢駐
車
場

(駐
車
場
法
第
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
都
市
計
画

と
し
て
決
定
さ
れ
た
路
外
駐
車
場
を
除
く
。)
及
び
自
転
車
、
原
動
機

付
自
転
車
又
は
二
輪
自
動
車
を
駐
車
さ
せ
る
た
め
必
要
な
車
輪
止
め

装
置
そ
の
他
の
器
具
｣
に
改
め
る
。

3

｢道
路
法
施
行
令
及
び
道
路
整
備
特
別
措
置
法
施
行
令
の
一
部
を

改
正
す
る
政
令
の
施
行
に
つ
い
て
｣
(昭
和
四
二
年
一
一
月
一
三
日
付

け
建
設
省
道
政
発
第
九
〇
号
の
三
)
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

記
2
②
◎
⑲
㈱
中
｢駐
車
場

(駐
車
場
法
第
十
七
条
第
一
項
に
規

定
す
る
都
市
計
画
と
し
て
決
定
さ
れ
た
路
外
駐
車
場
を
除
く
。)｣
を

｢駐
車
場

(駐
車
場
法
第
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
都
市
計
画
と
し

て
決
定
さ
れ
た
路
外
駐
車
場
を
除
く
。)
及
び
自
転
車
、
原
動
機
付
自

転
車
又
は
二
輪
自
動
車
を
駐
車
さ
せ
る
た
め
必
要
な
車
輪
止
め
装
置

そ
の
他
の
器
具
｣
に
改
め
る
。

4

｢指
定
区
間
内
の
一
般
国
道
に
お
け
る
路
上
広
告
物
等
の
占
用
許

可
基
準
に
つ
い
て
｣
(昭
和
四
四
年
八
月
二
〇
日
付
け
建
設
省
道
政
発

第
五
二
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

別
紙
第
4
③
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

◎
上
記
③
に
か
か
わ
ら
ず
、
公
共
施
設
や
著
名
な
観
光
地
等
を
案

内
し
、
不
特
定
多
数
の
道
路
利
用
者
の
利
便
に
資
す
る
歩
行
者
用

の
案
内
標
識
に
つ
い
て
は
、
道
路
の
構
造
又
は
交
通
に
著
し
い
支

障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
の
な
い
場
合
に
お
い
て
、
道
路
の
交
差
し
、

接
続
し
、
又
は
屈
曲
す
る
場
所
に
設
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

自
転
車
、
原
動
機
付
自
転
車
又
は
二
輪
自
動
車
を
駐
車
さ
せ
る
た
め
必

要
な
車
輪
止
め
装
置
そ
の
他
の
器
具
の
占
用
許
可
基
準

ー

趣
旨

道
路
上
に
お
け
る
自
転
車
、
原
動
機
付
自
転
車
又
は
二
輪
自
動
車

(以

下

｢自
転
車
等
｣
と
い
う
。)
の
放
置
問
題
の
解
消
に
資
す
る
た
め
、
道
路

法
第
三
十
二
条
第
一
項
第
七
号
に
基
づ
く
道
路
法
施
行
令

(以
下

｢令
｣

と
い
う
。)
第
7
条
に
定
め
る
工
作
物
、
物
件
又
は
施
設
に
、
第
八
号
と
し

て
自
転
車
等
を
駐
車
さ
せ
る
た
め
必
要
な
車
輪
止
め
装
置
そ
の
他
の
器
具

(以
下

｢自
転
車
等
駐
車
器
旦
こ
と
い
う
。)
を
追
加
す
る
こ
と
と
し
た
と

こ
ろ
、
そ
の
構
造
や
占
用
の
場
所
に
よ
っ
て
は
、
歩
行
者
又
は
自
転
車

(以
下

｢歩
行
者
等
｣
と
い
う
。
)
の
安
全
で
円
滑
な
通
行
に
支
障
を
与
え

る
こ
と
が
あ
る
こ
と
な
ど
に
か
ん
が
み
、
占
用
許
可
基
準
を
策
定
し
た
の

で
、
占
用
の
許
可
に
当
た
っ
て
は
、
道
路
法
及
び
令
に
規
定
す
る
占
用
の

許
可
基
準
に
加
え
、
こ
の
基
準
に
よ
り
事
務
を
取
り
扱
い
、
道
路
管
理
の

適
正
を
期
す
も
の
と
す
る
。

な
お
、
自
転
車
等
駐
車
器
具
の
占
用
に
当
た
っ
て
は
、
本
基
準
に
加
え
、

別
途
通
知
さ
れ
る
路
上
自
転
車

･
自
動
二
輪
車
等
駐
車
場
設
置
指
針

(平

成
一
八
年
一
一
月
一
五
日
付
け
国
道
交
安
第
二
人
号
)
を
参
考
に
す
る
こ

,と
0

2

方
針

①
自
転
車
等
駐
車
器
具
の
占
用
を
認
め
る
こ
と
と
し
た
の
は
、
道
路

上
に
お
け
る
放
置
自
転
車
等
の
問
題
の
早
期
解
決
な
ど
、
歩
行
者
等

の
安
全
で
円
滑
な
通
行
を
確
保
す
る
こ
と
が
喫
緊
の
課
題
と
な
っ
て

い
る
こ
と
を
踏
ま
え
て
の
も
の
で
あ
る
こ
と
に
か
ん
が
み
、
次
の
い

ず
れ
に
も
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
と
す
る
。

ア

放
置
自
転
車
等
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
地
域
等
に
お
い
て
、
こ

れ
ら
が
整
序
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
歩
行
者
等
の
安
全
で
円
滑
な

通
行
に
資
す
る
等
相
当
の
公
共
的
利
便
に
寄
与
す
る
も
の
で
あ
る

こ
と
o

イ

自
転
車
等
駐
車
器
具
は
、
逼
迫
す
る
駐
車
場
需
要
に
対
応
す
る

と
い
う
公
益
性
が
大
き
い
こ
と
か
ら
占
用
を
認
め
る
も
の
で
あ
る

こ
と
か
ら
、
一
般
公
共
の
用
に
供
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

②
占
用
主
体
は
、
地
方
公
共
団
体
、
公
益
法
人
、
公
共
交
通
事
業
者
、

商
店
会
そ
の
他
自
転
車
等
駐
車
器
具
を
適
切
に
管
理
し
、
こ
れ
に
駐

車
さ
れ
る
自
転
車
等
を
適
切
に
整
序
す
る
能
力
を
有
す
る
と
認
め
ら

れ
る
者
と
す
る
。

③
自
転
車
等
駐
車
器
具
の
占
用
に
当
た
っ
て
は
、
放
置
自
転
車
等
の

整
理
や
撤
去
、
当
該
地
域
に
お
け
る
街
づ
く
り
等
に
関
す
る
各
種
施

策
等
と
の
整
合
性
を
確
保
す
る
た
め
、
占
用
主
体
、
占
用
の
場
所
、

駐
車
料
金
の
額
や
徴
収
方
法
な
ど
の
運
営
形
態
等
に
つ
い
て
、
関
係

地
方
公
共
団
体
等
と
十
分
に
調
整
し
、
そ
の
意
見
、
要
望
等
を
反
映

し
た
も
の
と
す
る
こ
と
。

3

占
用
の
場
所

自
転
車
等
駐
車
器
旦
の̂
占
用
の
場
所
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
と
お
り
取

り
扱
う
も
の
と
す
る
。

①
自
転
車
駐
車
器
具
の
占
用
の
場
所

ァ

車
道
以
外
の
道
路
の
部
分

(分
離
帯
、
ロ
ー
タ
リ
ー
そ
の
他
こ

れ
ら
に
類
す
る
道
路
の
部
分
を
除
く
。
以
下
同
じ
。)
に
設
け
る
こ

と

(令
十
一
条
の
七
第
一
項
第
一
号
)。

交
通
の
ふ
く
そ
う
す
る
場
所
、
他
の
占
用
物
件
の
多
い
場
所
等

道
路
の
構
造
又
は
交
通
に
著
し
い
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
の
あ
る

場
所
を
避
け
る
な
ど
、
当
該
道
路
及
び
そ
の
周
辺
の
状
況
等
か
ら

み
て
適
当
な
場
所
で
あ
る
こ
と
o

イ

歩
行
者
等
が
通
行
す
る
こ
と
が
で
き
る
歩
道
等
の
幅
員
を
確
保

す
る
こ
と

(令
十
一
条
の
七
第
一
項
第
二
号
)。

歩
行
者
等
の
安
全
で
円
滑
な
通
行
に
支
障
を
与
え
る
こ
と
が
な

い
よ
う
に
設
置
す
る
た
め
、
自
転
車
駐
車
器
具
を
自
転
車
の
駐
車

の
用
に
供
し
た
と
き
に
、
歩
行
者
等
が
通
行
す
る
こ
と
が
で
き
る

自
転
車
道
、
自
転
車
歩
行
者
道
又
は
歩
道

(以
下

｢歩
道
等
｣
と

い
う
。)
の
部
分
の
一
方
の
側
の
幅
員
を
以
下
の
と
お
り
確
保
す
る

こ
と
o

た
だ
し
、
横
断
歩
道
橋
の
下
の
歩
道
上
や
植
樹
帯
間
に
設
け
る

場
合
な
ど
、
当
該
駐
車
器
具
を
自
転
車
の
駐
車
の
用
に
供
し
た
と

き
に
、
歩
行
者
等
が
通
行
す
る
こ
と
が
で
き
る
部
分
の
一
方
の
側

の
幅
員
が
従
前
を
下
回
ら
な
い
場
合
で
、
道
路
の
構
造
又
は
交
通

に
著
し
い
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
の
な
い
場
合
に
お
い
て
は
、
こ

の
限
り
で
は
な
い
。

①

自
転
車
道
に
つ
い
て
は
、
道
路
構
造
令

(昭
和
四
五
年
政
令

第
三
二
〇
号
)
第
一
〇
条
第
三
項
本
文
に
規
定
す
る
幅
員
で
あ
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る
こ
と
。

②

自
転
車
歩
行
者
道
に
つ
い
て
は
、
道
路
構
造
令
第
十
条
の
二

第
二
項
に
規
定
す
る
幅
員
で
あ
る
こ
と
。

③

歩
道
に
つ
い
て
は
、
道
路
構
造
令
第
十
一
条
第
三
項
に
規
定

す
る
幅
員
で
あ
る
こ
と
o

ウ

原
則
と
し
て
交
差
点
等
の
地
上
に
設
け
な
い
こ
と

(令
第
十

一

条
の
七
第
二
項
)。

横
断
歩
道
橋
の
下
の
歩
道
上
に
設
け
る
場
合
な
ど
、
道
路
の
構

造
又
は
交
通
に
著
し
い
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
の
な
い
場
合
を
除

き
、
道
路
の
交
差
し
、
接
続
し
、
又
は
屈
曲
す
る
部
分
の
地
上
に

設
け
な
い
こ
と
o

エ

道
路
の
上
空
に
設
け
ら
れ
る
部
分
の
最
下
部
と
路
面
と
の
距
離

を
確
保
す
る
こ
と

(令
第
十
一
条
の
七
第
二
項
)。

オ

特
定
連
結
路
附
属
地
に
設
け
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
一
般
工
作

物
等
の
占
用
の
場
所
の
基
準
を
準
用
す
る
こ
と

(令
第
十
一
条
の

七
第
二
項
)。

力

近
傍
に
視
覚
障
害
者
誘
導
ブ
ロ
ッ
ク
が
設
置
さ
れ
て
い
る
場
合

に
は
、
当
該
ブ
ロ
ッ
ク
と
の
間
に
十
分
な
間
隔
を
確
保
で
き
る
場

所
で
あ
る
こ
と
o

②
原
動
機
付
自
転
車
等
駐
車
器
具
の
占
用
の
場
所

ア

車
道
以
外
の
道
路
の
部
分

(分
離
帯
、
ロ
ー
タ
リ
ー
そ
の
他
こ

れ
ら
に
類
す
る
道
路
の
部
分
を
除
く
。)
内
の
車
道
に
近
接
す
る
部

分
で
あ
る
こ
と

(令
第
十
一
条
の
八
第
一
項
第
一
号
)。

駐
車
す
る
た
め
に
原
動
機
付
自
転
車
又
は
二
輪
自
動
車

(以
下

｢原
動
機
付
自
転
車
等
｣
と
い
う
。)
に
乗
車
し
た
ま
ま
歩
道
等
内

を
通
行
し
て
、
歩
行
者
等
と
の
交
通
事
故
を
惹
起
さ
せ
る
こ
と
の

な
い
よ
う
車
道
に
近
接
す
る
部
分
に
設
け
る
こ
と
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
交
通
の
ふ
く
そ
う
す
る
場
所
、
他
の

占
用
物
件
の
多
い
場
所
等
道
路
の
構
造
又
は
交
通
に
著
し
い
支
障

を
及
ぼ
す
お
そ
れ
の
あ
る
場
所
を
避
け
る
な
ど
、
当
該
道
路
及
び

そ
の
周
辺
の
状
況
等
か
ら
み
て
適
当
な
場
所
で
あ
る
こ
と
。

イ

歩
行
者
等
が
通
行
す
る
こ
と
が
で
き
る
歩
道
等
の
幅
員
を
確
保

す
る
こ
と

(令
第
十
一
条
の
八
第

一
項
第
二
号
)。

歩
行
者
等
の
安
全
で
円
滑
な
通
行
に
支
障
を
与
え
る
こ
と
が
な

い
よ
う
に
設
置
す
る
た
め
、
原
動
機
付
自
転
車
等
駐
車
器
具
を
原

動
機
付
自
転
車
等
の
駐
車
の
用
に
供
し
た
と
き
に
、
歩
行
者
等
が

通
行
す
る
こ
と
が
で
き
る
歩
道
等
の
部
分
の
幅
員
を
3
①
イ
①
か

ら
③
ま
で
の
と
お
り
確
保
す
る
こ
と
。

た
だ
し
、
横
断
歩
道
橋
の
下
の
歩
道
上
や
植
樹
帯
間
に
設
け
る

場
合
な
ど
、
当
該
駐
車
器
具
を
原
動
機
付
自
転
車
等
の
駐
車
の
用

に
供
し
た
と
き
に
、
歩
行
者
等
が
通
行
す
る
こ
と
が
で
き
る
部
分

の
幅
員
が
従
前
を
下
回
ら
な
い
場
合
で
、
道
路
の
構
造
又
は
交
通

に
著
し
い
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
の
な
い
場
合
に
お
い
て
は
、
こ

の
限
り
で
は
な
い
。

ウ

3
①
ウ
か
ら
力
ま
で
は
、
原
動
機
付
自
転
車
等
駐
車
器
具
に
適

用
す
る

(令
第
十
一
条
の
八
第
二
項
)。

4

構
造

自
転
車
等
駐
車
器
具
の
構
造
等
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
と
お
り
取
り
扱

う
も
の
と
す
る
。

①
自
転
車
等
駐
車
器
具
は
固
定
式
と
し
、
十
分
な
安
全
性
及
び
耐
久

性
を
具
備
し
た
も
の
と
す
る
こ
と
。

②
構
造
及
び
色
彩
は
周
囲
の
環
境
と
調
和
す
る
も
の
で
あ
り
、
信
号

機
、
道
路
標
識
等
の
効
用
を
妨
げ
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

③
車
輪
止
め
装
置

(通
称
ラ
ッ
ク
)
は
、
安
全
や
視
距
を
確
保
す
る

観
点
か
ら
、
平
面
式
と
す
る
こ
と
。

④
歩
行
空
間
と
自
転
車
等
の
駐
車
空
間
を
明
確
に
区
分
す
る
こ
と
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
自
転
車
等
が
駐
車
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
道

路
の
部
分
の
外
周
の
う
ち
、
歩
行
者
等
の
進
行
方
向
と
交
差
す
る
部

分
が
あ
る
場
合
に
は
、
柵
等
を
設
け
る
こ
と
。
な
お
、
当
該
部
分
以

外
の
外
周
に
お
い
て
も
接
触
事
故
等
が
な
い
よ
う
、
柵
等
を
設
け
る

こ
と
が
望
ま
し
い
。

◎
必
要
に
応
じ
、
反
射
材
を
取
り
付
け
又
は
照
明
器
具
を
設
け
る
な

ど
に
よ
り
歩
行
者
等
の
衝
突
等
を
防
止
す
る
た
め
の
措
置
を
講
じ
る

こ
と
o

⑥
自
転
車
等
の
駐
車
等
に
際
し
、
歩
行
者
や
自
動
車
等
と
接
触
す
る

こ
と
が
な
い
よ
う
、
必
要
な
余
裕
幅
を
確
保
す
る
な
ど
の
安
全
上
の

配
慮
を
十
分
行
う
こ
と
。

の
駐
車
可
能
な
範
囲
及
び
駐
車
の
方
法
を
示
す
た
め
、
道
路
標
識
、

区
画
線
及
び
道
路
標
示
に
関
す
る
命
令
に
定
め
ら
れ
た
道
路
標
識
、

区
画
線
及
び
道
路
標
示
を
設
け
る
必
要
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
管
轄
す

る
警
察
署
長
と
十
分
な
協
議
を
行
う
こ
と
。

③
原
動
機
付
自
転
車
等
駐
車
器
具
を
設
け
る
場
合
に
お
い
て
は
、
柵

等
を
設
け
る
こ
と
な
ど
に
よ
り
、
原
動
機
付
自
転
車
等
が
原
則
と
し

て
車
道
側
か
ら
進
入
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

③
上
屋
を
設
け
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
上
屋
の
構
造
等
に
つ
い

て
、
｢
ベ
ン
チ
及
び
上
屋
の
道
路
占
用
の
取
扱
い
に
つ
い
て
｣
(平
成

六
年
六
月
三
○
日
付
け
建
設
省
道
政
発
第
三
二
号
)
□
3
に
掲
げ
る

基
準
を
準
用
す
る
も
の
と
す
る
。

5

そ
の
他

①
自
転
車
等
駐
車
器
具
の
道
路
占
用
の
許
可
に
際
し
、
建
築
基
準
法

第
六
条
、
消
防
法
第
七
条
又
は
道
路
交
通
法
第
七
十
七
条
の
許
可
等

が
必
要
な
場
合
に
は
、
こ
れ
ら
の
関
係
機
関
と
も
事
前
に
協
議
等
を

行
う
な
ど
十
分
な
連
絡
調
整
を
図
る
こ
と
。

②
占
用
の
許
可
に
当
た
っ
て
は
、
占
用
の
許
可
を
行
う
に
際
し
て
の

一
般
的
な
条
件
の
ほ
か
、
必
要
に
応
じ
て
次
に
掲
げ
る
条
件
を
付
す

こ
と
o

ア

自
転
車
等
が
適
正
に
駐
車
さ
れ
、
歩
行
者
等
の
安
全
で
円
滑
な

通
行
が
確
保
さ
れ
る
よ
う
自
転
車
等
の
整
序
等
を
適
切
に
行
う
こ

篭と
0

イ

自
転
車
等
駐
車
器
具
の
管
理
を
適
切
に
行
う
こ
と
。

ウ

不
特
定
多
数
の
者
の
利
用
に
供
す
る
こ
と
。

エ

利
用
者
に
対
し
て
利
用
約
款
等
を
見
や
す
く
表
示
す
る
こ
と
。

オ

そ
の
利
用
に
つ
い
て
時
間
単
位
、
月
単
位
等
に
よ
り
駐
車
料
金
を

徴
収
す
る
場
合
に
は
、
付
近
の
駐
車
場
等
の
駐
車
料
金
に
比
し
て

著
し
く
均
衡
を
失
し
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
o

カ

そ
の
他
道
路
管
理
者
が
必
要
と
認
め
る
事
項
。

③
令
第
7
条
第
8
号
物
件
で
あ
る
車
輪
止
め
装
置
、
柵
、
上
屋
、
照

明
器
具
、
案
内
板
、
自
動
精
算
機
等
を
自
転
車
等
駐
車
器
具
と
し
て

一
括
し
て
許
可
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。

@
特
定
の
利
用
者
に
よ
る
自
転
車
等
の
通
常
の
保
管
場
所
と
し
て
、

利
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
ら
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
。

◎

関
係
地
方
公
共
団
体
、
沿
道
住
民
、
沿
道
店
舗
、
道
路
利
用
者
等

の
理
解
を
十
分
に
得
る
な
ど
、
地
域
の
合
意
形
成
の
確
保
に
努
め
る

こ
と
o
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も
し
も
し
ヒ
ッ
ト
に
つ
い
て

東
北
地
方
整
備
局
道
路
部

携
帯
電
話
の
普
及
に
よ
り
、
自
動
車
運
転
中
の
携
帯
電
話
等
使
用
に
よ
る
交
通
事
故
が
多
発
し
た
こ
と
か
ら
、
道
路
交
通
法

が
改
正
さ
れ
、
運
転
中
の
携
帯
電
話
使
用
が
禁
止
と
な
り
ま
し
た
。

法
律
に
よ
る
規
制
の
一
方
、
国
土
交
通
省
東
北
地
方
整
備
局
で
は
、
運
転
中
に
自
動
車
を
停
車
さ
せ
、
安
全
に
携
帯
電
話
等

を
使
用
す
る
こ
と
が
可
能
な
駐
車
帯

"も
し
も
し
ビ
ッ
ト
“
を
東
北
全
域
に
展
開
し
て
い
ま
す
。
運
転
中
の
携
帯
電
話
等
使
用

に
よ
る
交
通
事
故
の
防
止
、
ド
ラ
イ
バ
ー
の
利
便
性
向
上
、
道
路
管
理
に
関
わ
る
緊
急
情
報
等
の
通
報
機
会
の
確
保
等
の
効
果

が
期
待
さ
れ
ま
す
。

隙
じ
め
に

国
土
交
通
省
で
は
、
近
年
に
お
け
る
社
会
的
要
請
の
変

化
に
対
応
し
、
よ
り
効
率
的
、
効
果
的
か
つ
透
明
性
の
高

い
行
政
へ
と
転
換
を
図
る
た
め
、
成
果
志
向
の

"道
路
行

政
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
“
を
平
成
一
五
年
よ
り
推
進
し
て
い
る

と
こ
ろ
で
す
。
道
路
行
政
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
実
行
に
あ
た

り
、
事
前
に
目
標
を
設
定
し

(ャ
言
已
、
事
業

･
施
策
を

実
施

(□
o)、
達
成
度
の
評
価

(O
T8
5

を
行
い
、
次

の
行
政
運
営
に
反
映

(>
a
o巳

す
る
、
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト

サ
イ
ク
ル
に
基
づ
い
た
活
動
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。

こ
れ
は
、
旧
来
の
標
準
的
か
つ
均
質
な
サ
ー
ビ
ス
提
供

と
、
地
域
独
自
の
課
題
に
つ
い
て
利
用
者
の
視
点
に
立
ち

個
別
に
解
決
す
る
と
い
う
点
に
お
い
て
、
一
線
を
画
し
て

お
り
、
多
様
な
ニ
ー
ズ
に
応
え
た
き
め
細
か
な
サ
ー
ビ
ス

提
供
の
新
た
な
試
み
と
い
え
ま
す
。

本
稿
で
は
、
こ
の
道
路
行
政
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
一
例
と

し
て
、
東
北
地
方
整
備
局
で
取
り
組
ん
で
い
る

｢も
し
も

し
ビ
ッ
ト
｣
を
紹
介
す
る
も
の
で
す
。

一

も
し
も
し
ビ
ッ
ト
と
腰

1

も
し
も
し
ビ
ッ
ト
の
概
要

｢も
し
も
し
ビ
ッ
ト
｣
と
は
、
道
路
沿
い
の
駐
車
ス
ペ

ー
ス
や
未
利
用
地
等
、
道
路
敷
地
内
の
既
存
ス
ト
ッ
ク
を

活
用
し
、道
路
利
用
者
が
自
動
車
等
を
安
全
に
停
車
さ
せ
、

携
帯
電
話
や
カ
ー
ナ
ビ
等
を
使
用
す
る
こ
と
が
可
能
な
駐

車
帯
の
こ
と
で
す

(写
真
1
、
図
-
、
図
2
)
。
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蕊
襲
,選

ぶ
　
　　

、Aき報

平
成
一
八
年
三
月
末
現
在
、
東
北
管
内
で
一
〇
七
ヵ
所
試

行
整
備
し
ま
し
た

(図
3
)。

施
設
の
形
態
は
、
既
存
ス
ト
ッ
ク
の
有
効
活
用
と
い
う

面
に
重
点
を
置
い
て
整
備
を
進
め
て
い
る
た
め
、
未
利
用

地
を
活
用
し
た
小
規
模
な
駐
車
帯
か
ら
、
既
存
の
パ
ー
キ

ン
グ
等
を
利
用
し
た
大
規
模
な
駐
車
帯
ま
で
、
幅
広
い
も

の
と
な
っ
て
い
ま
す
。

運
転
中
に
停
車
し
携
帯
電
話
等
が
使
え
る
駐
車
帯
と
し

て
、
ち
ょ
っ
と
寄
れ
る
駐
車
帯
と
し
て
、
道
路
利
用
者
へ

の
サ
ー
ビ
ス
向
上
と
と
も
に
、
道
路
交
通
安
全
確
保
の
た

め
に
有
効
な
施
設
と
考
え
て
い
ま
す
。

図

2

導
入
の
背
景

社
団
法
人
電
気
通
信
事
業
者
協
会

(T
C
A
)
に
よ
る

と
、
平
成
一
八
年
一
〇
月
末
現
在
の
携
帯
電
話
等
の
契
約

数
は
約
九
、
九
〇
〇
万
台
と
、
国
民
の
約
3
/
4
が
利
用

し
て
い
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
近
年
、
そ
の
契
約
数
の
変

化
は
微
増
傾
向
に
落
ち
着
き
つ
つ
あ
り
ま
す
が
、
な
お
も

増
加
し
て
い
る
状
況
に
あ
り
ま
す
。

一
方
で
、
自
動
車
運
転
中
の
携
帯
電
話
等
の
使
用
に
よ

る
交
通
事
故
が
増
加
し
、
大
き
な
社
会
問
題
に
も
取
り
上

げ
ら
れ
て
き
た
た
め
、
法
的
措
置
と
し
て
道
路
交
通
法
が

改
正
さ
れ
、
平
成
一
一
年
三

月
に
は
運
転
中
の
携
帯
電

写真 1 一般国道 7 号 (秋田県由利本荘市)

鬮
が,もぎ 祷 績もミ〕総務,趨

く><>高さてで O Gく-｢"

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

l
この ｢もしもしビット｣ o o町内会o oクラブ ーボランティアにより清掃等の管理が行われています

図 2 もしもしビット内の看板

　　　
こ

　
　

識
前

前

　
　
　
　
　　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　　

1
値

500
狗

事
故
発
生
件
数

(件
/
年
)

H 帷道路交通法改正

運転中の使用禁止

巍　　
　

戦
も

※

図 薹
　
　

　
　

お2,297

2,648 2,583

H 16道路交通法改正

使用 ･注視で即罰則

3議会O 2 8 47
2,597

H 9 H 1O H 11 H f2 H 13 H 14 H 15 H 16 H 17

図 4 運転中の携帯電話等使用による交通事故発生件数
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話
の
使
用
が
禁
止

(
ハ
ン
ズ
フ
リ
ー
機
器
と
の
併
用
で
可

能
)
に
な
り
、
平
成
一
六
年
三

月
か
ら
は
罰
則
の
強
化

に
よ
り
、
使
用
又
は
画
面
注
視
の
み
で
罰
則
が
科
せ
ら
れ

る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

こ
の
道
路
交
通
法
改
正
が
契
機
と
な
り
、
警
察
庁
資
料

に
よ
る
と
、
自
動
車
運
転
中
の
携
帯
電
話
等
使
用
に
よ
る

交
通
事
故
発
生
件
数
は
、
平
成
一
三
年
中
の
三
、
0
四
〇

件
を
ピ
ー
ク
に
減
少
を
続
け
、
平
成
一
七
年
中
に
は
九
四

六
件
と
、
前
年
に
比
べ
四
九
･
四
%
減
少
し
、
特
に
罰
則

強
化
後
の
事
故
が
減
少
し
ま
し
た

(図
4
)。

写真 2 もしもしビット一般国道45号 (宮城県東松島市)

　　
　　　　　
　
　　

　　
　
　
　
　
　
　
　

秀
き
/
《-
4
-

　　
　　
　
　
　
　
　　

　

　

事
故
発
生
件
数
自
体
は
減
少
傾
向
に
あ
り
ま
す
が
、
依

然
と
し
て
携
帯
電
話
の
ニ
ー
ズ
が
減
少
し
た
と
言
う
こ
と

で
は
な
く
、
平
成
一
七
年
中
の
道
路
交
通
法
違
反
取
締
り

状
況
に
よ
る
と
、
携
帯
電
話
使
用
等
違
反
は
約
五
二
万
件

と
多
く
、
事
故
発
生
に
は
至
っ
て
い
な
い
も
の
、
携
帯
電

話
等
の
使
用
に
起
因
す
る
交
通
事
故
の
危
険
性
は
未
だ
に

高
い
状
況
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

こ
う
し
た
社
会
的
背
景
の
も
と
、道
路
利
用
者
か
ら
は
、

安
全
に
携
帯
電
話
等
を
使
用
で
き
る
環
境
整
備
の
ニ
ー
ズ

は
、
増
え
て
い
る
と
考
え
ら
れ
、
道
路
管
理
者
と
し
て
も
、

道
路
交
通
の
安
全
確
保
の
た
め
に
何
ら
か
の
方
策
を
検
討

す
る
必
要
が
あ
り
ま
し
た
。

3

整
備
目
的

前
述
の
通
り
、
主
目
的
と
し
て
は
、

･
運
転
中
の
携
帯
電
話

･
カ
ー
ナ
ビ
使
用
に
起
因
す
る

交
通
事
故
防
止

で
す
が
、
道
路
利
用
者
側
か
ら
は
、

･
休
憩
な
ど
ド
ラ
イ
バ
ー
の
利
便
性
向
上

と
い
う
大
き
な
メ
リ
ッ
ト
も
あ
り
ま
す
。

ま
た
道
路
管
理
者
側
と
し
て
も
、

･
道
路
に
関
わ
る
緊
急
情
報
等
の
通
話
機
会
の
確
保

･
除
雪
車
な
ど
低
速
作
業
車
の
一
時
退
去
場
所
の
確
保

に
よ
る
連
絡
･
管
理
体
制
の
強
化
に
も
繋
が
る
と
期
待
さ

れ
ま
す
。

ま
た
、
そ
の
他
副
次
的
な
効
果
と
し
て
、
も
し
も
し
ビ

ッ
ト
は
、
携
帯
電
話
が
通
話
可
能
な
エ
リ
ア
へ
の
設
置
が

基
本
と
し
て
い
る
こ
と
か
ら

｢特
に
山
間
部
や
沿
岸
部
に

お
い
て
、
確
実
に
電
波
の
届
く
箇
所
が
わ
か
る
よ
う
に
な

っ
た
｣
と
の
声
も
報
告
さ
れ
ま
し
た
。

二

秋
田
県
で
の
取
組
み

も
し
も
し
ビ
ッ
ト
の
取
組
み
は
、
平
成

=
年
に
秋
田

大
学
と
建
設
省
東
北
地
方
建
設
局
秋
田
工
事
事
務
所

(当

時
)
と
の
間
で
、
道
路
遊
休
地
利
用
に
よ
る
携
帯
電
話
用

停
車
帯
設
置
の
実
現
可
能
性
に
つ
い
て
の
検
討
か
ら
始
ま

り
ま
し
た
。
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ー

道
路
用
地
刺
活
用
検
討
委
員
会

平
成
三
一年
六
月
に
秋
田
大
学
、
ト
ラ
ッ
ク
協
会
等
の

道
路
利
用
者
、
携
帯
電
話
通
信
事
業
者
、
交
通
管
理
者
、

道
路
管
理
者
に
よ
り
道
路
用
地
利
活
用
検
討
委
員
会
を
構

成
し
、
携
帯
電
話
用
停
車
帯
の
必
要
性
や
基
本
的
な
整
備

方
針
の
検
討
の
ほ
か
、
全
国
か
ら
愛
称
及
び
シ
ン
ボ
ル
マ

ー
ク
を
募
集
し
、
決

定
す
る
な
ど
、
活
発

嫌

な
議
論
が
な
さ
れ
ま

と

ト

ク

し
た

(図
5
)。

ノ

ツ

ー

委
谷貝
△云"で
の
法検
討
~

‘

比
腋

れ結
州m果
を
と受
け
て
、
平
-

黛鰹砂
′

姥
沫

'

‐も

シ

成

一
二
年

三

一月
、

に〉

秋
田
県
内
の
一
般
国

図



道
七
号
一
四
ヵ
所
に
お
い
て
、
も
し
も
し
ビ
ッ
ト
を
整
備

し
ま
し
た
。

2

利
用
者
ア
ン
ケ
ー
ト

も
し
も
し
ビ
ッ
ト
供
用
後
、
利
用
状
況
や
利
用
者
の
満

足
度
等
を
把
握
す
る
た
め
、
供
用
直
後
の
平
成
一
三
年
二

月
と
供
用
一
年
後
の
平
成
一
四
年
三
月
に
、
ア
ン
ケ
!
ト

調
査
を
行
い
ま
し
た
。

調
査
の
概
要
は
次
の
と
お
り
で
す

(表
ー
)。

も
し
も
し
ビ
ッ
ト
の
利
用
動
向
に
つ
い
て
、
供
用
直
後

と
一
年
後
と
を
比
較
し
た
場
合
、
利
用
し
た
こ
と
が
あ
る

方
の
割
合
は
、
道
の
駅
に
お
い
て
聞
い
た
と
こ
ろ
、
二

0
%
か
ら
二
九
%
に
増
加
し
、
ま
た
五
回
を
超
え
る
利
用

が
あ
る
方
の
割
合
は
、
二
%
か
ら
一
0
%
に
増
加
し
て
い

ま
す
。

同
様
に
、
も
し

｣収

も
し
ビ
ッ
ト
に
お

i回

け
る
調
査
結
果
か

要

狛
旧

掎

票
票
票
票

ふら
iも
、
五
同]を二超

“増
加
洲

所
勲
舛
9
鰡
5

え
る
利
用
が
あ
る

ト

~

~

3

一

ツ

)
i

ご

く

▲
-

戸

班
旧
所
ト
ケ

ピ

ピ

の
割
合
は
=

!

明
朗
傷
め
珍
駅
も
駅
も

し

し

0
%
か
ら
四
九
%

ア

年

年

･
･
し

て

の

し

の

し

に増
加
し
てお
り
*

琺

臟
競

讓

リ
ピ
ー
タ
が
特
に

l

日

所

琺

数

輔
日
豪
ん
て
い
る
こ
と

寿【
踏
も

臓

鞭

　

　
　
　　
　
　
　

　
　

　
　

　
　

　　

　

　

　

　

　

場

周

回

か
ら
、
利
用
者
は
、

調 査 日
月

日

日

露

月

月
?“
ろく〕

~

~

口
]
ロ
]

捻

り

月
月

nノム
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所勃
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ト
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ツ
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ピ
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･
L
)

駅

も
の

し

道

も

周査方法 現地にてアンケート票を配布
、

回収

回 収 数

票
票
票
票

8

逼

り

裔

7

‘

6

"

、r

tい

ツ

ツ

ピ

ピ

し

し

駅

も

駅

も

の

し

の

し

道
も
道
も

偽

鴬

14

14

H

H

H

H

一
度
利
用
す
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
メ
リ
ッ
ト
の
大
き
さ

を
感
じ
、
繰
り
返
し
利
用
す
る
傾
向
に
あ
る
こ
と
が
わ
か

り
ま
し
た
。

今
後
、
も
し
も
し
ビ
ッ
ト
の
利
用
推
進
を
図
る
上
で
は

第
“
に
、
認
知
度
を
向
上
さ
せ
る
広
報
が
必
要
と
考
え
て

い
ま
す
。

ま
た
、も
し
も
し
ビ
ッ
ト
の
評
価
に
関
す
る
設
問
で
は
、

約
九
割
の
方
が
整
備
箇
所
数
の
増
加
を
希
望
し
て
お
り
、

利
用
者
か
ら
の
高
い
評
価
が
得
ら
れ
て
い
る
も
の
と
考
え

ら
れ
ま
す
。

亘

東
北
六
県
全
域
へ
の
展
開

1

全
域
展
開
の
た
め
の
P
D
C
A

前
述
の
秋
田
で
の
事
例
を
踏
ま
え
、
平
成
一
七
年
度
か

ら
は
、
東
北
六
県
全
域
で
の
展
開
を
開
始
し
て
い
ま
す
。

実
施
に
あ
た
っ
て
は
、
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
サ
イ
ク
ル
を
明

確
に
し
、継
続
的
に
実
施
す
る
こ
と
と
し
ま
し
た
(図
6
)。

①
霊
目

【整
備
方
針
】

･
運
転
中
の
携
帯
電
話
等
使
用
に
起
因
す
る
交
通
事
故

の
防
止

･
安
全

･
安
心
で
快
適
な
運
転
の
支
援
(休
憩
機
能
)

･
低
コ
ス
ト
で
の
実
現

を
見
据
え
て
、
基
本
方
針
は
、
道
路
区
域
内
に
お
け
る

既
存
駐
車
ス
ペ
ー
ス
や
未
利
用
地
等
の
既
存
ス
ト
ッ
ク

を
有
効
活
用
し
た
整
備
と
す
る
こ
と
と
し
て
い
ま
す
。

②
□
o
【試
行
整
備
】

　

　

　

　

　
　

　　

　　　　　

　　　
　
　　　
　
　
　
　

を
鰊℃増
開幕
霧

ス
存
整

〉

ス

の

　　　
　
　

　
　
　
　
　　　　
　
　
　
　　
　
　

　

　

　　

' ◎次のP D C Aサイクルへの展 の課題の抽出、対応

　 　

図 6 東北全域展開のためのマネジメントサイクル
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0
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範
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お
り
、
整
備
箇

し

鐐

も

甜

所
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は
次
の
と
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県

県

県

県

県

県

計

お
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で
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⑤
n
g
臭
【事
後
評
価
】

平
成
一
八
年
度
に
は
、
利
用
実
態

･
顧
客
満
足
度
等

を
定
量
化
し
、
も
し
も
し
ビ
ッ
ト
の
整
備
効
果
を
把
握
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す
る
た
め
、
ア
ン
ケ
ー
ト
等
の
事
後
調
査
を
行
い
ま
し

た
。
今
後
、
調
査
結
果
の
詳
細
な
分
析
に
よ
り
、
地
域

特
性
や
、
利
用
者
の
ニ
ー
ズ
に
応
え
た
施
策
と
す
る
た

め
の
課
題
等
に
関
す
る
意
見
が
得
ら
れ
る
こ
と
を
期
待

し
て
い
ま
す
。

④
き
ロ8
薮
正備
推
進
】

平
成
一
九
年
度
以
降
に
つ
い
て
は
、
事
後
評
価
結
果

を
踏
ま
え
改
善
点
を
探
り
、
次
の
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
サ
イ

ク
ル
へ
活
か
す
予
定
で
す
。
ニ
ー
ズ
や
社
会
動
向
を
踏

ま
え
、
道
路
交
通
の
安
全
確
保
の
た
め
、
道
路
利
用
者

の
方
々
の
利
便
性
向
上
の
た
め
、
面
的
な
整
備
を
行
う

方
針
と
し
て
い
ま
す
。

2

広
報
へ
の
取
組
み

認
知
度
を
向
上
さ
せ
る
こ
と
が
重
要
な
点
は
、
先
に
も

記
述
し
た
と
お
り
で
す
が
、
多
様
な
媒
体
を
活
用
し
積
極

　　　　　　　　　　　
h ttp ://w w w .th r.m lit g o .ip/ro a d /

き燕選ぶ

的
に
P
R
を
行
っ
て
お
り
、
各
事
務
所
で
も
記
者
発
表
を

行
う
こ
と
に
よ
り
、
マ
ス
コ
ミ
に
も
取
り
上
げ
ら
れ
て
い

ま
す
。

さ
ら
に
、
携
帯
電
話
利
用
者
へ
直
接
P
R
す
る
た
め
の

手
法
と
し
て
、
携
帯
電
話
通
信
事
業
者
に
対
し

｢も
し
も

し
ビ
ッ
ト
｣
周
知
の
協
力
要
請
を
行
っ
た
と
こ
ろ
、
も
し

も
し
ビ
ッ
ト
の
取
組
み
へ
の
賛
同
が
得
ら
れ
、
広
報
の
支

援
を
し
て
頂
く
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
具
体
的
に
は
、
請

求
書
に
同
封
さ
れ
る
案
内
や
、店
頭
配
布
用
の
チ
ラ
シ
に
、

も
し
も
し
ビ
ッ
ト
の
広
告
を
掲
載
し
て
頂
き
ま
し
た
。

そ
の
他
に
も
、
旅
行
誌
や
J
A
F
の
機
関
誌
に
も
取
り
上

げ
ら
れ
て
い
ま
す
。

3
-

課
題
と
展
望

現
在
、
東
北
六
県
全
域
に
お
け
る
試
行
整
備
と
い
う
位

置
づ
け
の
も
と
、
直
轄
国
道
沿
い
を
中
心
に
、
線
的
な
整

備
を
行
っ
て
い
る
段
階
で
す
。
今
後
は
利
用

者
の
意
向
を
踏
ま
え
、
補
助
国
道
、
そ
の
他

幹
線
道
路
等
を
対
象
に
含
め
た
面
的
な
展
開

や
整
備
方
針
等
の
検
討
が
課
題
と
な
り
ま

す
。
そ
の
際
に
は
、
関
係
機
関
と
の
連
携
を

密
に
し
、
利
用
者
の
ニ
ー
ズ
に
あ
っ
た
整
備

を
進
め
る
こ
と
が
望
ま
し
い
と
考
え
て
い
ま

す
。今

後
と
も
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
サ
イ
ク
ル
を
常

に
意
識
し
、
整
備
効
果
を
向
上
さ
せ
る
た
め
、

チ
ェ
ッ
ク
、
ア
ク
シ
ョ
ン
を
念
頭
に
、
継
続
的
な
改
善
活

動
を
実
践
し
て
い
さ
ま
す
。

お
わ
り
に

本
稿
で
は
、
東
北
地
方
に
お
け
る
、
も
し
も
し
ビ
ッ
ト

の
取
組
み
を
紹
介
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
が
、
携
帯
電

話
等
の
普
及
と
道
路
交
通
法
の
改
正
に
よ
り
、
道
路
利
用

者
か
ら
の
安
全
に
携
帯
電
話
等
を
使
用
で
き
る
場
所
の
ニ

ー
ズ
に
応
え
る
た
め
に
取
組
み
を
始
め
ま
し
た
。

も
し
も
し
ビ
ッ
ト
の
普
及
に
よ
り
、
運
転
中
の
携
帯
電

話
等
使
用
に
よ
る
交
通
事
故
の
防
止
が
期
待
さ
れ
る
ほ

か
、
道
路
利
用
者
へ
の
サ
ー
ビ
ス
が
向
上
し
、
既
存
遊
休

地
等
の
有
効
活
用
も
図
ら
れ
る
な
ど
、
利
用
者
側
及
び
管

理
者
側
の
双
方
に
と
っ
て
、
大
き
な
効
果
が
得
ら
れ
る
も

の
と
思
わ
れ
ま
す
。

今
後
も
、
道
路
利
用
者
の
視
点
に
立
ち
、
交
通
事
故
の

防
止
と
道
路
利
用
者
の
利
便
性
向
上
に
向
け
て
取
り
組
ん

で
い
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

｢酒銘千一方 つnn衣 1つ
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音
楽
に
よ
る
衡
づ
く
り
と

菟
差
点
の
整
備
◎
満
卿
に
つ
い
て

5
沖
縄
市
朝
屋
焚
差
点
で
路
上
イ
ベ
ン
ト
、
オ
ー
プ
ン
カ
フ
ェ
の
実
施
5

沖
縄
総
合
事
務
局
南
部
国
道
事
務
所
交
通
対
策
課
･管
理
第
一
課

留

陳
じ
め
に

一
般
国
道
三
三
0
号
と
県
道
二
〇
号
が
交
差
す
る
沖
縄

市
胡
屋
交
差
点
は
、
沖
縄
市
の
中
心
市
街
地
に
位
置
し
、

交
差
点
の
西
側
は

｢ゲ
ー
ト
通
り
｣
と
呼
ば
れ
、
米
軍
基

地
と
隣
接
す
る
市
街
地
と
し
て

｢チ
ャ
ン
プ
ル
ー
文
化
｣

が
発
展
し
た
交
差
点
で
あ
る
。
そ
の
湖
屋
交
差
点
に
は
、

口
の
字
型
の
横
断
歩
道
橋

(写
真
-
)
が
昭
和
五
七
年
に

設
置
さ
れ
、
沖
縄
市
の
シ
ン
ボ
ル
的
な
存
在
で
市
民
に
利

用
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
な
が
ら
近
年
で
は
、
中
心
市
街
地
の
空
洞
化
が

進
み
、
市
街
地
を
活
性
化
さ
せ
る
こ
と
が
沖
縄
市
に
お
け

る
市
の
喫
契
課
題
と
な
っ
て
い
る
。
今
回
は
再
開
発
事
業

と
道
路
側
の
都
市
再
生
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
事
業
が
一
体
と
な

っ
た
、
新
た
な
ま
ち
づ
く
り
へ
の
取
組
み
に
つ
い
て
紹
介

す
る
。三

書
寮
に
よ
る
ま
ち
づ
く
り

;
ミ
ュ
ー
ジ
ッ
ク
タ
ウ
ン
$

胡
屋
交
差
点
の
一
角
、
国
道
三
三
〇
号
と
ゲ
ー
ト
通
り

に
隣
接
し
た
角
地
に
中
の
町
市
街
地
再
開
発
事
業
の
一
端

で
あ
る

｢中
の
町

･
ミ
ュ
ー
ジ
ッ
ク
タ
ウ
ン
整
備
事
業
｣

(図
1
)
が
平
成
一
一
年
度
に
事
業
化
さ
れ
た
。
ロ
ッ
ク

や
ジ
ャ
ズ
、
民
謡
な
ど
常
に
新
し
い
サ
ウ
ン
ド
や
、
ミ
ュ

ー
ジ
シ
ャ
ン
を
生
み
出
し
て
き
た
沖
縄
市
の
個
性
的
な
風

土
を
活
か
し
、
『音
楽
を
核
と
し
た
ま
ち
づ
く
り
』
を
目

指
し
た
も
の
で
、
｢音
楽
文
化

･
産
業
の
振
興
｣
と

｢中

心
市
街
地
の
活
性
化
｣
を
図
ろ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

;首斧千Jiそ つnnハ 1つ

沖縄市胡屋交差点 横 断歩道橋



図 1 中の町 ･ミュージックタウン
･イの

栽
　 メージ

当
該
施
設
は
、
地
上
九
階
、
地
下
一
階
の
ビ
ル
に
、
多

目
的
ス
テ
ー
ジ
、
音
楽
ス
タ
ジ
オ
、
音
楽
広
場
等
を
兼
ね

備
え
た
施
設
で
、
平
成
一
九
年
夏
に
は
オ
ー
プ
ン
予
定
で

あ
る
。

三

朝
屋
横
断
歩
道
橋
の
撒
襄
襄
請
を
受
け
て

前
述
の
よ
う
な
背
景
の
中
、
沖
縄
市
を
は
じ
め
、
地
元

通
り
会
等
か
ら
、
胡
屋
交
差
点
に
設
置
さ
れ
て
い
る
横
断

歩
道
橋
を
撤
去
す
る
と
と
も
に
、
交
差
点
の
ス
ク
ラ
ン
ブ

ル
化
を
行
い
、
再
開
発
と
一
体
と
な
っ
た
交
差
点
整
備
を

し
て
ほ
し
い
旨
の
要
請
を
受
け
た
。

道
路
管
理
者
の
立
場
と
し
て
、
歩
行
者
の
安
全
性
、
交
通

処
理
の
円
滑
化
の
観
点
か
ら
歩
道
橋
の
撤
去
の
良
否
や
、
交

差
点
の
ス
ク
ラ
ン
ブ
ル
化
に
つ
い
て
検
討
を
行
っ
た
。

写真 2 朝屋横断歩道橋

T

現
在
の
胡
屋
横
断
歩
道
橋
の
問
題
点

胡
屋
横
断
歩
道
橋
は
、
バ
リ
ア
フ
リ
ー
構
造
に
な
っ
て

い
な
い
た
め

(写
真
2
)、
お
年
寄
り
や
身
障
者
及
び
自

転
車
等
が
利
用
し
づ
ら
い
状
況
に
な
っ
て
お
り
、
以
下
の

問
題
点
が
あ
る
。

①

交
差
点
付
近
で
の
歩
行
者
及
び
自
転
車
の
車
道
の

乱
横
断

②

歩
道
橋
の
階
段
に
よ
り
交
差
点
付
近
の
歩
道
幅
員

(
一
･
八
m
)
が
狭
小

③

歩
道
橋
に
よ
る
圧
迫
感
、
交
差
点
付
近
の
景
観
を

損
ね
て
い
る
。

2

横
断
歩
道
橋
を
撤
去
し
た

ス
ク
ラ
ン
ブ
ル
交
差
点
の
検
討

(図
2
)

の
胡
屋
交
差
点
に
お
け
る
ス
ク
ラ
ン
ブ
ル
化
の
メ
リ
ッ
ト

･
交
差
点
を
横
断
す
る
歩
行
者
と
通
行
車
両
が
分
離
さ

れ
、
歩
行
者
の
安
全
性
が
向
上
す
る
。

･
最
短
時
間
で
全
方
向
に
横
断
が
可
能
と
な
る
。

･
景
観
に
配
慮
し
た
整
備
が
可
能
と
な
り
地
域
の
活
性

化
に
寄
与
で
き
る
。

②

デ
メ
リ
ッ
ト

.
歩
行
者
専
用
の
青
信
号
を
与
え
る
た
め
、
通
行
車
両

"首“〒ヤ クnnハ 1つ つ7

図 2 スクランブル式交差点

歩行者の横断
歩行者と車両は完全に分離されます

車両の進詐了



四

地
域
活
性
化
に
寄
与
す
る

褻
彊
点
整
備
の
検
討

現
在
、
月
に
一
回
程
度
、
学
識
経
験
者
、
国
、
県
、
沖

縄
市
、
再
開
発
事
業
者
及
び
地
元
通
り
会
、
建
築
士
会
で

構
成
す
る

｢胡
屋
交
差
点
周
辺
整
備
検
討
会
｣
を
開
催
し

て
お
り
、
そ
の
メ
ニ
ュ
ー
の
中
で
道
路
管
理
者
が
行
う
交

差
点
整
備
に
つ
い
て
整
備
内
容
を
紹
介
す
る

(図
3
)。

再
開
発
側
の
整
備
計
画

(図
4
)

①

歩
道
上
に
お
い
て
オ
ー
プ
ン
カ
フ
ェ
が
で
き
る
環

" " オ 画

　　　　　　　

　
　廳

の
赤
信
号
の
待
ち
時
間
が
長
く
な
る

(ラ
イ
カ
ム
交

差
点
方
面
か
ら
の
左
折
帯
の
設
置
や
信
号
現
示
の
調

整
に
よ
る
渋
滞
緩
和
を
検
討
中
)。

写真3 パレット久茂地前交差点
(スクランブル式交差点)

3

道
路
管
理
者
の
総
合
的
評
価

沖
縄
市
か
ら
歩
道
橋
の
撤
去
要
請
を
受
け
、
道
路
管
理

者
に
お
い
て
交
差
点
の
ス
ク
ラ
ン
ブ
ル
化
を
検
討
す
る
と

と
も
に
、
交
通
管
理
者

酋
焉察
)
と
の
事
前
協
議
を
実
施

し
、
ま
た
、
周
辺
通
り
会
、
各
学
校
、
P
T
A
及
び
自
治

会
等
の
説
明
会
を
通
し
て
、
｢歩
道
橋
を
撤
去
し
て
も
、

交
通
安
全
上
、
支
障
が
な
い
｣、
ま
た
、
｢新
た
な
ま
ち
づ

く
り
に
寄
与
す
る
｣
と
判
断
し
計
画
を
進
め
て
い
る
。

ンゞ　

-

〆
‐

オープンカフェのイメージ

図 3 朝屋交差点の整備イメージ

翳

イ
.

　　
　

境
整
備
を
行
う
。

②

交
差
点
溜
ま
り
部
に
既
存
の
ガ
ジ
ュ
マ
ル
の
樹
を

シ
ン
ボ
ル
化
し
、
歩
行
者
の
信
号
待
ち
時
に
は
、
腰

掛
け
て
休
息
が
と
れ
る
為
の
ベ
ン
チ
を
整
備
す
る
。

ま
た
、
夜
間
に
は
ガ
ジ
ュ
マ
ル
の
樹
を
ラ
イ
ト
ア
ッ

プ
し
、
夜
間
の
演
出
を
図
る
。

③

歩
道
部
の
歩
行
空
間
に
は
フ
ッ
ト
ラ
イ
ト

(歩
行

者
照
明
)
を
整
備
す
る
。

④

歩
道
部
に
星
型
の
タ
イ
ル
を
設
置
し
、
ア
メ
リ
カ

的
な
イ
メ
ー
ジ
を
演
出
す
る
。

　　

　　

　
　

　

′る"

〆

′“

イ
ー

図 4 再開発側整備計画イメージ

｢
鸚期間
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2

琉
銀
側
の
整
備
計
画

(図
5
)

①

交
差
点
溜
ま
り
部
に
"〉
-
ラ
イ
ブ
等
が
行
え
る
、

多
目
的
オ
ー
プ
ン
ス
ペ
ー
ス
を
設
置
す
る
。

②

既
存
の
ホ
ウ
オ
ウ
ボ
ク
に
ツ
リ
ー
サ
ー
ク
ル
を
設

置
し
、
歩
行
者
の
信
号
待
ち
時
に
は
、
休
息
で
き
る

ベ
ン
チ
を
整
備
す
る
。
ま
た
、
夜
間
に
は
ホ
ウ
オ
ウ

ボ
ク
の
樹
を
ラ
イ
ト
ア
ッ
プ
し
、
夜
間
の
演
出
を
図

る
。

③

歩
道
部
に
フ
ッ
ト
ラ
イ
ト

(歩
行
者
照
明
)
を
整

備
す
る
。

　　　　　　
　既 -設ん舗装

図 5 琉銀側整備計画
イメージ

3

交
差
点
内
の
整
備
計
画

①

ス
ク
ラ
ン
ブ
ル
歩
道
上
に
歩
行
者
に
や
さ
し
い
に

遮
熱
性
舗
装
を
行
う

(路
面
温
度
の
低
減
五
℃
~
一

0
℃
)
。
ま
た
、
カ
ラ
ー
舗
装
に
よ
り
ド
ラ
イ
バ
ー

に
交
差
点
内
の
注
意
喚
起
を
行
う
。

②

夜
間
の
視
認
性
を
考
慮
し
、
交
差
点
用
照
明
を
採

用
す
る
。

五

オ
ー
プ
ン
カ
フ
ェ
の
実
施
に
向
け
て

平
成
一
九
年
夏
に
オ
ー
プ
ン
予
定
し
て
い
る

｢中
の

町
･
ミ
ュ
ー
ジ
ッ
ク
タ
ウ
ン
整
備
事
業
｣
の
隣
接
地
で
あ

る
胡
屋
交
差
点
付
近
で
の
路
上
イ
ベ
ン
ト
や
オ
ー
プ
ン
カ

フ
ェ
の
実
施
に
向
け
て
、
沖
縄
市
は

｢胡
屋
十
字
路

･
景

観
デ
ザ
イ
ン
基
本
計
画
｣
を
取
り
ま
と
め
た
。
ま
た
、
国

土
交
通
省
道
路
局
に
お
い
て
も

｢道
を
活
用
し
た
地
域
活

動
の
円
滑
化
の
た
め
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン

(平
成
一
七
年
三

月
)｣
が
取
り
ま
と
め
ら
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
り
、
路
上
イ

ベ
ン
ト
や
オ
ー
プ
ン
カ
フ
ェ
の
実
施
は
、
｢基
本
計
画
｣

及
び

｢ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
｣
に
沿
っ
て
、
検
討
す
る
こ
と
と

な
る
。

道行セ 20061 2 29

｢朝
屋
十
字
路
･

景
観
デ
ザ
イ
ン
基
本
計
画
｣
に
つ
い
て

オ
ー
プ
ン
カ
フ
ェ
や
歩
道
整
備
等
の
意
見
を
市
民
等
へ
聞

き
、
胡
屋
交
差
点
付
近
の
整
備
案
を
検
討
し
、
運
営
に
関
す

ぎ　　
　

　昼.
･

夜

は図 6 再開発側イメージ (上 :昼、下 :夜)



⑧

有
名
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
の
手
形
を
歩
道
上
に
設
置

2

今
後
の
道
路
占
用
許
可
等
の
手
続
に
つ
い
て

こ
の
よ
う
に
交
差
古
厳
正備
や
オ
ー
プ
ン
カ
フ
ェ
に
つ
い

て
の
基
本
計
画
も
検
討
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
今

後
は
そ
れ
を
踏
ま
え
、
｢道
を
活
用
し
た
地
域
活
動
の
円

滑
化
の
た
め
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン

(平
成

一
七
年
三
月
)｣

に
基
づ
き
、
沖
縄
市
や
胡
屋
交
差
点
付
近
の
地
域
活
動
を

活
性
化
さ
せ
て
い
く
こ
と
を
目
的
に
、
路
上
イ
ベ
ン
ト
に

関
す
る
手
続
を
進
め
て
い
く
こ
と
と
な
る
。

オ
ー
プ
ン
カ
フ
ェ
の
実
施
組
織
は
、
音
楽
の
街
づ
く
り

の
た
め
の
N
P
O
な
ど
の
団
体
も
考
え
ら
れ
る
が
、
｢ガ

イ
ド
ラ
イ
ン
｣
に
よ
れ
ば
、
市
が
関
与
す
る
団
体
で
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
、
地
域
活
動
を
進
め
る
に
当
た
り
、

交
通
渋
滞
の
発
生
や
新
た
な
利
害
関
係
の
発
生
な
ど
の
事

態
を
招
か
な
い
よ
う
、
関
係
者
間
に
お
い
て
基
本
的
な
約

束
事
を
取
り
交
わ
し
、
管
理
･
運
営
に
支
障
の
無
い
よ
う

手
続
を
進
め
て
い
く
必
要
が
あ
る
。

穴

お
わ
り
に

再
開
発
事
業
と
一
体
と
な
っ
た
こ
う
し
た
取
組
み
は
、

新
た
な
ま
ち
づ
く
り
を
支
援
し
、
地
域
活
性
化
に
大
き
く

06

寄
与
で
き
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
ス
ク
ラ
ン
ブ
ル

?セ

交
差
点
に
隣
接
し
た
ミ
ュ
ー
ジ
ッ
ク
タ
ウ
ン
は
、
沖
縄
市

行　
　

の
新
た
な
シ
ン
ボ
ル
と
し
て
、
か
つ
て
の
胡
屋
の
街
の
賑

≧　　

わ
い
を
取
り
戻
し
て
く
れ
る
も
の
と
確
信
し
て
い
る
。

;

ご
嚢

!(
が
r
国
球
.
#

(墨
だ

る
調
査
等
も
実
施
す
る
も
の
で
、
関
係
者
か
ら
な
る
検
討
委

員
会
や
ワ
ー
キ
ン
グ
委
員
会
を
設
置
し
、
取
り
ま
と
め
た
も

の
で
あ
り
、
主
に
胡
屋
交
差
点
付
近
の
中
の
町
再
開
発
側
、

琉
球
銀
行
側
に
お
い
て
、
賑
わ
い
の
創
出
の
た
め
必
要
と
な

る
整
備
内
容
等
を
整
理
し
た
も
の
で
あ
る
。

今
回
整
備
対
象
と
な
る
、
中
の
町
再
開
発
側

(図
6
)、

琉
球
銀
行
側

(図
7
)
に
お
い
て
、
賑
わ
い
の
創
出
の
た

め
必
要
と
な
る
基
本
機
能
を
整
理
す
る
と
以
下
の
よ
う
に

な
る
。

夜下

　
　

【

は

き

鯛

激

琉 イメージ

①

オ
ー
プ
ン
カ
フ
ェ
の
導
入

②

多
目
的
ポ
ケ
ッ
ト
パ
ー
ク
の
導
入

③

情
報
発
信
の
た
め
の
イ
ン
フ
ォ
メ
ー
シ
ョ
ン
機
能

④

イ
ベ
ン
ト
時
の
シ
ン
ボ
リ
ッ
ク
な
も
の
、
ラ
ン
ド

マ
ー
ク
的
な
も
の
の
設
置

⑤

イ
ベ
ン
ト
を
行
う
た
め
の
設
備
會
軋
源
･
水
道
等
)

の
整
備

⑥

歩
道
の
美
装
化
を
図
る

⑦

植
栽
の
活
用
及
び
整
備



霊

薩

圈

閨

澗

醒

圀

露

国

閨

馴

霊

溌

霞

園

錮

題

輯

盡

か
。
二
段
階
の
並
列
で
は
小
さ
い
方
が

｢若
し
く
は
｣
大

勿

閼
き
い
方
が

｢又
は
｣
で
す
よ
ね
o

展

階
以
上
に
な
る
と

?

圀

き
は
小
さ
い
つ
な
が
り
は
全
て

｢若
し
く
は
｣
で
最
後
の

饑

殴
道
路
法
第
九
÷
九
条
の
解
釈
に
つ
い
て

滕

畜
い莵

け
謠

を
勢
ん
で
ま
ね
チ
ー

リ

鬮

プ
な
飯
の
グ
ル
ー
プ
を
リ
ッ
チ
な
飯
の
グ
ル
ー
プ
を
並
列

酪

盛

織
で
つ
な
い
だ
と
い
う
思
想
で
す
ご

自
信
を
も
っ
て
シ
ン

圈

道
路
局
路
政
課

囲

ィ
チ
は
答
ぇ
た
o

　
　
　
　　　
　
　
　　　
　　
　　
　　
　
　
　　　
　　　
　　
　
　
　　　
　
　
　　
　
　
　　　
　　
　　　
　　　
　　
　
　
　　　
　
　
　　　
　　
　
　
　
　
　　
　
　
　
　
　　
　　　
　　　
　　
　
　
　
　
　　　
　
　
　

｢そ
う
だ
な
、
｢又
は
｣
｢若
し
く
は
｣
使
い
方
と
し
て

ク
リ
ス
マ
ス
ソ
ン
グ
が
街
の
リ
ズ
ム
に
な
る
季
節
、
深

そ
の
瞳
に
は
ま
だ
強
い
意
志
を
感
じ
る
。
ま
だ
先
輩
は
気

は
そ
れ
で
い
い
、
で
も
僕
に
と
っ
て
は
、
｢牛
丼
若
し
く

夜
二
時
、
昼
間
の
喧
噪
と
は
う
っ
て
変
わ
り
、
路
政
課
内

が
お
か
し
く
な
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
シ
ン
イ
チ
は
確
信

は
焼
き
肉
又
は
ラ
ー
メ
ン
｣
だ
な
あ
。
肉
と
そ
の
他
と
い

は
パ
ソ
コ
ン
の
キ
ー
を
た
た
く
音
、
マ
ウ
ス
を
ク
リ
ッ
ク

す
る
音
、
係
長
の
た
め
息
の
み
が
聞
こ
え
て
く
る
。

こ
ん
な
季
節
、
こ
ん
な
時
間
で
も
路
政
課
は
夏
の
よ
う

に
あ
つ
い
ー
。

｢そ
ろ
そ
ろ
飯
で
も
行
こ
う
か
。｣

ダ
イ
蔵
は
お
も
む
ろ
に
切
り
出
し
た
。

｢先
輩
、
で
も
今
の
時
間
じ
ゃ
、
ラ
ー
メ
ン
屋
若
し
く

は
牛
丼
屋
く
ら
い
し
か
空
い
て
な
い
で
す
よ
。｣
｢ん
?

シ
ン
イ
チ
、
今
、
何
て
言
っ
た
?
｣

｢
い
や
、
で
す
か
ら
今
の
時
間
な
ら
ラ
ー
メ
ン
か
牛
丼

く
ら
い
し
か
!
。｣

｢違
う
よ
、
そ
の
部
分
じ
ゃ
な
い
。
僕
ら
に
と
っ
て
は
、

も
う
す
で
に
ラ
ー
メ
ン
か
牛
丼
か
は
問
題
じ
ゃ
な
く
な
っ

て
る
ん
だ
よ
。｣

｢え
?
｣

シ
ン
イ
チ
は
ダ
イ
蔵
の
瞳
を
確
認
す
る
。
連

日
の
睡
眠
不
足
に
よ
る
披
露
を
隠
し
き
れ
な
い
も
の
の
、

が
お
か
し
く
な
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
シ
ン
イ
チ
は
確
信

し
た
。

｢
ラ
ー
メ
ン
か
牛
丼
が
お
嫌
い
で
し
た
ら
、
い
っ
そ
の

こ
と
焼
き
肉
と
い
う
手
も
あ
り
ま
す
が
ー
。｣
確
か
め
る

よ
う
に
シ
ン
イ
チ
は
再
び
問
う
た
。

｢だ
か
ら
、
そ
ん
な
こ
と
じ
ゃ
な
い
ん
だ
よ
。
問
題
は

｢若
し
く
は
｣
な
ん
だ
よ
こ

｢｢若
し
く
は
｣
で
す
か
?
｣

｢｢若
し
く
は
｣
は
二
段
階
以
上
の
並
立
の
時
に
は
じ
め

て
出
て
く
る
だ
ろ
。
単
純
に
二
つ
の
も
の
を
並
列
で
つ
な

ぐ
と
き
は
何
て
言
う
ん
だ
?
し

｢｢又
は
｣
で
す
。｣

｢そ
う
か
、
そ
こ
ま
で
は
自
信
が
あ
る
ん
だ
な
。
じ
や

あ
、
牛
丼
と
ラ
ー
メ
ン
と
焼
き
肉
を
つ
な
い
で
み
な
よ
。｣

苛
立
ち
を
押
さ
え
き
れ
な
い
ダ
イ
蔵
は
矢
継
ぎ
早
に
問
い

た
だ
す
。

｢｢牛
丼
若
し
く
は
ラ
ー
メ
ン
又
は
焼
き
肉
｣
で
し
ょ
う

う
分
類
さ
。
そ
こ
は
思
想
の
運
い
か
!
に

｢と
こ
ろ
で
!
、｣
ダ
イ
蔵
は
続
け
る
。

｢今
朝
、
A
県
警
か
ら
道
路
法
第
九
十
九
条
の
件
で
問

い
合
わ
せ
が
あ
っ
た
よ
ね
。
ほ
ら
、
｢道
路
に
お
け
る
交

通
に
危
険
を
生
じ
さ
せ
る
｣
行
為
だ
け
で
罰
則
の
適
用
が

あ
る
か
ど
う
か
っ
て
や
つ
。
あ
れ
っ
て
ど
う
な

っ
た
?
｣

思
い
出
し
た
よ
う
に
ダ
イ
蔵
が
尋
ね
る
。

｢は
い
、
や
っ
ぱ
り
単
に

｢道
路
に
お
け
る
交
通
に
危

険
を
生
じ
さ
せ
る
｣
こ
と
に
よ
り
当
該
罰
則
の
適
用
が
あ

る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
?

す
な
わ
ち
、
最
初
の

第
九
十
九
条

み
だ
り
に
道
路

(高
速
自
動
車
国
道
を
除
く
。
以
下

こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。)
を
損
壊
し
、
若
し
く
は
道
路
の
附
属
物

を
移
転
し
、
若
し
く
は
損
壊
し
て
道
路
の
効
用
を
害
し
、
又
は
道

路
に
お
け
る
交
通
に
危
険
を
生
じ
さ
せ
た
者
は
、
三
年
以
下
の
懲

役
又
は
百
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。



｢又
は
｣
で
つ
な
が
っ
て
い
る

｢道
路
の
効
用
を
害
し
た

者
｣
と

｢道
路
の
交
通
に
危
険
を
生
じ
さ
せ
た
者
｣
と
い

う
二
つ
の
大
き
い
グ
ル
ー
プ
が
あ
っ
て
、
前
者
に
は

｢み

だ
り
に
道
路
を
損
壊
｣
｢道
路
の
附
属
物
の
移
転
、
損
壊
｣

す
る
と
い
う
原
因
と
な
る
要
件
が
か
か
っ
て
い
る
も
の

の
、
後
者
に
は
か
か
っ
て
い
な
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う

か
?
｣

｢
つ
ま
り
、
｢お
い
し
い
牛
丼
若
し
く
は
ラ
ー
メ
ン
又
は

焼
き
肉
｣
と
君
が
誘
っ
た
と
す
る
と
、
焼
き
肉
に
は

｢お

い
し
い
｣
は
か
か
っ
て
い
な
い
っ
て
こ
と
か
。
そ
ん
な
こ

と
な
い
だ
ろ
う
。
焼
き
肉
に
も
き
っ
と

｢お
い
し
い
｣
は

か
か
っ
て
る
は
ず
だ
ろ
。
シ
ン
イ
チ
。
そ
れ
と
も
こ
ん
な

夜
中
に
ま
ず
い
焼
き
肉
食
わ
せ
る
つ
も
り
か
?
｣

｢そ
う
で
す
ね
。
そ
う
い
う
意
味
で
は
道
路
法
第
九
十

九
条
で
も
、
｢道
路
に
お
け
る
交
通
に
危
険
を
生
じ
さ
せ

た
｣
に
は
前
段
の
要
件
も
該
当
し
て
い
る
と
解
し
た
方
が

よ
ろ
し
い
の
で
す
か
ね
。｣

｢厳
密
な
文
理
解
釈
を
貫
こ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
シ
ン

イ
チ
が
最
初
に
言
っ
た
と
お
り
、
道
路
を
損
壊
し
又
は
道

路
の
附
属
物
の
移
転
若
し
く
は
損
壊
と
い
う
物
理
施
設
と

し
て
の
道
路
の
形
状
を
変
更
す
る
こ
と
な
く
し
て
、
単
に

｢道
路
交
通
に
危
険
を
生
じ
さ
せ
た
だ
け
で
処
罰
す
る
こ

と
が
で
き
る
こ
と
に
な
る
ん
だ
け
ど
、
そ
の
見
解
に
つ
い

て
は
、
次
の
四
点
か
ら
こ
れ
を
認
め
て
い
な
い
ん
だ
。｣

｢し
た
が
っ
て
、
道
路
法
九
十
九
条
に
お
い
て
も
、
道

路
の
附
属
物
の
移
転
･
損
壊
に
よ
っ
て
、
道
路
に
お
け
る

交
通
に
危
険
を
生
じ
さ
せ
た
者
と
い
う
構
成
要
件
が
規
定

さ
れ
て
い
る
も
の
と
解
す
べ
き
で
あ
っ
て
、
単
に

｢道
路

の
交
通
に
危
険
を
生
じ
さ
せ
た
｣
こ
と
の
み
を
も
っ
て
、

罰
則
規
定
の
適
用
は
受
け
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
し
て
い

る
の
だ
よ
。
な
お
、
こ
れ
は
、
高
速
自
動
車
国
道
法
第
二

十
六
条
に
お
い
て
も
同
様
に
解
釈
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
な

ん
だ
よ
。｣

｢な
る
ほ
ど
、
そ
れ
じ
ゃ
、
A
県
警
に
は
そ
の
よ
う
に

返
し
て
お
き
ま
す
。｣

｢
明
日
で
い
い
よ
。
そ
れ
よ
り
、
も
う
ク
リ
ス
マ
ス
だ

な
。｣｢は

い
、
素
敵
な
恋
を
奏
で
又
は
永
遠
の
愛
を
誓
う
季

節
で
す
ね
。｣

｢そ
う
か
、
恋
人
達
に
あ
っ
て
は
素
敵
な
恋
を
奏
で
、

夫
婦
に
あ
っ
て
は
永
遠
の
愛
を
誓
う
か
、
な
か
な
か
ポ
エ

ム
だ
な
シ
ン
イ
チ
。
で
も
ね
、
そ
れ
は

｢並
列
｣
じ
ゃ
な

い
ん
だ
よ
。
素
敵
な
恋
の
後
に
は
、
永
遠
の
愛
が
待
っ
て

る
。
だ
か
ら
そ
こ
は

｢及
び
｣
で
つ
な
げ
る
ん
だ
よ
ー
。｣

参
照
条
文

○
高
速
自
動
車
国
道
法

(昭
和
三
十
二
年
法
律
第
七
十
九
号
)

第
二
十
六
条

高
速
自
動
車
国
道
を
損
壊
し
、
若
し
く
は
高
速
自
動
車

国
道
の
附
属
物
を
移
転
し
、
若
し
く
は
損
壊
し
て
高
速
自
動
車
国
道

の
効
用
を
害
し
、
又
は
高
速
自
動
車
国
道
に
お
け
る
交
通
に
危
険
を

生
じ
さ
せ
た
者
は
、
五
年
以
下
の
懲
役
又
は
二
百
万
円
以
下
の
罰
金

に
処
す
る
。

2

前
項
の
未
遂
罪
は
、
罰
す
る

32 道行セ 2006,12

1

同
一
条
文
中
の
前
段
が
道
路
の
損
壊
等
の
具
体
的
行
為
を
前
提

と
し
て
道
路
の
効
用
を
害
す
る
と
い
う
構
成
要
件
と
な
っ
て
い
る

こ
と
と
比
較
し
て
、
後
段
は
、
構
成
要
件
の
規
定
の
仕
方
と
い
う

点
で
著
し
く
均
衡
を
失
す
る
こ
と
に
な
り
適
当
で
な
い
。

2

｢道
路
交
通
の
危
険
の
発
生
｣
と
い
う
、
一
定
の
価
値
基
準
に

よ
る
評
価
を
抜
き
に
し
て
は
該
当
性
如
何
を
判
断
し
え
な
い
抽
象

的
概
念
を
何
の
限
定
も
加
え
ず
に
構
成
要
件
と
す
る
こ
と
は
、
刑

法
の
基
本
理
念
で
あ
る
罪
刑
法
定
主
義
に
反
す
る
。
な
ぜ
な
ら
、

刑
罰
法
規
の
規
定
の
仕
方
が
抽
象
的
で
不
明
確
で
あ
る
と
ど
の
よ

う
な
行
為
が
処
罰
さ
れ
る
か
に
つ
い
て
予
測
可
能
性
が
な
く
な
り
、

人
々
の
行
動
の
自
由
が
阻
害
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。

3

刑
法
第
百
二
十
四
条
は

｢陸
路
、
水
路
又
は
橋
を
損
壊
し
、
又

は
閉
塞
し
て
往
来
の
妨
害
を
生
じ
さ
せ
た
者
｣
と
規
定
し
、
具
体

的
な
行
為
を
前
提
と
し
て
い
る
。
道
路
法
第
九
十
九
条
が
、
刑
法

上
の
往
来
妨
害
罪
の
特
則
で
あ
る
と
い
う
制
定
時
よ
り
の
説
明
か

ら
考
え
る
と
具
体
的
行
為
を
前
提
と
す
る
規
定
の
構
造
自
体
は
類

推
し
て
解
釈
す
る
こ
と
が
妥
当
で
あ
る
。

4

道
路
交
通
法
第
百
十
五
条
は
、
｢み
だ
り
に
信
号
機
を
操
作
し
、

若
し
く
は
公
安
委
員
会
が
設
置
し
た
道
路
標
識
若
し
く
は
道
路
標

示
を
移
転
し
、
又
は
信
号
機
若
し
く
は
公
安
委
員
会
が
設
置
し
た

道
路
標
識
若
し
く
は
道
路
標
示
を
損
壊
し
て
道
路
に
お
け
る
交
通

の
危
険
を
生
じ
さ
せ
た
者
は
、
五
年
以
下
の
懲
役
又
は
二
十
万
円

以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。｣
と
規
定
し
て
い
る
。
道
路
標
識
の
う
ち

公
安
委
員
会
が
設
置
し
た
も
の
は
こ
の
規
定
に
よ
り
、
道
路
管
理

者
が
設
置
し
た
も
の
は
道
路
法
第
九
十
九
条
に
よ
り
、
罰
せ
ら
れ

る
の
で
あ
る
。
道
路
標
識
の
移
転
･
損
壊
に
つ
い
て
は
、
た
と
え
、

設
置
者
の
相
違
に
よ
り
処
罰
の
根
拠
規
定
が
異
な
っ
て
も
、
同
様

に
解
す
る
べ
き
で
あ
る
。
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一

現
場
の
取
組
み
事
例

侭
ミ
ゞ
、

〔

〕

冬
の
円
滑
な
棄
週
確
保
に
鬮
げ
て

5
豪
雪
の
教
訓
を
活
か
し
た
取
組
み
$

近
畿
地
方
整
備
局
福
井
河
川
国
道
事
務
所
建
設
専
門
官

多
田

膿
墾
我

国

は
じ
め
に

福
井
県
内
を
南
北
に
縦
断
す
る
一
般
国
道
八
号
と
北
陸

自
動
車
道
は
、
県
内
の
自
動
車
交
通
網
の
枢
要
な
部
分
を

構
成
し
て
お
り
、
特
に
、
冬
期
に
お
け
る
交
通
確
保
は
重

要
な
課
題
で
あ
る
o

越
前
市
~
敦
賀
市
間
は
急
峻
な
地
形
で
あ
る
た
め
、
急

カ
ー
ブ
や
急
勾
配
が
続
き
、
厳
し
い
区
間
で
あ
る
と
と
も

に
、
降
雪
の
多
い
箇
所
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
冬
期
の
道
路

管
理
に
つ
い
て
幾
度
か
苦
い
経
験
を
し
て
き
た
。

近
年
で
は
、
平
成
八
年
二
月
、
平
成
一
三
年
一
月
、
平

成
一
七
年
一
二
月
の
三
度
、
豪
雪
に
よ
る
北
陸
自
動
車
道

の
長
時
間
に
わ
た
る
通
行
止
の
影
響
で
一
般
道
に
停
滞
が

発
生
し
、
道
路
交
通
な
ら
び
に
道
路
管
理
上
、
様
々
な
問

題
点
が
浮
き
彫
り
に
さ
れ
た
。

本
稿
で
は
、
こ
の
豪
雪
時
の
教
訓
を
活
か
し
て
、
福
井

に
お
け
る
円
滑
な
冬
期
交
通
確
保
の
た
め
の
取
り
組
み
に

つ
い
て
紹
介
す
る
。

三

豪
雪
年
の
交
通
障
害
発
生
状
況

豪
雪
年
の
降
雪
の
特
徴
と
し
て
、
短
期
間

(二
日
間
連

続
)
で
集
中
し
た
降
雪

(ド
カ
雪
)
が
発
生
し
て
い
る
こ

と
で
あ
る
。
平
成
八
年
二
月
は
敦
賀
で
人
一
皿
(
一
月
三

一
日
~
二
月
二
日
)、
平
成

一
三
年

一
月
は
大
良
で
一
二

五
皿
(
一
月
一
四
日
~
-
六
日
)、
平
成
一
七
年

三
一月

は
大
良
で
一
〇
三
皿
(
一
二
月
一
二
日
~
一
四
日
)
の
降

雪
量
を
観
測
し
た
。

こ
の
よ
う
な
急
激
な
降
雪
に
よ
り
、
ノ
ー
マ
ル
タ
イ
ヤ
車

の
ス
リ
ッ
プ
事
故
や
立
ち
往
生
す
る
車
両
の
影
響
か
ら
国
道

八
号
の
各
所
で
停
滞
が
発
生
し
た
。
ま
た
、
北
陸
自
動
車
道

の
通
行
止
に
よ
る
大
量
の
交
通
が
国
道
八
号
に
集
中
し
た
。

そ
の
た
め
、
除
雪
車
に
よ
る
除
雪
や
障
害
車
両
の
除
去
が
で

き
な
い
状
況
下
で
、
一
般
車
両
は
脱
出
機
会
を
失
い
、
よ
り

一
層
の
停
滞
が
発
生
し
た
。
こ
の
よ
う
な
交
通
停
滞
を
解
消

す
る
の
に
、
一
六
~
五
〇
時
間

(停
滞
は
七
~
四
〇
蹴
)
要

し
て
い
た

(図
1
、
表
、
写
真
1
･
2
)。

ま
た
、
平
成
一
七
年
一
二
月
の
豪
雪
時

(気
象
庁
は
平

成
一
七
年
一
二
月
~
平
成
一
人
年
二
月
に
発
生
し
た
大
雪

を

｢平
成
一
八
年
豪
雪
｣
と
命
名
)
は
、
過
去
の
二
度
に

わ
た
る
豪
雪
時
と
異
な
り
、
水
分
量
の
多
い
湿
っ
た
雪
が

集
中
し
て
降
っ
た
こ
と
が
交
通
障
害
発
生
の
要
因
と
し
て

挙
げ
ら
れ
る
。
特
に
、
雪
の
重
み
に
よ
る
倒
木
が
至
る
と

こ
ろ
で
発
生
し
路
上
を
ふ
さ
ぐ
と
と
も
に
、
電
力
線
の
断

線
に
よ
る
電
力
供
給
の
停
止
で
融
雪
装
置
が
作
動
し
な
く

な
っ
た
。
ま
た
、
ト
ン
ネ
ル
排
煙
機
能
の
低
下
な
ど
が
原
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図 1 降雪状況と国道交通状況

表 国道8号の停滞区間と停滞解消までに要した時間

方向 時期 停滞期間 最大停滞長 停滞解消時間

上
り
(
※
1

① H 8 . 2 福井県敦賀市鞠山~ 滋賀県長浜市 約4〇Ban 約50時間

② H 13 . 1 福井県敦賀市中~ 福井県敦賀市奥野 約 7 k m 約16時間

③ H 17 , 12 福井県南越前町具谷~滋賀県西浅井町余 約381m 1 約45時間

上
り
(
※
2

④ H 8 . 2 福井県敦賀市田結~福井県鯖江市 約40k m 約50時間

③ H 13 . 1 福井県越前市塚原~福井市下荒井 約20k m 約29時間

⑥ H 17 . 12 福井県南越前町具谷~福井市大町 約26l血 約34時間

※ 1 上り :滋賀方面→石川方面 ※ 2 下り :石川方面→滋賀方面

　　 　　 　　 　
　
　

　

　 　　　＼ても穫
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き
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ギ乙＼

発 、

写真2 ノーマルタイヤが原因と思われる 写真 1 停滞車両
スリップ事故 (国道 8号福井県南越前町平成17年 12月 14日)
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因
と
な
り
、
国
道
の
各
所
で
交
通
障
害
が
発
生
し
た

(写

真
3
、
図
2

･
3
)。

三

豪
雪
の
轍
訓
を
活
か
し
た
取
組
み

1

関
係
機
関
に
よ
る
協
力
体
制
の
確
立

平
成
八
年
二
月
の
豪
雪
時
は
、
関
係
機
関
の
情
報
共
有

が
十
分
で
は
な
く
、
関
係
機
関
の
連
携
も
不
足
し
て
い
る

〈敦賀)

…----,
凌
弘二

捌
炙
執
を

鋤
諺
鱗

愛
隊
堝

た

、
つ

降
捌
鱸

は
歓
彬

糧
堵
粉

絡
測
ど

引瞑発
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、
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翻
灘
灘
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範
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平成13年
1/お~ 16

図 3 降雪量と降水量の関係

平成17年
“リー3~ 14　

　鞆

降
雪
量

(
㈲
)

"

幻

鱒

80

60

40

20

0

等
の
課
題
が
あ
っ
た
。
そ
こ
で
、
関
係
機
関
の
よ
り
一
層

の
緊
密
な
協
力
体
制
を
確
立
す
る
た
め
、
福
井
･
滋
賀
両

県
の
道
路
及
び
交
通
管
理
者
で
構
成
す
る

｢福
井

･
滋
賀

県
境
周
辺
の
冬
期
交
通
確
保
に
関
す
る
対
策
連
絡
会
｣

(以
下

｢連
絡
会
｣
と
い
う
)
を
平
成
八
年
四
月
に
設
立

し
、
各
機
関
が
遵
守
す
べ
き
事
項
を
定
め
、
各
機
関
の
連

絡
体
制
や
業
務
分
担
等
を
規
定
す
る
｢福
井
･滋
賀
県
境

周
辺
の
冬
期
交
通
確
保
に
関
す
る
対
策
指
針
｣
(以
下

｢指
針
｣
と
い
う
)
を
策
定
し
た

(図
4
)。

平
成
九
年
度
以
降
は
、
前
年
度
の
雪
筈
対
策
に
つ
い
て

の
課
題
を

｢連
絡
会
｣
で
検
討
し
、
検
討
し
た
結
果
を
そ

降
水
量

(
m
)

庁

0

懲資料 :気象庁

l 鬮 降雪量 ★ 降水量 -
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･近畿地方整備局福井河川国道事務所 ･滋賀県
･近畿地方整備局滋賀国道事務所 ･中日本高速道路㈱
･福井県警察本部 ･西日本高速道路㈱
･滋賀県警察本部

▼

連
絡
体
制

一
,
,
,
,

鯛

一

情
報
伝
達

一

獅

会

読

酪

情
報
の
収
集

川
道

小

　
　
　
　
　

　

　

鯲
観
照

項

　

　

　　　　　　　
　

交
通
規
制
等

構
整
整
整
察
察

野

　
　

　
　

　
　
　
　
　
　
　

除
雪
体
制

会
地
地
地
県
県

一

各

改
良

一鰯繊繊繊麗

園

道
路
の
改
良

｢指針の項目｣、 ｢連絡会の構成機関｣
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の
年
の
雪
害
対
策
に
活
か
す
た
め
審
議
を
続
け
て
い
る
。

ま
た
、
平
成
一
三
年
一
月
に
二
日
間
に
わ
た
る
降
雪
で

交
通
混
乱
が
発
生
し
、
ノ
ー
マ
ル
タ
イ
ヤ
車
の
事
故
や
事

故
車
両
の
処
理
に
課
題
が
あ
っ
た
。
対
策
と
し
て
、
｢ノ

ー
マ
ル
タ
イ
ヤ
規
制
や
障
害
車
両
の
除
去
に
関
す
る
対
策

マ
ニ
ュ
ア
ル
｣
を
作
成
し
、
ノ
ー
マ
ル
タ
イ
ヤ
規
制
の
実

施
や
除
雪
の
障
害
と
な
る
車
両
の
除
去
作
業
を
実
施
す
る

こ
と
と
、
道
路
及
び
交
通
管
理
者
が
連
携
し
て
行
う
こ
と

を
申
し
合
わ
せ
た
。

さ
ら
に
、
連
絡
会
名
で
冬
用
装
備
の
装
着
や
雪
道
を
運

転
す
る
時
に
役
立
つ
情
報
等
を
掲
載
し
た
啓
発
資
料

｢雪

)

(

ノ
‘
'＼

　
　

　

　

･

庄

＼

　

　

　

　

　

　

　
　

、

麗
灘
"
/

所

ノ 移さミぶゞ逼停霊こより融雷設備が停止した区間

図 2 倒木発生箇所と融雪装置停止区間



み
ち
情
報
マ
ッ
プ
｣
(図
5
)
の
作
成

･
配
布
も
継
続
し

て
行
っ
て
い
る
。

2

-
T
S
技
術
を
活
用
し
た
情
報
の
共
有
と
提
供

｢連
絡
会
｣
で

｢指
針
｣
を
策
定
し
運
用
し
て
い
る
が
、

関
係
機
関
の
連
携
対
応
は
F
A
X
使
用
等
で
情
報
伝
達
に

時
間
を
要
し
、
ま
た
ノ
ー
マ
ル
タ
イ
ヤ
車
に
よ
る
交
通
障

害
な
ど
を
減
少
さ
せ
る
た
め
、
道
路
利
用
者
に
対
し
リ
ア

ル
タ
イ
ム
に
効
果
的
な
情
報
提
供
を
行
う
な
ど
、
更
な
る

対
策
が
求
め
ら
れ
た
。

そ
こ
で
、
｢管
理
者
の
情
報
共
有
｣
｢通
常
時
の
情
報
提

供
｣
｢非
常
時
の
情
報
提
供
｣
の
三
つ
の
対
策
方
針
を
掲

げ
、
平
成
一
五
年
度
に

｢I
T
S
技
術
を
活
用
し
た
冬
期

道
路
情
報
提
供
に
関
す
る
検
討
協
議
会
｣
(以
下

｢協
議

会
｣
と
い
う
)
を
設
立
し
た
。

｢協
議
会
｣
で
は
、
各
管
理
者
間
の
連
携
を
強
化
す
る
こ

と
に
よ
り
、
冬
期
道
路
交
通
障
害
の
発
生
の
抑
制
や
発
生
し

た
時
の
早
期
回
復
を
図
る
た
め
に

｢冬
期
道
路
情
報
共
有
シ

ス
テ
ム
｣
(以
下

｢共
有
シ
ス
テ
ム
｣
と
い
う
)
を
構
築
し

た
。
ま
た
、
一
般
道
路
利
用
者
の
情
報
提
供
と
し
て
、
｢冬

期
道
路
情
報
提
供
シ
ス
テ
ム
｣
(以
下

｢提
供
シ
ス
テ
ム
｣

と
い
う
)
を
構
築
し
た
。
両
シ
ス
テ
ム
と
も
、
平
成
一
七
年

一
二
月
よ
り
試
験
運
用
を
開
始
し
て
い
る
。

｢共
有
シ
ス
テ
ム
｣
は
、
①
各
機
関
の
管
理
す
る
道
路
画

像
情
報
、
②
セ
ン
サ
ー
情
報

命
ヨ量
情
報
、
温
度
情
報
等
)、

③
イ
ベ
ン
ト
情
報

(事
故
や
道
路
通
行
規
制
等
に
関
す
る
情

報
)
を
相
互
に
共
有
す
る
も
の
で
あ
る
。
事
故
等
が
発
生
し

た
場
合
、
関
係
す
る
機
関
が

｢共
有
シ
ス
テ
ム
｣
に
イ
ベ
ン

ト
情
報
と
し
て
入
力
し
、
入
力
し
た
情
報
は
、
シ
ス
テ
ム
の

画
面
で
迅
速
か
つ
的
確
に
確
認
で
き
る

(図
6
･
7
)。

｢提
供
シ
ス
テ
ム
｣
は
、
｢共
有
シ
ス
テ
ム
｣
で
共
有
し

た
情
報
を

一
般
に
提
供
す
る
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
あ
り
、

｢
福
井
冬
の
雪
み
ち
情
報
｣
(す
[遍
べ
き
モ
モ
甘
言
--

B
拝
･8
ヨ
"
に
五
官
S
と
し
て
公
開
し
て
い
る

(図
8
)。

｢福
井
冬
の
雪
み
ち
情
報
｣
で
は
、
現
地
の
カ
メ
ラ
画
像

や
通
行
止
情
報
な
ど
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
、
交
通
障
害

発
生
の
要
因
と
な
っ
た
ノ
ー
マ
ル
タ
イ
ヤ
車
へ
の
雪
道
装
備

装
着
や
、
交
通
障
害
発
生
時
に
は
現
場
へ
の
流
入
の
抑
制
を

図
る
べ
き
情
報
を
提
供
し
て
い
く
。

ま
た
、
｢提
供
シ
ス
テ
ム
｣
を
雪
の
降
ら
な
い
関
西
･
中

京
方
面
の
ド
ラ
イ
バ
ー
に
活
用
し
て
も
ら
う
た
め
、
ポ
ス
タ

ー
や
チ
ラ
シ
の
配
布
、
C
M
放
映
な
ど
の
広
報
活
動
も
行
っ

て
い
る
。

平
成
一
七
年
度
に

｢提
供
シ
ス
テ
ム
｣
に
つ
い
て
、
利
用

者
ア
ン
ケ
ー
ト
を
実
施
し
た
。
ア
ン
ケ
ー
ト
は
、
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
に
よ
る
方
法
、
道
の
駅
マ
キ
ノ
迫
坂
峠
で
の
聞
き
取

り
調
査
、
ト
ラ
ッ
ク
事
業
者
へ
の
ア
ン
ケ
ー
ト
を
実
施
し
た
。

調
査
の
結
果
は
、
タ
イ
ヤ
チ
ェ
ー
ン
の
装
着
や
行
程
の
変

更
･
中
止
等
の
行
動
変
更
に
役
立
つ
と
い
っ
た
意
見
が
八
割

以
上
の
ア
ン
ケ
ー
ト
対
象
者
か
ら
寄
せ
ら
れ
た

(図
9
)。

し
か
し
、
画
面
の
見
や
す
さ
な
ど
改
善
点
に
つ
い
て
の

意
見
も
寄
せ
ら
れ
た
。
平
成
一
人
年
度
は
こ
れ
に
対
応
し

て
、
画
面
デ
ザ
イ
ン
の
改
修
や
情
報
提
供
対
象
路
線
の
追

加
な
ど
を
実
施
し
て
い
る
。

ま
た
、
｢協
議
会
｣
で
は
、
そ
の
ほ
か
に
次
の
よ
う
な

施
策
も
情
報
提
供
し
て
い
る
。

･
チ
ェ
ー
ン
脱
着
機
能
を
備
え
た
道
の
駅

｢
マ
キ
ノ
迫

坂
峠
｣
で
の
提
供
シ
ス
テ
ム
の
表
示

(写
真
4
)

･
主
要
路
線
の
分
岐
点
に
あ
る
情
報
板
で
の
緊
急
情
報

(国
道
八
号
や
北
陸
道
の
通
行
止
め
･
停
滞
発
生
等

の
情
報
)
の
提
供
に
よ
る
ド
ラ
イ
バ
ー
の
ル
ー
ト
巽

択
の
支
援

･
V
I
C
S
に
よ
る
雪
道
装
備
に
関
す
る
情
報
提
供

% 道イテセ 2006.12

図 5 啓発資料 (雪みち情報マップ)



r畔福井県警察本部十

跳 1 福井河川国道事務所 事…,
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将 圭 鯵 共有端末
鋲←堪 滋賀国道事務所 十馳か　 　　

　 　
　　　 　 　
　　 　 　

共有端末

　 　 　
共有端末ミ
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l 中日本高速道路(株) I金沢支社
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図 6 共有システム構成図

l共有システム -…道路 ･交通管理者 (情報共有)

･道路画像情報
･センサー情報

･イベント情報

を共有する

　　　　　 　
撚ヌ 1 り 講ぜ鱗 l--霧
籤g準ぜ

慾 酷鬆よぼ ぬ贅洸

情報の共有は、
システムの画面の

ほか、 F A X、メールで

行う。

図 7 共有システムの画面イメージ

L提供システム 十一般道路利用者 情報提供)

& 癈 嚢轡~許もぎ 漕ご奢
　　　

　 　　　 　
　　　　　　 　　

共有システムが

保有する情報を元に、

　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　
　　　 　　　　　　　　
　　　　　　

　　
　　　 　 　　 　　 　

　
を繊麗勇装聾援護≧嘉雄議鱗鬘鬮袋鰯 、

･道路画像情報
･センサー情報

･イベント情報

をインターネットで

一般に提供する。

図 8 提供システムの画面イメージ
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國

団

図

あまり評価できない曰評価できない 図

｢提供システム｣ アンケート結果

□まあ評価できる 口どちらとも言えない

曰評価できない 図不明

　
　

　　

　
　

、
3

き
N

、確

聞
(

編

タ

駅

ッ

ン

の

ラ

イ

道

ト

　　　　　　　　　　　　　　
畑升河川国道 = 福井県土木部 = 福井県警察本部 = 中日本高速 獨

①各機関の情報の共有一元集約 □

　　　　 　　 　　　
③報道機関等への

②鶯ゆ発信･共有驫 情報提供発信

畑井河川国道 = 福井県土木部 = 福井県警察本部 = 中日本高速道路!

除雪ほか現場作業の実施

図10 情報連絡室の体制

ノ

ス
キ
シ

　
　

3

平
成
一
八
年
豪
雪
の
課
題
と
今
後
の
取
組
み

福
井
河
川
国
道
事
務
所
で
は
、昨
年
の
教
訓
を
活
か
し
、

不
測
の
事
態
に
備
え
た
電
源
車
や
障
害
除
去
車
両
の
事
前

配
備
や
、
福
井
県
警
察
本
部
と
連
携
し
て
ノ
ー
マ
ル
タ
イ

ヤ
車
の
排
除
を
目
的
と
し
た
タ
イ
ム
リ
ー
な
ノ
ー
マ
ル
タ

イ
ヤ
規
制
の
実
施
な
ど
、
交
通
障
害
を
未
然
に
防
止
す
る

対
策
を
行
う
。

ま
た
、
交
通
障
害
が
発
生
し
た
場
合
で
も
迅
速
に
解
消

す
る
た
め
に
、
関
係
機
関
が
一
体
と
な
っ
た
雪
害
対
策
に

取
り
組
ん
で
い
く
。
具
体
的
に
は
、
大
雪
警
報
の
発
令
な

ど
急
激
な
異
常
降
雪
が
見
込
ま
れ
る
場
合
に
、
福
井
河
川

国
道
事
務
所
内
に

｢情
報
連
絡
室
｣
を
開
設
し
、
福
井
県

土
木
部
、
福
井
県
警
察
本
部
、
中
日
本
高
速
道
路
㈱
金
沢

支
社
の
各
担
当
者
が
情
報
連
絡
室
に
一
堂
に
会
し
て
、
情

報
の
一
元
集
約
や
報
道
機
関
等
へ
の
情
報
提
供

･
発
信
を

実
施
す
る
体
制
を
構
築
し
、
平
成
一
八
年
度
か
ら
実
施
し

て
い
く

(図
鰻
。

関
係
機
関
が
一
堂
に
会
し
て
情
報
を
一
元
集
約
す
る
こ

と
に
よ
り
、
各
機
関
の
除
雪
作
業
状
況
や
交
通
規
制
の
実

施
状
況
等
の
情
報
が
的
確
に
把
握
で
き
、
現
場
に
適
切
な

作
業
指
示
が
で
き
る
。
ま
た
、
道
路
利
用
者
に
対
し
て
迂

回
路
な
ど
の
情
報
提
供
も
で
き
、
迅
速
な
交
通
障
害
の
解

消
を
目
指
す
。

四

お
わ
り
に

冬
期
交
通
を
確
保
す
る
に
は
、
短
期
間
の
ま
と
ま
っ
た

雪

(ド
カ
雪
)
に
対
し
て
交
通
障
害
を
発
生
さ
せ
な
い
た

め
の
予
防
対
策
に
加
え
、
交
通
障
害
が
発
生
し
た
場
合
で

も
、
早
期
解
消
の
た
め
の
迅
速
で
適
切
な
対
応
を
と
る
こ

と
が
重
要
で
あ
る
。

福
井

･
滋
賀
県
境
周
辺
で
は
、
平
成
八
年
以
降
お
お
よ

そ
五
年
周
期
で
豪
雪
に
よ
る
交
通
障
害
が
発
生
し
て
い

る
。
｢災
害
は
忘
れ
た
頃
に
や
っ
て
く
る
｣
と
言
わ
れ
る

が
、
こ
れ
ま
で
の
豪
雪
時
の
教
訓
を
活
か
し
て
雪
筈
対
策

に
臨
み
、
冬
期
交
通
の
確
保
に
努
め
て
参
り
た
い
。
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道行セ 2006.l2

〔

〕
現
場
の
取
組
み
事
例

愈

＼
し

{

}

だ
き
さき
さ

ざ
ぶざ
ぶ絵ぶは

{＼
で

き
ゞ

"

岩
手
県
に
お
け
る

『雪
氷
対
策
』
⑭
取
組
み
に
つ
い
て

岩
手
県
県
土
整
備
部
道
路
環
境
課

一

は
じ
め
に

岩
手
県
は
本
州
の
北
東
部
に
位
置
し
、
北
東
北
の
拠
点

都
市
で
あ
る
県
都
盛
岡
市
を
中
心
と
し
、
南
北
お
よ
そ
…

九
五
蹴
、
東
西
一
三
ニ
踊
の
紡
錘
形
を
し
て
お
り
、
面
積

は
一
五
、
二
七
八
婦
と
北
海
道
に
次
ぐ
面
積
を
有
し
、
県

と
し
て
は
我
が
国
最
大
の
大
き
さ
と
な
っ
て
い
ま
す
。

県
の
西
側
は
秋
田
県
境
に
接
し
奥
羽
山
脈
が
走
り
、
岩

手
の
父
な
る
山

｢岩
手
山
｣
な
ど
の
比
較
的
険
し
い
山
岳

が
連
な
り
、
東
側
の
大
部
分
は
北
上
山
地
と
丘
陵
地
帯
が

広
ま
っ
て
お
り
、
こ
れ
ら
東
西
の
山
脈
山
地
に
挟
ま
れ
る

よ
う
に
、
本
県
の
母
な
る
川

｢北
上
川
｣
に
沿
っ
た
地
域

に
盆
地
的
な
地
形
と
し
て
平
野
部
が
南
北
に
伸
び
て
い
ま

す
。こ

う
し
た
地
理
的
条
件
に
加
え
、岩
手
県
の
沖
合
で
は
、

北
か
ら
の
親
潮

(千
島
海
流
)
と
南
か
ら
の
黒
潮

(日
本

海
流
)
が
相
接
し
て
お
り
、
こ
れ
ら
の
要
素
が
本
県
の
気

候
に
大
き
く
影
響
し
て
い
ま
す
。

気
候
は
、
奥
羽
山
脈
沿
い
の
地
域
が
冬
季
の
季
節
風
の

影
響
を
強
く
受
け
て
お
り
、
そ
れ
に
伴
い
雪
も
多
く
、
ま

た
、
内
陸
部
は
盆
地
的
な
気
候
で
、
気
温
の
日
較
差
が
大

き
く
、
特
に
冬
季
の
厳
し
い
冷
え
込
み
が
顕
著
で
あ
り
ま

す
。
北
上
山
地
の
東
の
緑
に
位
置
す
る
沿
岸
部
は
海
洋
性

の
気
候
で
は
あ
る
も
の
の
、
特
に
暖
候
期
の
天
候
は
北
東

気
流

(や
ま
せ
)
の
影
響
を
受
け
る
こ
と
が
多
く
、
顕
著

な
時
に
は
農
作
物
等
を
は
じ
め
大
き
な
被
害
を
も
た
ら
す

こ
と
も
少
な
か
ら
ず
あ
り
ま
す
。

※
参
考
ー
県
都
盛
岡
市

平
年
値
"
気
温
一
○

･
0
℃

年
降
水
量
一
、
二
五
四
禰

日
照
時
間
一
、
七

四
0
h

二

現
状

本
県
は
県
内
全
域
が
積
雪
寒
冷
地
域
及
び
豪
雪
地
域
に

指
定
さ
れ
、
県
西
部
の
西
和
賀
町
と
八
幡
平
市
の
一
部

(旧
松
尾
村
分
)
は
特
別
豪
雪
地
域
の
指
定
を
受
け
て
い

ま
す
。

県
の
内
陸
部
、
沿
岸
部
を
南
北
そ
れ
ぞ
れ
に
縦
走
す
る

国
道
四
号
、
四
五
号
、
県
都
盛
岡
市
と
秋
田
県
を
結
ぶ
国

道
四
六
号
の
三
路
線
は
国
に
よ
る
直
轄
管
理
と
な
っ
て
お

り
、
県
は
こ
れ
ら
の
国
道
を
除
く
国
道
一
六
路
線
、
主
要

地
方
道
五
○
路
線
、
一
般
県
道
一
九
七
路
線
の
総
計
二
六

三
線
、
延
長
四
二
一
三
･
八
如
を
管
理
し
て
い
ま
す
。

本
県
の
道
路
網
は
、
内
陸
部
と
沿
岸
部
を
結
び
、
高
速

交
通
道
路
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
接
続
し
、
物
流
や
産
業
経
済

活
動
や
観
光
を
支
え
る
主
要
な
幹
線
道
路
と
、
地
域
間
の



交
流
の
促
進
を
支
援
し
、
日
常
の
生
活
を
確
保
す
る
幹
線

道
路
を
担
っ
て
お
り
、
特
に
全
県
域
が
積
雪
寒
冷
地
域
で

あ
る
本
県
に
と
り
、
雪
国
の
宿
命
と
は
い
え
、
冬
期
に
お写真 1 県内陸部 ･国道369号

路面凍結による渋滞状況

け
る
安
全
で
快
適
な
道
路
交
通
と
歩
行
空
間
の
確
保
は
課

題
と
な
っ
て
い
ま
す

(写
真
1
j
4
)。

写真 2 県西部 ･西和賀町 (特別豪雪地域)
積雪の状況

　　　　

　

　

　
　

〉

に雪

　
　　
　
　
　
　　

　

　 歩行空間が
　　　
　　

　　
　写

　
　
　　

ミ
ゾ
雨

　
　　
　

　　　　　　

　
　 雪崩発生 (奥はスノーシェッド)

　　　

　
　　
　

　　
　
　
　
　

'
＼̂ヘ
シ
＼{
くん

　　

　
　
　　
　　　　
　
　
　

確保できない状況

1

除
雪

本
県
の
指
定
観
測
五
地
点

(盛

岡

･
北
上

･
沢
内

･
遠
野

･
二

戸
)
の
こ
れ
ま
で
の
累
加
降
雪
深

は
、
最
近
五
ヵ
年
で
は
、
約
三
五

O
m
か
ら
約
四
五
O
m
余
り
と
な

っ
て
い
ま
す
。
除
雪
費
は
平
成
五

年
か
ら
の
脱
ス
パ
イ
ク
タ
イ
ヤ
を

契
機
と
し
て
、
除
雪
出
動
基
準
の

明
確
化

･
統
一
化
や
路
面
凍
結
に

よ
る
ス
リ
ッ
プ
等
の
事
故
の
防
止

対
策
と
し
て
の
凍
結
抑
制
防
止
剤

散
布
等
の
推
進
を
図
っ
た
結
果
、

除
雪
費
は
、
道
路
管
理
の
延
長
の

伸
び
や
、
累
加
降
雪
深
と
比
較
し
、

年
々
増
加
傾
向
に
な
っ
て
い
る
の

が
現
状
と
な
っ
て
い
ま
す
。

近
年
の
厳
し
い
財
政
状
況
の

下
、
除
雪
費
の
予
算
確
保
に
は
極

め
て
厳
し
い
状
況
で
あ
る
も
の

の
、
道
路
利
用
者
や
県
民
の
除
雪

に
対
す
る
ニ
ー
ズ
と
期
待
は
依
然

と
し
て
高
い
も
の
が
あ
り
ま
す

(表
1
、
図
-
･
2
)
。

表 l 県除雪機械保有状況 (平成隧年度)

機 種 ドーザー トラック グレーダ ロータリ 小型ロータリ
.‐ttr.･･

古
自制

車
抑
布

結
散

凍 合 計

台 数 第 20 101 “ 76 " 滞



2

防
雪
･
凍
雪
書
防
止
施
設
の
整
備

て
路
肩
部
に
雪
が
堆
雪
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
道
路
幅
員
が

こ
れ
ま
で
、
雪
崩
、
地
吹
雪
等
の
発
生
に
よ
る
雪
書
対

確
保
で
き
な
い
区
間
に
は
堆
雪
帯
の
整
備
を
計
画
的
に
進

策
と
し
て
、
ス
ノ
ー
シ
ェ
ッ
ド
、
ス
ノ
ー
シ
ェ
ル
タ
ー
、

め
、
市
街
地
に
お
い
て
は
、
冬
期
バ
リ
ア
ー
フ
リ
ー
対
策

雪
崩
防
止
柵
、
防
雪
柵
等
の
防
雪
施
設
の
整
備
を
、
峠
部

と
し
て
歩
道
部
の
無
散
水
消
雪
工
の
整
備
を
進
め
て
お
り

で
の
急
勾
配
に
よ
る
大
型
車
の
登
坂
不
能
区
間
や
交
差
点

ま
ず
。

部
に
は
無
散
水
消
工
に
よ
る
路
面
対
策
を
、
除
雪
に
よ
っ

ま
た
、
県
円
部
の
寺
り
家
当
b
或
.

は
、

各

同

梁

部 で 雪 策 2 4,000,000
に の 崩 と こ

3,500,000は 急 防 し れ 防

500

450

400

350

300

250

3,000,000くま雪 除 …
ス

＼ 凍 襄 2'500'ooo

ノ 雷 霊 宇 2'QOO'000
川 釀 巴 1'500'ooo

ン
捕 僻 1,000,000

‐ 映 葹 500'000

ド 雪 設
ッ 施

0

　　　
　　　

150 C也

100
50

1 3 5 7 9 1T 13 15 17

掻 備 年度 隈 除雪費計 l芥を二累加降雪深 (cm)

鬚 図 1 平成元年~ 平成17年度 累加降雪深及び除雪費の推移

ル 釜

　　 　　 　　 　　　

磯部‐謬れ,韓機電 ･俗語“-》M M々役蝋麺箋鵠罰 t泳満綬鐙 P燃筏に翁絮瓜錨び鞠逍境握ら溺霊認堅逼

詰蕾,榊
3,500

3,500

3,000

2,500 延
ま
た
、
県
西
部
の
特
別
豪
雪
地
域
で
は
、
下
略
橋
の
梁

ま と め 確 て 鷺
aooo

す し 、 保 路 費
2,500

0 て 市 で 肩
百

2,000

歩 街 き 都 万 第00適 地 な に
　 　 　　 　

2,000 長
1,500 /、
1,000

趣
500

に い 雪 L OOO

お 区 が 500
　　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　V - 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 f6 l7て に 雪

年 度

図 2 平成元年~ 平成t7年度 除雪費と除雪延長の推移

写真6 国道107号交差点部の消融雪 写真5 大型機械による
雪庇除去作業

写真 8 盛岡市中心市街地の歩道消融雪 写真 7 路肩堆雪の幅員狭小による交通障害

;首"〒Jし つnnく 1う ′"



表 2 岩手県の雪対策施設整備概要 (平成ー7年度末)

区 分 分 類 施 設 名 道
塒

国
&

主要地方道
(km)

道県
呵

般
俶

一 鰓

防 雪

雪崩対策
スノーシエツド “ 鵤 ー 鉈
雪崩防止柵 鯛 飼 幻 第

地吹雪対策
スノーシエルター 幻 約 姫 況
防雪柵 “ 妙 鎚 約

消雪施設 (車道部) 他グンイーテーレードー一ロ 備 鵤 銘 鯛
消雪施設 (歩道部) 他ガテノー靴ーロ れ " 糀 飾

所脱着ンーエチ 38 38 “ 93

視監緬□““置装柴収報情穂 幌 曝 穂 鰈
害
止

雪凍
防

良改盤路 ー 芻 獨 妙
渚雪流 鱒 郊 第 鸚
帯雪堆 “ 視 姐 鯲

写真 9 橋梁の落雪作業

　　べ
捌　　　　　　　があれは、この' 区の ,、ヨのレベルアッ

プが自分たちでもできるのになぁ=｣
　　　 　　

　　　　　　　　　- / 討議学校

□呂 小型除雪機を購入

　
　
住

材
に
堆
雪
し
た
雪
の
落
雪
対
策
と
し
て
、
梁
材
へ
融
雪
装

置
を
施
し
、
そ
の
対
策
を
図
っ
て
お
り
ま
す

(写
真
5
,

9
、
表
2
)
。

住民自らの手による除雪レベルアップ (みんな安心ゆきみちモデル事業概念図)

亘

新
た
は
取
組
み
に
つ
い
て

ー

住
民
協
働
の
取
組
み

平
成
一
七
年
度
か
ら
本
県
独
自
の
取
組
み
と
し
て
、
地

域
住
民
の
理
解
と
協
力
を
得
な
が
ら
、
地
域
と
の
連
携
を

図
り
、
き
め
細
か
な
除
雪
を
実
施
す
る
協
力
体
制
を
図
る

た
め
、
歩
道
除
雪
を
通
じ
て
住
民
協
働
に
よ
る
新
し
い
維

持
管
理
を
も
モ
デ
ル
的
に
行
う

｢み
ん
な
で
安
心
ゆ
き
み

ち
モ
デ
ル
事
業
｣
を
実
施
し
て
お
り
ま
す
。

こ
の
事
業
は
、
県
が
小
型
歩
道
除
雪
機
械
の
購
入
を
行

い
、
地
域
団
体
に
機
械
の
貸
与
や
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
保
険
の

支
援
を
行
い
、
地
元
市
町
村
は
機
械
の
燃
料
費
、
修
繕
費

を
支
援
し
、
県
管
理
歩
道
除
雪
は
も
と
よ
り
、
地
域
内
の

雑
搦
ぞ

が
議
統
晦

除
雪
も
地
域
住
民
に
よ
り

実
施
す
る
こ
と
が
可
能
な

制
度
と
し
て
い
ま
す
。

平
成
一
人
年
度
は
六
市

町
村
の
各
地
域
団
体
に
八

台
の
除
雪
機
械
を
貸
与

し
、
住
民
協
働
に
よ
り
除

0

雪
を
実
施
す
る
こ
と
と
し

頸

て
い
ま
す

(図
3
、
写
真

髄
)。

ノリ ;首夕千ヤ うnn‘ 1う

軽トラックで運搬

市町村に機械を配備

□
□
□

□
□
□

□
□
□

□
□
□

‐熔解硬変黎げで結構＼
.こ妬き手供達も安D け

　　　　



2

新
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
活
用
し
た
無
散
水
消
雪
施
設

本
県
で
は
、
冬
期
に
お
け
る
安
全
な
歩
行
空
間
を
確
保

す
る
た
め
、
こ
れ
ま
で
消
融
雪
施
設
の
整
備
を
進
め
そ
の

熱
源
と
し
て
は
、
地
下
水
、
電
気
、
ガ
ス
、
重
油
等
の
利

用
が
主
な
も
の
で
あ
り
ま
し
た
。

平
成
一
一
年
に
県
が
策
定
し
た

｢岩
手
県
環
境
基
本
計

画
｣
の
二
酸
化
炭
素
削
減
目
標
の
達
成
に
寄
与
す
る
こ
と図 4 一般国道397号道の駅 ｢種山ケ原｣ での実用化実験

を
目
的
に
、
平
成

一
五
~
-
七
年
度
ま
で
の
三
ヵ
年
で

｢木
質
バ
イ
オ
マ
ス
エ
ネ
ル
ギ
ー
｣
に
よ
る
歩
道
消
融
雪

施
設
の
実
用
化
に
向
け
、
県
工
業
技
術
セ
ン
タ
ー
に
委
託

し
、
燃
焼
試
験
及
び
融
雪
効
果
等
の
デ
ー
タ
を
検
討
し
、

環
境
に
や
さ
し
い
新
た
な
熱
源
と
し
て
の
利
用
に
向
け
取

り
組
ん
で
い
る
。

今
後
は
、
新
た
な
熱
源
と
し
て
、
間
伐
材
利
用
に
よ
る

森
林
保
全
や
先
導
的
利
用
に
よ
る
ペ
レ
ッ
ト
燃
料
、
ペ
レ

ッ
ト
ボ
イ
ラ
ー
の
普
及
等
の
効
果
や

｢環
境
首
都
｣
の
実

現
に
大
き
く
寄
与
す
る
も
の
と
期
待
さ
れ
て
い
る

(図

4
)
0

3

市
町
村
と
の
連
携

道
路
利
用
者
の
視
点
に
立
ち
、
県
と
市
町
村
が
相
互
に

連
携
を
図
る
こ
と
に
よ
り
、
よ
り
効
果
的
、
効
率
的
な
除

雪
を
目
指
し
、
道
路
利
用
者
へ
の
サ
ー
ビ
ス
の
向
上
を
図

る
た
め
、
新
た
に
市
町
村
と
の
連
携
に
よ
る
除
雪
に
取
組

み
、
今
年
度
は

｢岩
手
県
連
携
除
雪
基
本
計
画
｣
を
策
定

し
、
県
、
市
町
村
除
雪
連
携
会
議
を
踏
ま
え

｢路
線
交
換
｣

｢路
線
の
委
託
先
の
同
一
化
｣
等
に
取
組
む
こ
と
と
し
て

お
り
ま
す
。

霊

お
わ
り
に

本
県
で
は
県
民
を
対
象
と
し
た
銀
河
系
い
わ
て
モ
ニ
タ

ー
ア
ン
ケ
ー
ト

(県
民
意
識
調
査
)
を
実
施
、
今
後
の
施

策
に
反
映
す
る
こ
と
と
し
て
い
ま
す
が
、
今
年
度
七
月
に

写真判 岩手県の春の訪れを告げる
｢アスピーテライン｣ の除雪作業の様子 (背景は岩手山)

≦首矛千一彦 つnn六 1つ /!?

実
施
し
た
第
三
回
調
査
は

｢公
共
土
木
施
設
の
整
備
、
維

持
管
理
に
関
す
る
意
識
調
査
｣
が
行
わ
れ
、
そ
の
結
果
、

除
雪
、
路
面
凍
結
対
策
が
最
も
高
い
数
値
を
示
し
、
雪
氷

対
策
に
対
す
る
県
民
の
ニ
ー
ズ
と
大
き
な
期
待
が
寄
せ
ら

れ
て
お
り
ま
す
。

こ
の
た
め
、
今
後
も
よ
り
効
果
的
な
事
業
展
開
と
地
域

住
民
と
の
協
働
、
市
町
村
と
の
連
携
を
よ
り
積
極
的
に
進

め
、
雪
国
に
お
け
る
安
全
で
快
適
な
道
路
交
通
の
確
保
に

努
め
て
い
く
こ
と
と
し
て
お
り
ま
す
。



〔
一
審
判
決
〕
平
成
一
七
年
八
月
四
日

広
島
地
方
裁
判
所

請
求
一
部
認
容

(被
告
控
訴
)

〔控
訴
審
判
決
〕
平
成
一
人
年
二
月
二
日

広
島
高
等
裁
判
所

請
求
一
部
認
容

(確
定
)

は
じ
め
に

国
家
賠
償
法
二
条
一
項
の
営
造
物
の
設
置
又
は
管
理
の

瑕
疵
と
は
、
営
造
物
が
通
常
有
す
べ
き
安
全
性
を
欠
い
て

い
る
こ
と
を
い
い
、
瑕
疵
が
あ
っ
た
か
否
か
は
、
当
該
営

造
物
の
構
造
、
用
法
、
場
所
的
環
境
及
び
利
用
状
況
等
諸

般
の
事
情
を
総
合
考
慮
し
て
具
体
的
個
別
的
に
判
断
す
べ

き
も
の
で
あ
る
。

今
回
の
事
例
紹
介
は
、
二
人
乗
り
で
速
度
超
過
を
し
て

い
た
原
付
自
転
車
の
衝
突
事
故
に
お
い
て
、
原
告
が
道
路

管
理
者
に
対
し
、
国
家
賠
償
法
二
条
一
項
に
基
づ
き
、
損

害
賠
償
を
請
求
し
た
事
件
を
取
り
上
げ
、
道
路
の
通
常
有

-≦ ′◆ ‘
　

　
　 　 　

す
べ
き
安
全
性
に
つ
い
て
の
裁
判
所
に
お
け
る
判
断
を
紹

介
す
る
こ
と
と
す
る
。

岬

事
案
の
概
要
等

1

事
案
の
概
要

A
は
、
平
成
一
三
年
四
月
三
一日
、
後
部
座
席
に
友
人

を
乗
せ
、
三
原
市
内
の
市
道
を
原
動
機
付
自
転
車

(以
下

｢事
故
車
両
｣
と
い
う
。)
を
運
転
し
て
南
方
向
に
進
行
し

て
い
た
が
、
歩
道
上
の
街
路
樹
に
衝
突
し
て
死
亡
し
た
。

そ
こ
で
、
A
の
両
親
で
あ
る
被
控
訴
入
ら
が
、
同
市
道
に

設
置
さ
れ
た
マ
ン
ホ
ー
ル
が
、
先
の
三
月
二
四
日
に
発
生

し
た
芸
予
地
震
に
よ
り
隆
起
し
、
逆
に
沈
下
し
た
周
囲
の

ア
ス
フ
ァ
ル
ト
舗
装
と
の
間
に
段
差

(以
下
｢本
件
段
差
｣

と
い
う
。)
が
生
じ
て
い
た
た
め
、
事
故
車
両
は
バ
ラ
ン

ス
を
失
っ
て
、
本
件
事
故
が
発
生
し
た
と
し
て
、
市
道
を

管
理
す
る
控
訴
人
に
対
し
、
国
家
賠
償
法
二
条
一
項
に
基

づ
い
て
損
害
賠
償
を
求
め
る
事
案
で
あ
る
。

2

訴
訟
の
経
緯

原
審
は
、
本
件
段
差
に
よ
り
本
件
事
故
が
発
生
し
た

と
し
て
、
合
計
二
、
八
三
六
万
円
と
損
害
金
の
支
払
を

命
じ
た
。
な
お
、
原
審
は
、
A
に
は
、
速
度
超
過
、
定

員
外
乗
車
、
ヘ
ル
メ
ッ
ト
未
装
着
の
過
失
が
あ
っ
た
と

し
て
、
五
割
の
過
失
相
殺
を
し
た
。

こ
れ
に
対
し
、
道
路
管
理
者
で
あ
る
控
訴
人
は
、
原

審
の
裁
判
所
が
、
本
件
事
故
が
本
件
段
差
に
よ
り
生
じ

た
と
認
定
し
た
こ
と
、
過
失
相
殺
の
割
合
を
5
割
し
か

認
め
な
か
っ
た
こ
と
を
不
服
と
し
て
、
控
訴
を
提
起
し

た
。
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3

争
い
の
な
い
事
実
等

争
い
の
な
い
事
実
及
び
証
拠
、
弁
論
の
全
趣
旨
に
ょ

二
人
乗
り
で
速
度
皹
過
を
し
て
い
た
原
動
機
付
園
幟
草
の

衝
突
事
鞠
に
漉
い
て
道
略
の
管
理
の
瑕
疵
が
争
わ
れ
た
事
例

-
三
原
市
道
原
動
機
付
自
転
車
衝
突
事
故
損
害
賠
償
請
求
事
件
-

道
路
局
道
路
交
通
管
理
課

岡
崎

之
彦



り
認
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
事
実
は
、
次
の
と
お
り
で
あ

る
。の

本
件
事
故

本
件
事
故
の
概
要
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

ア

日

時
…平
成
一
三
年
四
月
一
二
日

午
後
一
時
五
〇
分
こ
ろ

イ

場

所
…
三
原
市
円
一
町
内
の
三
原
市
円
一
町

一
号
線

ウ

運

転

者

“
A

(昭
和
六
〇
年
三
月
四
日
生
)

エ

事
故
車
両
…原
動
機
付
自
転
車

オ

同
乗
者
…
B

力

態

様
…事
故
車
両
が
歩
道
上
の
街
路
樹
に
衝

突

②

本
件
市
道

三
原
市
円
一
町
一
号
線
は
、
控
訴
人
が
管
理
す
る
市
道

で
あ
る
。
三
原
駅
前
か
ら
市
街
地
を
南
下
し
て
沼
田
川
に

至
る
市
道
で
あ
り
、
通
行
量
は
比
較
的
多
い
。
本
件
事
故

現
場
付
近
の
市
道
は
、
車
道
は
片
側
一
車
線
で
、
そ
の
外

側
に
自
転
車
原
付
専
用
通
行
帯
が
設
け
ら
れ
、
こ
れ
ら
は

一
体
と
し
て
ア
ス
フ
ァ
ル
ト
舗
装
さ
れ
、
そ
の
間
に
は
白

線
が
弓
か
れ
て
い
る
。
同
通
行
帯
の
外
側
に
は
蓋
付
側
溝

が
あ
り
、
そ
の
外
側
は
歩
道
で
あ
る
。

③

本
件
マ
ン
ホ
ー
ル

事
故
車
両
が
衝
突
し
た
街
路
樹
か
ら
北
方
約
二
二
m
の

本
件
市
道
上
に
幹
線
マ
ン
ホ
ー
ル
蹄
腿
が
あ
る
。
本
件
マ

ン
ホ
ー
ル
は
、
広
島
県
土
木
事
務
所
長
が
三
原
市
長
か
ら

本
件
市
道
の
占
用
許
可
を
受
け
た
沼
田
川
流
域
下
水
道
事

業
に
伴
う
人
孔
で
あ
る
。

本
件
マ
ン
ホ
ー
ル
は
、
本
件
市
道
東
側
の
自
転
車
原
付

専
用
通
行
帯
の
中
央
の
や
や
歩
道
よ
り
に
設
置
さ
れ
て
い

る
。
同
通
行
帯
の
幅
は
一
･
二
五
m
で
あ
り
、
本
件
マ
ン

ホ
ー
ル
の
直
径
は
六
二
･
五
m
で
あ
り
、
同
通
行
帯
を
通

行
す
る
自
転
車
、
原
動
機
付
自
転
車
の
多
く
が
本
件
マ
ン

ホ
ー
ル
の
上
を
通
過
す
る
状
況
に
あ
る
。

@
芸
予
地
震

平
成
一
三
年
三
月
二
四
日
午
後
三
時
二
人
分
、
安
芸
灘

を
震
源
と
す
る
マ
グ
ニ
チ
ュ
ー
ド

(M
)
“
の
芸
予
地
震

が
発
生
し
、
広
島
県
南
部
に
大
き
な
被
害
を
惹
起
し
た
。

広
島
県
土
木
事
務
所
で
は
、
同
日
午
後
五
時
こ
ろ
、
幹
線

マ
ン
ホ
ー
ル
部
の
二
カ
所
で
段
差
が
発
生
し
た
と
の
情
報

に
接
し
、
午
後
五
時
一
〇
分
こ
ろ
道
路
管
理
者
で
あ
る
控

訴
人
に
通
報
す
る
と
と
も
に
、
午
後
五
時
三
〇
分
こ
ろ
幹

線
マ
ン
ホ
ー
ル
鮠
刎
、
脆
22
の
現
地
を
確
認
す
る
と
既
に

バ
リ
ケ
ー
ド
で
安
全
は
確
保
さ
れ
て
お
り
、
幹
線
全
線
に

つ
い
て
も
目
視
に
よ
り
点
検
し
た
。
ま
た
、
土
木
事
務
所

は
、
同
月
二
六
日
に
控
訴
人
か
ら
段
差
が
発
生
し
た
箇
所

の
復
旧
依
頼
を
受
け
て
、
同
月
二
九
日
に
補
修
工
事
を
完

了
し
た
。

◎

本
件
段
差

芸
予
地
震
に
よ
り
、
本
件
マ
ン
ホ
ー
ル
周
囲
の
ア
ス
フ

ァ
ル
ト
舗
装
は
約
0
･
二
皿
か
ら
五
･
八
節
沈
下
し
、
本

件
マ
ン
ホ
ー
ル
は
約
四

･
八

m
浮
き
上
が
っ
た
。

回

A
の
死
亡

A
は
、
平
成
一
三
年
四
月
一
二
日
午
後
二
時
五
〇
分
こ

ろ
、
本
件
事
故
に
よ
り
、
広
島
県
三
原
市
内
で
死
亡
し
た
。

の

補
修
舗
装
工
事

平
成
一
三
年
四
月
一
六
日
、
広
島
県
土
木
事
務
所
と
控

訴
人
と
が
、
本
件
事
故
に
つ
い
て
協
議
を
し
た
。
控
訴
人

は
、本
件
マ
ン
ホ
ー
ル
に
浮
き
上
が
り
が
見
ら
れ
る
の
で
、

安
全
確
保
の
立
場
か
ら
補
修
を
要
望
し
た
の
に
対
し
、
土

木
事
務
所
は
、
マ
ン
ホ
ー
ル
は
土
木
事
務
所
で
補
修
し
、

補
修
ま
で
の
間
は
バ
リ
ケ
ー
ド
等
で
安
全
を
確
保
す
る
と

の
対
応
方
針
を
示
し
た
。
こ
れ
に
基
づ
き
、
同
月
二
六
日
、

二
七
日
、
土
木
事
務
所
は
、
本
件
マ
ン
ホ
ー
ル
と
周
囲
の

ア
ス
フ
ァ
ル
ト
舗
装
と
の
上
下
差
を
解
消
す
る
補
修
舗
装

工
事
を
行
っ
た
。

二

主
な
争
点
と
当
事
者
の
主
張

1

本
件
段
差
と
本
件
事
故
と
の
因
果
関
係

(控
訴
人
の
責
任
)

獨

被
控
訴
入
ら
の
主
張

芸
予
地
震
に
よ
り
本
件
段
差
が
生
じ
て
い
た
か
ら
、
控

訴
人
は
、
直
ち
に
安
全
対
策
を
講
じ
る
べ
き
で
あ
っ
た
の

に
、
こ
れ
を
放
置
し
た
。
そ
の
結
果
、
A
は
事
故
車
両
を

運
転
し
て
本
件
市
道
上
を
走
行
中
、
本
件
マ
ン
ホ
ー
ル
を

通
過
し
た
際
に
事
故
車
両
が
バ
ウ
ン
ド
し
て
バ
ラ
ン
ス
を

失
い
、
歩
道
上
の
街
路
樹
に
衝
突
し
て
本
件
事
故
と
な
っ

た
。
本
件
事
故
は
、
本
件
市
道
の
瑕
疵
に
起
因
す
る
。
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②

控
訴
人
の
主
張

本
件
事
故
は
、
先
行
車
が
右
折
合
図
を
し
た
こ
と
に
よ

り
、
A
が
事
故
車
両
の
操
作
を
誤
っ
て
発
生
し
た
も
の
で

あ
り
、
本
件
マ
ン
ホ
ー
ル
は
無
関
係
で
あ
る
。
芸
予
地
震

に
よ
り
本
件
段
差
が
生
じ
て
い
た
こ
と
は
認
め
る
が
、
そ

の
高
低
差
は
僅
か
で
あ
り
、
通
常
の
運
転
を
し
て
い
れ
ば

危
険
を
生
じ
る
も
の
で
は
な
く
、
瑕
疵
と
は
い
え
な
い
。

本
件
事
故
は
、
A
が
、
免
許
取
得
当
日
に
速
度
超
過
、
二

人
乗
り
、
ヘ
ル
メ
ッ
ト
不
着
用
と
い
う
危
険
運
転
を
し
た

こ
と
に
起
因
す
る
。

2

過
失
相
殺
の
割
合

の

控
訴
人
の
主
張

A
は
、
本
件
事
故
当
日
運
転
免
許
を
取
得
し
た
ば
か
り

で
、
原
動
機
付
自
転
車
に
B
を
同
乗
さ
せ
て
走
行
し
て
い

た
の
で
あ
り
、
道
路
交
通
法
五
十
五
条

(設
備
外
乗
車
)、

同
法
五
十
七
条

(定
員
外
乗
車
)
の
規
定
に
違
反
し
、
ま

た
、
乗
車
用
ヘ
ル
メ
ッ
ト
を
装
着
し
な
い
と
い
う
反
則
行

為
を
犯
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
本
件
事
故
現
場
の
制
限
速

度
は
、
原
動
機
付
自
転
車
三
〇
蝿
で
あ
る
が
、
A
は
、
制

限
速
度
を
遥
か
に
超
え
る
暴
走
行
為
を
し
て
い
た
。
以
上

か
ら
す
る
と
、
A
に
は
重
大
な
過
失
が
存
在
し
、
そ
の
過

失
割
合
は
七
か
ら
八
割
で
あ
る
。

②
被
控
訴
入
ら
の
主
張

A
に
は
、
本
件
事
故
の
際
に
速
度
超
過
、
二
人
乗
り
、

ヘ
ル
メ
ッ
ト
不
着
用
の
道
路
交
通
法
違
反
が
あ
る
が
、
A

の
過
失
割
合
は
五
0
%
が
相
当
で
あ
る
。

②
前
記
争
い
の
な
い
事
実
等
の
◎
の
本
件
段
差
の
程

度
に
、
上
記
①
の
認
定
事
実
を
総
合
勘
案
す
れ
ば
、

三

主
意
争
点
に
対
す
る
裁
判
所
の
判
断

主

文
控
訴
人
は
被
控
訴
人
ら
に
対
し
、
そ
れ
ぞ
れ
八
三
三
万

円
及
び
こ
れ
に
対
す
る
平
成
一
三
年
四
月
三
一日
か
ら
支

払
ず
み
ま
で
年
五
分
の
割
合
に
よ
る
金
員
を
支
払
え
。

-

本
件
段
差
と
本
件
事
故
と
の
因
果
関
係

の
前
記
争
い
の
な
い
事
実
等
、
証
拠
及
び
弁
論
の
全

趣
旨
に
よ
れ
ば
、
次
の
事
実
を
認
定
す
る
こ
と
が
で

き
｣る
0

ア

平
成

一
三
年
四
月

三
一日
午
後

一
時
五
〇
分

頃
、
A
は
、
事
故
車
両
に
B
を
乗
せ
て
、
ヘ
ル
メ

ッ
ト
を
着
用
せ
ず
に
、
本
件
市
道
を
三
原
駅
方
面

か
ら
沼
田
川
方
面
に
向
け
て
走
行
し
て
い
た
。
本

件
マ
ン
ホ
ー
ル
の
手
前
約
二
0
m
の
と
こ
ろ
で
事

故
車
両
は
車
道
を
走
行
し
て
先
行
す
る
C
運
転
の

原
動
機
付
自
転
車
を
追
い
抜
い
た
。
こ
の
と
き
の

事
故
車
両
の
速
度
は
、
後
記
2
の
②
で
検
討
す
る

と
お
り
時
速
約
五
〇
師
か
ら
六
〇
皿
で
あ
っ
た
。

イ

事
故
車
両
は
、
そ
の
後
、
車
道
か
ら
自
転
車
原

付
専
用
通
行
帯
に
進
入
し
た
が
、
本
件
マ
ン
ホ
ー

ル
上
を
通
過
し
た
際
に
事
故
車
両
は
バ
ウ
ン
ド
し

た
。
こ
の
バ
ウ
ン
ド
で
事
故
車
両
は
バ
ラ
ン
ス
を

失
い
、
約
二
二
m
先
の
歩
道
上
の
街
路
樹
に
衝
突

し
た
。

本
件
段
差
が
、
本
件
事
故
の
原
因
と
な
っ
た
と
認
め

る
の
が
相
当
で
あ
る
。

③
こ
の
点
、
控
訴
人
は
、
本
件
段
差
と
街
路
樹
と
の

間
が
約
二
二
m
離
れ
て
い
る
か
ら
、
本
件
事
故
と
の

因
果
関
係
は
な
い
と
主
張
す
る
が
、
そ
の
趣
旨
は
、

本
件
段
差
に
よ
り
バ
ラ
ン
ス
を
崩
し
た
と
す
る
と
、

そ
の
状
態
で
約
二
二
m
走
行
し
た
こ
と
に
な
り
不
自

然
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
バ
ウ
ン
ド

し
た
り
バ
ラ
ン
ス
を
崩
し
た
か
ら
と
い
っ
て
必
ず
し

も
転
倒
す
る
と
は
限
ら
な
い
か
ら
、
控
訴
人
の
主
張

に
は
理
由
が
な
い
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。

④
ま
た
、
新
聞
記
事
に
は
、
本
件
事
故
が
、
事
故
車

両
に
先
行
し
て
進
行
し
て
い
た
車
両
が
右
折
合
図
を

し
た
こ
と
が
原
因
で
、
A
が
事
故
車
両
の
操
作
を
誤

っ
て
発
生
し
た
と
警
察
は
み
て
い
る
旨
の
記
事
が
掲

載
さ
れ
て
お
り
、
控
訴
人
は
こ
の
記
事
を
根
拠
に
、

同
旨
の
主
張
を
す
る
。
し
か
し
、
証
拠
に
よ
れ
ば
、

当
時
警
察
署
警
部
補
の
D
は
、
本
件
事
故
の
実
況
見

分
を
担
当
し
、
事
故
直
後
に
前
記
右
折
車
両
の
運
転

者
か
ら
事
故
状
況
を
聴
取
し
た
上
で
、
本
件
マ
ン
ホ

ー
ル
周
囲
の
陥
没
が
本
件
事
故
の
一
因
で
あ
る
と
判

断
し
、
前
記
記
事
に
は
関
知
し
て
お
ら
ず
、
ま
た
、

実
況
見
分
を
補
助
し
た
警
察
官
E
も
同
記
事
に
は
関

知
し
て
い
な
い
と
み
と
め
ら
れ
る
の
で
あ

っ
て
、
本
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件
全
証
拠
に
よ
る
も
、
同
記
事
の
根
拠
は
不
明
で
あ

っ
て
、
同
記
事
か
ら
直
ち
に
控
訴
人
の
主
張
を
採
用

す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

③
道
路
に
凹
凸
が
あ
る
と
通
行
す
る
者
に
と
っ
て
危

険
で
あ
る
か
ら
、
あ
る
程
度
平
坦
で
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
が
、
そ
の
通
常
の
通
行
方
法
を
著
し
く
逸
脱
し

て
通
行
す
る
者
の
存
在
ま
で
を
想
定
し
て
、
そ
の
平

坦
さ
を
維
持
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
で
は
な

い
。
こ
れ
を
本
件
で
見
る
と
、
控
訴
人
管
理
の
本
件

市
道
内
に
存
在
す
る
マ
ン
ホ
ー
ル
の
う
ち
二
ヵ
所

で
、
芸
予
地
震
に
よ
り
、
段
差
が
生
じ
た
た
め
に
、

そ
の
補
修
工
事
を
要
し
た
こ
と
、
本
件
段
差
の
程
度

は
前
判
-不
の
と
お
り
で
あ
る
こ
と
か
ら
す
る
と
、
A

が
事
故
車
両
を
通
常
の
通
行
方
法
を
著
し
く
逸
脱
し

て
通
行
し
た
な
ど
の
特
段
の
事
情
の
な
い
限
り
、
本

件
市
道
に
瑕
疵
が
あ
っ
た
と
推
認
す
る
の
が
相
当
で

あ
る
。
こ
の
点
、
A
の
通
行
方
法
が
問
題
と
な
る
が
、

原
動
機
付
自
転
車
の
二
人
乗
り
は
、
違
法
で
は
あ
る

も
の
の
予
測
の
範
囲
内
の
こ
と
で
あ
り
、
こ
の
こ
と

を
理
由
に
瑕
疵
で
な
く
な
る
と
い
う
こ
と
は
で
き
な

い
し
、
乗
車
用
ヘ
ル
メ
ッ
ト
の
未
装
着
は
本
件
事
故

の
発
生
と
は
関
係
が
な
い
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

A
の
速
度
違
反
は
後
に
検
討
す
る
が

(2
の
②
)、

こ
れ
が
本
件
事
故
の
発
生
に
相
当
影
響
を
与
え
た
こ

と
は
否
定
で
き
な
い
け
れ
ど
、
原
動
機
付
自
転
車
が

時
速
約
五
〇
蹴
か
ら
六
〇
節
の
速
度
で
走
行
す
る
こ

と
は
予
想
の
範
囲
内
で
あ
る
し
、
こ
の
程
度
の
速
度

れ
ば
、
実
況
見
分
調
書
に
当
然
そ
の
旨
の
指
摘
が
さ

“

超
過
で
交
通
の
危
険
が
発
生
す
る
の
で
は
、
道
路
と

し
て
の
平
坦
さ
を
欠
く
と
い
う
の
が
相
当
で
あ
る
。

⑥
控
訴
人
は
、
道
路
法
十
六
条
一
項
に
よ
り
本
件
市

道
を
管
理
す
る
地
方
公
共
団
体
で
あ
る
か
ら
、
国
家

賠
償
法
二
条
一
項
に
基
づ
い
て
、
道
路
に
瑕
疵
が
あ

っ
た
た
め
に
生
じ
た
損
害
に
つ
い
て
賠
償
責
任
を
負

う
。
従
っ
て
、
本
件
市
道
の
瑕
疵
に
よ
り
A
に
生
じ

た
後
記
損
害
に
つ
い
て
賠
償
責
任
を
負
う
。

2

過
失
割
合
に
つ
い
て

①
A
は
、
本
件
事
故
当
時
、
原
動
機
付
自
転
車
に
B

を
同
乗
さ
せ
て
走
行
し
て
い
た
の
で
あ
り
、
ま
た
、

乗
車
用
ヘ
ル
メ
ッ
ト
を
装
着
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と

は
前
判
示
の
と
お
り
で
あ
る
。

②
事
故
車
両
の
速
度
に
つ
い
て
、
控
訴
人
は
、
時
速

約
七
〇
蹴
と
聞
い
た
と
す
る
原
審
証
人
D
の
証
言
を

援
用
す
る
。
確
か
に
、
証
拠
及
び
弁
論
の
全
趣
旨
に

よ
れ
ば
、
D
は
、
本
件
事
故
の
目
撃
者
の
C
か
ら
、

時
速
三
〇
蝿
か
ら
三
五
師
で
進
行
し
て
い
た
と
き
に

追
い
越
さ
れ
た
の
で
、
事
故
車
両
の
時
速
を
七
〇
蝿

と
判
断
し
た
旨
間
い
た
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
。
し
か

し
な
が
ら
、
本
件
事
故
に
つ
い
て
は
A
を
業
務
上
過

失
傷
害
被
疑
事
件
の
被
疑
者
と
し
て
、
事
故
車
両
の

実
況
見
分
が
な
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
、
事
故
車
両
の

ス
ピ
ー
ド
リ
ミ
ッ
タ
ー
が
解
除
さ
れ
て
い
た
の
で
あ

れ
る
は
ず
で
あ
る
の
に
、
そ
の
旨
の
記
載
が
認
め
ら

れ
な
い
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
原
動
機
付
自
転
車
が
時

速
六
0
m
以
上
の
速
度
で
走
行
し
て
い
た
と
は
考
え

に
く
く
、
事
故
車
両
が
時
速
七
〇
蹴
の
速
度
で
あ
っ

た
と
す
る
控
訴
人
の
主
張
は
採
用
し
難
い
。

前
記
D
の
証
言
を
前
提
と
す
れ
ば
、
事
故
車
両
の

速
度
は
、
時
速
三
五
師
を
超
え
て
い
た
と
認
め
る
こ

と
が
で
き
る
け
れ
ど
、
そ
の
正
確
な
速
度
を
的
確
に

認
定
す
る
に
足
り
る
証
拠
は
な
い
。
し
か
し
、
A
は

死
亡
し
て
い
る
こ
と
の
ほ
か
、
弁
論
の
全
趣
旨
に
よ

れ
ば
、
芸
予
地
震
後
本
件
事
故
が
起
こ
る
ま
で
の
一

九
日
間
本
件
段
差
に
よ
る
交
通
事
故
が
発
生
し
な
か

っ
た
と
認
め
る
こ
と
が
で
き
、
こ
れ
に
前
判
示
の
と

お
り
、
本
件
市
道
の
交
通
量
は
比
較
的
多
い
こ
と
、

自
転
車
原
付
専
用
通
行
帯
を
通
行
す
る
自
転
車
、
原

動
機
付
自
転
車
の
多
く
が
本
件
マ
ン
ホ
ー
ル
上
を
通

過
す
る
状
況
に
あ
る
こ
と
を
考
え
併
せ
る
と
、
事
故

車
両
は
少
な
く
と
も
時
速
約
五
〇
輌
の
速
度
で
走
行

し
て
い
た
と
認
め
る
の
が
相
当
で
あ
る
。

そ
う
す
る
と
、
事
故
車
両
は
、
時
速
約
五
〇
知
か

ら
六
0
m
の
速
度
で
走
行
し
て
い
た
と
認
め
る
べ
き

で
あ
る
。

③
A
が
原
動
機
付
自
転
車
に
B
を
同
乗
さ
せ
て
走
行

道イテセ 2006,12

し
て
い
た
こ
と
は
、
道
路
交
通
法
五
十
五
条
、
五
十

七
条
に
違
反
す
る
も
の
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
が
事
故



車
両
の
安
定
性
を
害
し
、
本
件
事
故
の
一
因
と
な
っ

た
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
し
、
A
が
事
故
車
両
を
時

速
約
五
0
m
か
ら
六
〇
如
の
速
度
で
走
行
し
て
い
た

こ
と
が
本
件
事
故
の
大
き
な
原
因
と
な
っ
た
こ
と

は
、
芸
予
地
震
後
本
件
事
故
が
起
こ
る
ま
で
に
交
通

責

任

な

し

事
故
が
発
生
し
な
か
っ
た
点
か
ら
も
是
認
で
き
る
と

こ
ろ
で
あ
る
。
ま
た
、
A
が
乗
車
用
ヘ
ル
メ
ッ
ト
を

0

装
着
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
は
同
法
七
十
一
条
の
四

N

第
二
項
に
違
反
す
る
も
の
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
が
本

･

、
l
薹ノ

ノ

件
事
故
の
結
果
を
拡
大
さ
せ
た
と
認
め
る
こ
と
が
で

構
し

の
慮

き
る
。

物
考造営藪競り嬢斑度操縦護熟議ろ輻輳 離港〕て具体的個別的に判断すべき (53.7.4)

④
以
上
の
と
こ
ろ
を
総
合
し
て
勘
案
す
る
と
、
本
件

〉

、を

　

　
　　

事
故
に
関
す
る
A
の
過
失
は
七
割
と
認
め
る
の
が
相

?

か

か
事

効
効

効

り

る

う
の

っ
っ

粉

あ設置又は管理の瑕疵あり

損害の発生との間に因果関係があるか ?

営造物に危険性があったか ?
設置管理者に予見可能性があったか ?
設置管理者に回避可能性があったか ?

〈通常有すべき安全性を欠いているか ?〉

設置 ･管理に瑕疵があったかどうかは

設置又は管理に瑕疵があるか ?

国賠法S 2 の適用フロー

被害者に過失はあったか ?

当
で
あ
る
。

4

結
論

以
上
の
と
お
り
、
被
控
訴
入
ら
の
請
求
は
、
そ
れ
ぞ
れ

の

管

き
け
及
承

鞘
に
こ

る
遅
延
損
害
金
の
支
払
を
求
め
る
限
度
で
理
由
が
あ
り
、

‘
“
法
蛔

イ
ロ
ハ

そ
の
余
は
理
由
が
な
い
か
ら
棄
却
す
べ
き
で
あ
る
。
よ
っ

造
用
体

営

、具

て
、
こ
れ
と
一
部
異
な
る
原
判
決
を
上
記
の
と
お
り
変
更

/挺し“

す
る
こ
と
と
し
、
主
文
の
と
お
り
判
決
す
る
。

ノ

、

“ 道行セ 2006.12



当事者の主張及び高等裁判所の判断のポイント

一審原告の主張 一審被告 (道路管理者)の主張 高等裁判所の判断

争
点
①

本
件
段
差
と
本
件
事
故
と
の
因
果
関
係

･ 芸予地震により本件段差が
生じていたから、 控訴人は、
直ちに安全対策を講じるべき
であったのに、 これを放置し
た。

･ その結果、 A は事故車両を
運転して本件市道上を走行
中、 本件マンホールを通過し
た際に事故車両がバウンドし
てバランスを失い、 歩道上の
街路樹に衝突して本件事故と
なった。

…… - ･‐･･‐ 曼 -- - -----…

◎ 本件事故は、本件市道の瑕
疵に起因する.

･ 本件事故は、先行車が右折
合図をしたことにより、 A が
事故車両の操作を誤って発生
したものであり、 本件マンホ
ールは無関係である。

･ 芸予地震により本件段差が
生じていたことは認めるが、
その高低差は僅かであり、通
常の運転をしていれば危険を
生じるものではなく、 瑕疵と
はいえない。

･ 通常の通行方法を著しく逸脱し
て通行する者の存在までを想定し
て、その平坦さを維持しなければ
ならないものではない。

･ A が事故車両を通常の通行方法
を著しく逸脱して通行したなどの
特段の事情のない限り、本件市道
に瑕疵があったと確認するのが相
当

･ 原動機付自転車の二人乗睨ま、
違法ではあるものの予測の範囲内
のことであり、 このことを理由に
瑕疵でなくなるということはでき
ない。

･ 乗車用ヘルメットの未装着は本
件事故の発生とは関係がない。

･ 原動機付自転車が時速約 5 0 km

から 6 0 細の速度で走行すること
は予想の範囲内

･ この程度の速度超過で交通の危
険が発生するのでは、 道路として
の平坦さを欠くというのが相当

@ 本件事故は、 A が、免許取
得当日【こ速度超過、二人乗り、
ヘルメット不着用という危険
運転をしたことに起因する。

◎ 本件段差の程度に認定事実を総
合的勘案すれば、本件段差が本件
事故の原因となったと認めるのが
相当。

◎ 本件市道の瑕疵によりA に生じ
た損害について賠償責任を負う。

争
点
②

過

失

相

殺

の

割

合

･ A は、本件事故当 R運転免
許を取得したばかりで、原動
機付自転車にBを同乗させて
走行していたのであり、 道路
交通法5 5条 (設備外乗車)、
同法 5 7条 (定員外乗車) の
規定に違反し、また、乗車用
ヘルメットを装着しないとい
う反則行為を犯している。

･ 本件事故現場の制限速度
は、原動機付自転車3 0 k皿で

あるが、 A は、制限速度を遥
かに超える暴走行為をしてい
た。

･ 八が原動機付自転車にB を同乗
させて走行していたことは、 道路
交通法 5 5 条、 5 7条に違反する
ものであり、 このことが事故車両
の安定性を害し、本件事故の一因
となったことは否定できない。

･ A が事故車両を時速約 6 0 km か

ら 6 0 kmの速度で走行していたこ
とが本件事故の大きな原因となっ
たことは、芸予地震後本件事故が
起こるまでに交通事故が発生しな
かった点からも是認できる。

･ 八が乗車用ヘルメットを装着し
ていなかったことは同法 7 l 条の
4 第 2 項に違反するものであり、
このことが本件事故の結果を拡大
させたと認める。

◎ A には、本件事故の瞭に速
度超過、 二入寮り、 ヘルメッ
ト不着用の道路交通法違反が
あるが、 A の過失割合は5 0
% が相当

◎ Aには重大な過失が存在
し、その過失割合はフから8
割である。

割と認めるのが相当
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艦れ鬱鰺朧嶬

ご

か

や
ま

世
界
遺
産
垂
範
曲
と
遭
の
歴
史

◆
世
界
遺
産
合
掌
集
落
五
箇
山

皆
さ
ん
は

『趣
中
五
箇
山
』
を
ご

存
知
で
し
ょ
う
か

(図
上

。

五
箇
山
を
知
ら
な
い
人
で
も
、
合

　
　　　
　

幽
榊
1

も
き
ノ

蠣
も
が

　
　
　

富
山
県
塾
泉
事
務
所

中
村

信
悟

掌
造
り
の
建
物
は
見
た
り
聞
い
た
り

し
た
こ
と
が
あ
る
で
し
ょ
う
。

富
山
県
高
岡
市
か
ら
国
道
一
五
六

号
を
庄
川
沿
い
に
南
下
し
て
い
く

〉
箇

と
、
関
西
電
力
小
牧
ダ
ム
の
あ
た
り

か
ら
急
に
両
岸
が
接
近
し
、
紅
葉
の

美
し
い
庄
川
峡
に
入
っ
て
い
き
ま

す
。
ダ
ム
の
湖
面
と
山
の
斜
面
の
間

を
ロ
ッ
ク
シ
ェ
ッ
ド
や
ス
ノ
ー
シ
ェ

ッ
ド
に
守
ら
れ
な
が
ら
、
三
〇
分
ほ

ど
車
を
走
ら
せ
る
と
五
箇
山
に
到
着

し
ま
す
。

五
箇
山
は
平
家
の
落
人
伝
説
で
知

ら
れ
、
狩
衣
を
着
て
踊
る

｢こ
き
り

こ
節
｣
や
脇
差
し
を
腰
に
差
し
武
士

の
格
好
で
踊
る

｢麦
屋
節
｣
な
ど
民

謡
の
宝
庫
と
し
て
も
有
名
で
あ
る

が
、
何
と
い
っ
て
も
、
平
成
七
年
度

世
界
遺
産
に
指
定
さ
れ
た
相
倉
と
菅

沼
の
二
つ
の
合
掌
集
落
が
あ
る
こ
と

五箇山合掌集落

で
知
ら
れ
て
い
ま
す

(写
真
-
)。

こ
の
世
界
遺
産
は
普
通
の
民
衆
が

建
て
た
も
の
で
あ
り
、
決
し
て
盲墾
畢

で
も
な
い
し
派
手
さ
も
な
い
が
、
今

な
お
、
そ
の
中
で
日
々
の
生
活
が

脈
々
と
営
ま
れ
て
い
る
こ
と
が
、
他

鰯
の
世
墨
窪

に
比
べ
て
特
異
な
点
で

掌

あ
り
ま
す
。

箇五

◆
道
と
暮
ら
し

-

こ
の
よ
う
に
今
で
は
全
国
的
に
有

真

-

写

名
に
な
っ
た
五
箇
山
で
す
が
、
ほ
ん

の
二
〇
余
年
前
ま
で
は
、
ま
さ
に
秘

境
そ
の
も
の
で
し
た
。
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西から東から



そ
れ
ま
で
の
道
路
は
道
幅
が
狭

く
、
ま
た
冬
季
に
は
雪
崩
の
危
険
が

高
い
た
め
、
昔
か
ら
た
く
さ
ん
の
人

が
雪
崩
に
巻
き
込
ま
れ
た
り
、
谷
底

に
転
落
し
て
亡
く
な
り
ま
し
た
。

人
々
は
そ
の
谷
を

『人
喰
谷
』
と
い

っ
て
恐
れ
ま
し
た
。

そ
の
た
め
、
冬
期
間
の
物
資
輸
送

は
ダ
ム
湖
を
利
用
し
て
船
に
よ
っ
て

運
搬
し
ま
し
た
。
し
か
し
、
上
流
部

に
く
る
と
、川
底
が
浅
く
な
る
た
め
、

大
型
船
か
ら
笹
舟
に
積
み
替
え
な
け

れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
こ
の
よ
う
に
し

て
、
小
牧
ダ
ム
と
祖
山
ダ
ム
の
二
つ

の
ダ
ム
を
乗
り
越
え
て
五
箇
山
ま
で

荷
物
を
運
搬
し
て
い
た
の
で
す

(写写真 2 小牧ダム

真
2
)。

さ
ら
に
ダ
ム
が
で
き
る
以
前
に

は
、
人
間
が
郵
便
物
や
荷
物
を
肩
に

担
い
で
、
雪
崩
の
危
険
の
あ
る
道
路

を
避
け
て
尾
根
沿
い
に
い
く
つ
も
峰

を
越
え
て
運
搬
す
る
逓
送
隊
を
組
織

し
て
、
ま
さ
に
命
が
け
で
荷
物
を
運

ん
で
い
た
の
で
す
。

五
箇
山
が
こ
の
よ
う
な
苦
し
い
生

活
か
ら
解
放
さ
れ
た
の
は
、
昭
和
五

五
年
度
の
国
道
一
五
六
号
の
全
線
開

通
に
よ
り
ま
す
。

道
が
で
き
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
冬

で
も
海
の
魚
の
刺
身
が
食
べ
ら
れ
る

よ
う
に
な
る
な
ど
、
食
生
活
も
変
化

し
、
地
域
全
体
に
豊
か
な
暮
ら
し
を

も
た
ら
し
た
の
で
す
。

◆
造
と
雪

合
掌
造
り
が
雪
の
重
さ
に
耐
え
る

構
造
と
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
わ

か
る
よ
う
に
、
五
箇
山
は
豪
雪
地
帯

で
あ
り
ま
す
。
近
年
、
暖
冬
傾
向
が

続
く
と
い
う
も
の
の
、
毎
年
二
m
を

超
え
る
積
雪
を
記
録
し
て
い
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
状
況
の
下
、
唯
一
の
物

写真3 国道156号のスノーシェッド

　
　
　

　
　

　
　
　
　

　

、
もず
税

エ

　　　
　

　　

道キテセ 2006,l2 55

雪
に
関
す
る
事
故
に
は
、
天
候
、

気
温
、
積
雪
深
、
風
力
、
風
向
、
日

照
、
雪
面
の
状
態
な
ど
様
々
な
要
因

が
複
合
的
に
作
用
す
る
た
め
、
ど
う

し
て
も
人
間
の
経
験
や
感
覚
に
頼
ら

ざ
る
を
得
な
い
こ
と
が
多
い
け
れ

ど
、
雪
の
状
態
や
性
質
が
定
量
的
に

解
明
さ
れ
、
災
害
発
生
の
未
然
防
止

及
び
被
害
の
軽
減
に
繋
が
っ
て
い
く

こ
と
を
願
っ
て
い
ま
す
。

流
手
段
で
あ
る
道
路
を
確
保
す
る
た

め
に
懸
命
の
努
力
が
続
け
ら
れ
て
い

ま
す

(写
真
3
･
4
)。

雪
の
持
つ
様
々
な
状
態
で
の
危
険

性
を
事
前
に
予
知
し
て
、
事
故
を
未

然
に
防
止
す
る
技
術
と
能
力
と
感
覚

が
必
要
な
の
で
す
。
降
雪
、
凍
結
、

落
雪
、
雪
崩
、
融
雪
な
ど
降
り
始
め

か
ら
雪
が
消
え
て
な
く
な
る
ま
で
、

一
二
月
か
ら
五
月
ま
で
の
六
カ
月

間
、毎
日
緊
張
の
日
々
が
続
き
ま
す
。

事
故
発
生
が
、
直
接
管
理
瑕
疵
に
繋

が
る
こ
と
が
多
く
、
道
路
管
理
者
の

責
任
は
非
常
に
重
い
も
の
が
あ
り
ま

す
。

◆
道
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

昨
年
一
月
、
合
掌
集
落
を
抱
え
る

旧
上
平
村
の
中
心
部
で
国
道
一
五
六

号
に
地
す
べ
り
が
発
生
し
、
唯
一
の



　　

　

　

　

　
　
　
　

　

　

　
　

　

　　
　
　

　
　
　

、

メノ

.“

＼

"軒
も
ち

さ
鴎

写真6 土砂崩れで通行止めに

　　

　道

　　
　

　

　
　　
　

道
路
で
あ
る
国
道
が
全
面
通
行
止
め

い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
い
ま

に
な
り
ま
し
た
。
こ
の
た
め
村
が
分

す
。

断
さ
れ
、
住
民
は
通
勤
通
学
や
買
い

今
回
こ
の
よ
う
な
執
筆
の
機
会
を

物
に
も
不
自
由
な
毎
日
を
過
ご
す
こ

与
え
て
い
た
だ
き
、
あ
ら
た
め
て
道

と
に
な
り
ま
し
た

(図
2
、
写
真

路
に
つ
い
て
深
く
考
え
る
こ
と
が
で

5

･
6
)
。

き
た
こ
と
を
感
謝
い
た
し
ま
す
。

こ
の
と
き
、
平
成
一
四
年
度
に
開

世
界
遺
産
合
掌
集
落
の
里

『五
箇

通
し
た
東
海
北
陸
自
動
車
道
の
白
川

山
』
に
、
こ
の
よ
う
な
道
路
と
の
深

郷
I
C
~
五
箇
山
I
C
間
が
住
民
に

く
長
い
歴
史
が
あ
る
こ
と
を
ご
理
解

無
料
で
開
放
さ
れ
ま
し
た
。
迂
回
の

い
た
だ
き
、
是
非
、
一
度
富
山
に
お

た
め
に
要
す
る
時
間
は
約
四
〇
分

越
し
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
す

(写

間
、
距
離
は
約
三
五
脳
と
長
い
迂
回

真
7
)。

路
で
す
が
、
住
民
は
毎
日
の
生
活
が

守
ら
れ
て
ホ
ッ
と
胸
を
撫
で
下
ろ
し

-,

認
“

た
の
で
す
。

こ
の
と
き
に
私
は
道
路
と
い
う
の

は
-本

だ
け
で
は
ダ
メだ
と
痛
感
乱

ハ褻涜襲搏

解

　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　
　

　

確
保
さ
れ
る
の
だ
と
思
い
ま
し
た
o

熱‘
礎

競写真7 ライトアップされた合掌集落
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◆
お
わ
り
に

富
山
県
な
ど
地
方
の
道
路
は
未
だ

十
分
と
い
え
ず
、
住
民
の
命
や
生
活

を
守
り
、
安
心
し
て
暮
ら
せ
る
よ
う

に
し
っ
か
り
と
そ
の
整
備
を
進
め
て



艦れ鬱鰺嶬鱗

お
い
で
よ
堺
へ

◆
は
じ
め
に

堺
市
は
大
阪
府
の
中
南
部
に
位
置

し
、
大
阪
府
の
中
央
部
を
流
れ
る
大

和
川
を
挟
み
、
大
阪
市
の
南
部
と
隣

接
し
て
い
ま
す

(図
1
)。
面
積
は

一
四
九

･
九
九
蝸
、
総
人
口
は
八

三
.
二
万
人
を
擁
し
て
い
ま
す
。

｢さ
か
い
｣
の
地
名
は
和
泉
、
河

内
、
摂
津
の
境
に
あ
っ
た
こ
と
か
ら

　
　
　　　
　
　
　
　　　
　

　
　　　
　

　　
　
　　
　
　
　
　　　
　
　
　

　　
　　
　
　
　
　
　
　
　
　　
　
　

　
　　
　　
　
　
　
　　
　
　　
　
　

　　　
　　
　
　
　　　　
　
　
　　
　

　

　
　　　　　
　　
　　
　
　
　

　

増
ぞ
ミ
鮮
礬
隊
＼
＼

市

　　　
　
　
　

　

>

堺図

　
　

トリ

.

名
づ
け
ら
れ
た
も
の
で
、
市
章
も
こ

の
三
国
の
境
に
発
達
し
た
都
市
と
い

う
意
味
を
表
し
、
｢市
｣
の
文
字
を

三
つ
組
み
合
わ
せ
た
も
の
と
な
っ
て

い
ま
す

(図
2
)。

明
治
二
二
年
、
堺
市
は
全
国
の
三

〇
市
と
と
も
に
日
本
最
初
の
市
制
施

行
都
市
と
な
り
、
以
後
、
周
辺
町
村

を
編
入
し
て
発
展
し
、
平
成
八
年
四

月
に
中
核
市
へ
移
行
、
平
成
一
七
年

二
月
の
南
河
内
郡
美
原
町
合
併
に
よ

り
、
本
年
の
四
月
に
全
国
で
一
五
番

図 2 堺市の市章

目
の
政
令
指
定
都
市
に
移
行
し
ま
し

た
。
本
年
は

｢政
令
指
定
都
市
一
年

生
=
と
ん
び
会
一
年
生
｣
と
い
う
こ

と
で
、
道
路
局
を
は
じ
め
、
関
係
機

関
の
皆
様
方
の
ご
指
導
の
も
と
頑
張

っ
て
参
り
ま
す
の
で
、
よ
ろ
し
く
お

願
い
致
し
ま
す
。

◆
堺
の
歴
史

堺
の
歴
史
は
古
く
、
旧
石
器
、
縄

文
、
弥
生
時
代
に
ま
で
遡
り
ま
す
。

特
に
四
ッ
池
遺
跡
は
、
堺
に
残
る
弥

生
時
代
の
大
集
落
で
、
土
器
や
石
庖

丁
な
ど
の
遺
物
の
ほ
か
、
竪
穴
式
住

居
や
高
床
式
倉
庫
、
集
落
を
画
す
る

満
、
方
形
周
溝
幕
の
跡
な
ど
が
発
見

さ
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
浜
寺
や

陶
器
北
な
ど
で
は
神
ま
つ
り
に
使
わ

れ
た
祭
器
の
ひ
と
つ
と
考
え
ら
れ
て

も
の
の
始
ま
り
な
ん
で
も
堺

i
国
道

(官
道
)
第

一
号
j

た
か
ら

こ

堺
市
束
京
事
務
所

寶
子

英
司

写真 1 仁徳陵古墳

い
る
銅
鐸
も
発
見
さ
れ
て
い
ま
す
。

五
世
紀
頃
、
日
本
は
朝
鮮
半
島
や

中
国
と
結
び
つ
き
、
大
王
と
呼
ば
れ

る
首
長
の
も
と
統
一
的
な
古
代
国
家

を
形
成
し
、
堺
で
は
そ
の
大
王
た
ち

の
壮
大
な
陵
墓
で
あ
る
百
舌
鳥
古
墳

群
が
築
か
れ
ま
し
た
。
そ
の
中
心
と

な
る
の
が
仁
徳
陵
古
墳

(写
真
1
)

で
、
エ
ジ
プ
ト
の
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
、
中

国
の
始
皇
帝
暖
と
な
ら
び
、
世
界
三

大
墳
墓
の
一
つ
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

奈
良
、
平
安
時
代
か
ら
仏
教
が
国

家
鎮
護
と
し
て
広
ま
り
ま
し
た
が
、

堺
で
は
僧
行
基
が
民
衆
に
布
教
や
得

度
を
行
い
、
民
衆
の
立
場
か
ら
た
め

道イテセ 2006.12 5 7



池
や
潅
慨
用
水
の
整
備
な
ど
の
社
会

事
業
に
尽
く
し
ま
し
た
。
行
基
の
生

家
で
あ
る
家
原
寺
や
行
基
が
建
て
た

大
野
寺
の
土
塔

(土
の
仏
塔
)
を
見

て
も
、
民
衆
の
信
望
を
集
め
て
い
る

の
が
理
解
で
き
ま
す
。

鎌
倉
時
代
は
漁
港
と
し
て
発
達
し

た
堺
で
す
が
、
室
町
時
代
に
は
、
宣

教
師
ガ
ス
パ
ル
･
ビ
レ
ラ
が
本
国
へ

の
報
告
書
に

｢堺
は
東
洋
の
ペ
ニ
ス

の
ご
と
し
｣
と
記
し
た
よ
う
に
、
会

合
衆
と
呼
ば
れ
る
南
蛮
貿
易
で
巨
大

な
富
を
得
た
豪
商
が
環
濠
都
市
を
形

成
し

(写
真
2
)
、
堺
は
自
由
都
市

2 現存する濃

と
し
て
繁
栄
し
ま
し
た
。

そ
の
こ
ろ
か
ら
京
都
を
凌
ぐ
繁
栄

の
な
か
で
、
町
民
に
よ
る
茶
の
湯
、

和
歌
や
能
楽
な
ど
の
華
や
か
な
文
化

が
開
花
し
ま
し
た
。
こ
れ
が
堺
の

｢黄
金
の
日
日

(N
H
K
大
河
ド
ラ

マ
)｣
と
い
わ
れ
る
も
の
で
す
。

安
土
桃
山
時
代
に
入
る
と
、
堺
出

身
の
千
利
休
が
｢わ
び
茶
｣
を
極
め
、

豊
臣
秀
吉
の
茶
頭
と
し
て
仕
え
な
が

ら
今
日
の
茶
道
を
完
成
し
ま
し
た
。

し
か
し
、
こ
の
栄
光
の
日
々
も
や
が

て
終
わ
る
と
き
が
き
ま
す
。
織
田
信

長
は
天
下
統
一
の
た
め
に
強
力
な
自

由
都
市
で
あ
る
堺
を
直
轄
地
に
、
ま

た
豊
臣
秀
吉
は
堺
の
商
人
を
大
坂
に

移
住
さ
せ
る
な
ど
、
堺
か
ら
経
済
力

を
奪
い
ま
し
た
。
さ
ら
に
豊
臣
秀
吉

は
南
北
の
堀
を
埋
め
、
大
坂
夏
の
陣

で
は
豊
臣
方
の
か
け
た
火
に
よ
っ
て

堺
の
町
二
万
戸
が
焼
き
尽
く
さ
れ
、

中
世
の
自
由
都
市
と
し
て
繁
栄
し
た

堺
の
歴
史
の
幕
が
下
ろ
さ
れ
る
こ
と

と
な
り
ま
し
た
。

江
戸
時
代
に
移
る
と
、
堺
は
幕
府

の
直
轄
地
と
な
り
、
新
し
い
町
割
に

よ
っ
て
市
街
が
復
興
し
ま
し
た
。
さ

ら
に
、
堺
は
糸
割
符
貿
易
の
活
発
化

な
ど
に
よ
り
昔
の
繁
栄
を
一
時
取
戻

し
ま
し
た
が
、
そ
の
後
の
鎖
国
や
大

和
川
付
替
え
工
事
に
よ
る
堺
港
の
機

能
低
下
に
よ
り
、
経
済
の
中
心
が

｢天
下
の
台
所
｣
大
阪
に
移
っ
て
し

ま
い
ま
し
た
。

明
治
時
代
以
降
、
堺
は
民
間
主
導

の
産
業
振
興
を
目
的
と
し
た
ま
ち
づ

く
り
を
進
め
る
な
か
、
海
水
浴
場
、

東
洋
一
の
水
族
館
、
民
間
飛
行
場
な

ど
を
有
す
る
一
大
リ
ゾ
ー
ト
地
と
し

て
も
発
展
し
ま
し
た
。
そ
の
後
、
第

二
次
世
界
大
戦
に
よ
り
市
街
地
の
大

半
が
焦
土
と
な
り
ま
し
た
が
、
復
興

に
い
ち
早
く
立
ち
上
が
り
、
高
度
成

長
期
に
は
臨
海
工
業
地
帯
に
コ
ン
ビ

ナ
ー
ト
を
形
成
し
、
企
業
の
立
地
や

せ
ん
ぼ
く

泉
北
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
の
建
設
な
ど
、

我
が
国
を
代
表
す
る
生
産
拠
点
と
し

て
発
展
を
遂
げ
て
き
ま
し
た
。

か
ら
の
文
化
や
も
の
を
積
極
的
に
輸

入
し
、
特
に
明
治
時
代
は
進
取
の
気

風
に
富
み
、
｢も
の
の
始
ま
り
な
ん

で
も
堺
｣
と
い
わ
れ
る
ほ
ど
、
さ
ま

ざ
ま
な
も
の
を
生
み
出
し
ま
し
た
。

こ
こ
に
そ
の
一
部
を
紹
介
し
た
い
と

思
い
ま
す
。

｢タ
バ
コ
庖
丁
｣

一
六
世
紀
後
半
に
ポ
ル
ト
ガ
ル

か
ら
伝
来
し
た
タ
バ
コ
の
葉
を
き

ざ
む
庖
丁
と
し
て
、
堺
で
製
造
が

始
ま
り
ま
し
た
。
今
日
で
は
、
鉄

砲
鍛
冶
の
技
術
を
受
け
継
い
だ
打

ち
刃
物
と
し
て
全
国
的
に
有
名
と

な
り
、
プ
ロ
の
料
理
人
が
使
用
す

る
庖
丁
の
約
九
0
%
が
堺
の
庖
丁

だ
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

｢線
香
｣安

土
桃
山
時
代
の
南
蛮
貿
易
で

最
も
珍
重
さ
れ
た
白
檀
、
沈
香
や

伽
羅
と
い
っ
た
香
の
原
料
を
輸
入

す
る
な
か
で
、
堺
が
線
香
の
発
祥

の
地
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
堺
の

薬
種
商
が
香
を
大
い
に
商
い
、
や

が
て
風
流
人
の
間
に
広
ま
り
ま
し

た
。
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◆

｢も
の
の
始
ま
り
な
ん
で
も
堺
｣

こ
の
よ
う
な
歴
史
の
な
か
で
、
堺

は
固
有
の
伝
統
文
化
に
加
え
、
外
国



｢水
練
学
校
｣

明
治
三
九
年
に
大
阪
毎
日
新
聞

社
が
浜
寺
水
練
学
校
を
創
設
し
ま

し
た
。
エ
リ
ー
ト
コ
ー
チ
の
徹
底

し
た
指
導
で
評
判
に
な
り
、
全
国

か
ら
入
門
者
が
つ
め
か
け
ま
し

た
。
ま
た
、
シ
ン
ク
ロ
ナ
イ
ズ
ド

ス
イ
ミ
ン
グ
も
こ
こ
で
生
ま
れ
ま

し
た
。

｢私
鉄
｣明

治
一
八
年
に
大
阪
麦
酒

(ア

サ
ヒ
ビ
ー
ル
の
前
身
)
を
設
立
し

た
堺
の
酒
造
家
、
鳥
井
駒
吉
ら
が

日
本
最
初
の
私
鉄
で
あ
る
阪
堺
鉄

道

(現
在
の
南
海
鉄
道
)
を
設
立

し
ま
し
た
。
設
立
す
る
際
、
並
行

す
る
紀
州
街
道
に
て
豆
を
使
っ
て

車
馬
や
歩
行
者
の
交
通
量
調
査
を

行
い
、
鉄
道
建
設
の
構
想

を
進
め
た
と
さ
れ
て
い
ま

讓

す
o

需
要
予
測
を
行
う
な

嚢
　　

ど
、
当
時
の
起
業
能
力
の

り
ま
す
。

。

｢商
業
定
期
航
空
｣

大
正
一
九
年
に
堺
の
パ

写真 3 竹内街道の道標

イ
ロ
ッ
ト
、
井
上
長
一
が
大
浜
の

水
面
を
借
り
て
日
本
最
初
の
民
間

飛
行
場
を
つ
く
り
、
堺
･
高
松
間

の
商
業
定
期
航
空
路
を
開
設
し
ま

し
た
。
当
時
は
魚
群
探
知
や
遊
覧

飛
行
も
行
っ
て
い
た
と
い
わ
れ
て

い
ま
す
。

そ
の
他
に
も
、
鉄
砲
、
自
転
車
、

三
味
線
、
和
晒
、
ゆ
か
た
、
金
魚
や

セ
ル
ロ
イ
ド
な
ど
が
あ
り
ま
す
。

◆
旧
街
道

こ
れ
ら

｢も
の
の
始
ま
り
な
ん
で

も
堺
｣
の
な
か
に
は
、
日
本
最
古
の

計
画
道
路

(国
道

金
目
道
)
第
一
号
)

の
竹
内
街
道
が
あ
り
ま
す

(写
真

3
)。
古
く
か
ら
栄
え
た
堺
の
ま
ち

は
竹
内
街
道
、
長
尾
街
道
、
西
高
野

み
や
こ

(六
一
三
年
)
｢難
波
よ
り
京

(飛
鳥
)

に
至
る
大
道
を
置
く
｣
と
記
さ
れ
て

お
り
、
時
代
に
応
じ
て
造
階
便
な
ど

の
外
交
路
、
極
楽
浄
土
へ
の
葬
道
や

経
済
の
道
な
ど
の
役
割
を
持
っ
た
重

要
な
街
道
で
あ
っ
た
と
い
え
ま
す
。

金
岡
町
周
辺
で
は
土
地
区
画
整

理
事
業
な
ど
に
よ
り
市
街
化
が
進
行

し
て
い
ま
す
が
、
街
道
沿
い
は
イ
ン

タ
ー
ロ
ッ
キ
ン
グ
舗
装
な
ど
の
整
備

を
行
い
、
現
存
す
る
土
塀
や
白
壁
の

家
と
調
和
し
た
ま
ち
づ
く
り
を
行
っ

て
い
ま
す
(写
真
4
)。
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街
道
、
熊
野
街
道
や
紀
升
街
道
と
い

う
、
か
つ
て
の
日
本
の
幹
線
道
路
が

交
錯
す
る
交
通
の
要
衝
で
し
た
。
こ

こ
で
は
、
竹
内
街
道
を
紹
介
し
た
い

と
思
い
ま
す
。

竹
内
街
道
は
堺
市
か
ら
東
方
、
二

上
山
の
竹
内
峠
を
経
由
し
、
奈
良
県

葛
城
市
の
長
尾
神
社
に
至
る
約
二
六

師

(堺
区
間

…延
長
約
八
如
)
の
街

道
で
す

(図
3
)。

ま
た
、
日
本
書
紀
で
推
古
二
一
年

　　
　
　
　

　

　

　
　

　
　
　
　　　

　
　　
　
　

秀彦教
養
鮴

　　　
　　　

夢
を鋒
嚇

(堺市内)



ま
た
、
平
安
時
代
初
期
に
庶
民
の

“雌
蘂
ゞ
"

“

　

　
　　
　
　
　

　
　　
　
　
　
　

安
全
と
五
穀
豊
穣
を
祈
願
す
る
た
め

に
、
住
民
が
住
吉
大
神
を
お
舵
り
し

て
創
設
さ
れ
た
金
岡
神
社
も
こ
の
街

道
に
面
し
て
い
ま
す
。

◆
近
代
の
道
路

昭
和
二
〇
年
、
第
二
次
世
界
大
戦

の
堺
大
空
襲
で
堺
の
市
街
一
･
九
万

戸
が
焼
失
し
、
死
者
は
一
、
九
〇
〇

人
に
上
り
ま
し
た
。
戦
後
、
戦
災
復

興
計
画
に
も
と
づ
い
て
国
内
社
会
･

経
済
の
新
し
い
展
開
に
対
応
し
た
道

路
行
政
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
こ
こ
に

戦
災
復
興
の
都
市
計
画
道
路
を
は
じ

め
と
す
る
、
堺
の
代
表
的
な
道
路
を

紹
介
し
ま
す
。

｢
フ
ェ
ニ
ッ
ク
ス
通
り
｣

旧
市
街
地
を
東
西
に
貫
く
幹
線

道
路
で
、
復
興
都
市
計
画
道
路
と

し
て
整
備
さ
れ
、
防
災
上
の
防
火

線
的
及
び
美
観
的
役
割
を
持
っ
て

い
ま
す
。
現
在
の
国
道
二
六
号
の

一
部
区
間

(延
長
約
二
如
、
幅
員

五
0
m
)
を
指
し
、
｢
日
本
の
道

一
〇
〇
選
｣
に
も
選
ば
れ
ま
し
た
。

昭
和
三
〇
年
に
は
、
戦
後
復
興
の

シ
ン
ボ
ル
と
し
て
フ
ェ
ニ
ッ
ク
ス

の
木
(ヤ
シ
科
フ
ェ
ニ
ッ
ク
ス
属
)

が
植
え
ら
れ
、
堺
市
民
は
こ
の
フ

ェ
ニ
ッ
ク
ス

(不
死
鳥
)
に
堺
の

再
生
と
い
う
夢
を
託
し
ま
し
た

(写
真
5
)。

｢大
道
筋
｣

旧
市
街
地
を
南
北
に
貫
く
幹
線

道
路
で
、
フ
ェ
ニ
ッ
ク
ス
通
り
と

同
じ
く
復
興
都
市
計
画
道
路
と
し

て
整
備
さ
れ
ま
し
た
。
現
在
の
市

道
大
道
筋
及
び
府
道
深
井
畑
山

宿
院
線
の
一
部
区
間

(延
長
約

二
･
五
如
、
幅
員
五
0
m
)
を
指

写真 6 大道筋と路面電車
(後ろは堺刃物伝統産業会館)

し
、
道
路
中
央
部
は
阪
堺
電
気
鉄

道

(路
面
電
車
)
の
軌
道
敷
に
な

っ
て
い
ま
す

(写
真
6
)
。
ま
た

紀
州
街
道
と

一
部
重
複
し
て
お

り
、
沿
線
に
は
明
星
派
の
中
心
的

歌
人
で
あ
る
与
謝
野
晶
子
生
家
跡

(写
真
7
)、
千
利
休
屋
敷
跡

(写

真
8
)、
ザ
ビ
エ
ル
公
園
、
堺
刃

物
伝
統
産
業
会
館
や
老
舗
の
和
菓

子
屋
な
ど
の
名
所
旧
跡
が
集
中
し

て
い
ま
す

写真7 与謝野晶子生家跡

“

“

だ

期

　

　

　
　
　
　

　真

物

写

鮎“ 道イテセ 2006.12

お
お
し
ょ
う
じ
ず
じ

｢大
小
路
筋
｣

大
小
路
は
摂
津
と
和
泉
の
国
境

と
な
っ
て
い
た
道
で
、
堺
を
南
北

に
二
分
し
て
い
た
幹
線
道
路
で
し

た
。
昭
和
五
九
年
か
ら
大
小
路
シ

ン
ボ
ル
ロ
ー
ド
整
備
事
業
と
し
て

堺
市
道
大
小
路
線

(延
長
一
･
五



　　　　　　　　　　 　　 　　 　　　　　
写真9 大小路筋 (堺まつりパレード)

　　
　
　

　

"
〆
堺

　　　　　　　　

如
、
幅
員
三
0
m
)
を
整
備
し
、

電
柱
の
地
中
化

(電
線
共
同
溝
)、

噴
水
の
モ
ニ
ュ
メ
ン
ト
や
ペ
デ
ス

ト
リ
ア
ン
デ
ッ
キ
の
設
置
、
歩
道

の
拡
幅
な
ど
を
行
い
、
現
在
で
は

市
民
の
プ
ロ
ム
ナ
ー
ド
と
し
て
親

し
ま
れ
て
い
ま
す
。
毎
年
一
〇
月

の
第
三
日
曜
日
と
そ
の
前
日
に
は

｢堺
ま
つ
り
｣
が
大
小
路
筋
な
ど

で
開
催
さ
れ
、
南
蛮
衣
装
や
全
国

の
火
縄
銃
隊
演
武
発
砲
な
ど
の
パ

レ
ー
ド
が
行
な
わ
れ
て
い
ま
す

(写
真
9
)。
ま
た
将
来
は
、
東
西

鉄
軌
道

(L
R
T

(次
世
代
型
路

面
電
車
))
の
整
備
を
検
討
し
て

お
り
、
沿
道
の
に
ぎ
わ
い
や
地
域

商
業
の
活
性
化
が
期
待
さ
れ
て
い

ま
す
。

◆
お
わ
り
に

堺
の
町
は
史
上
三
度
、
焼
失
し
ま

し
た
。
一
度
目
が
応
永
の
乱

衾
土町

時
代
…
-
三
九
九
年
)、
二
度
目
が

大
坂
夏
の
陣

(江
戸
時
代
…
一
六
一

五
年
)、
そ
し
て
三
度
目
が
堺
大
空

襲

(
一
九
四
五
年
)
で
す
。
戦
災
後

は
そ
れ
ぞ
れ
環
濠
都
市
の
形
成
、
元

和
の
町
割

(区
画
整
理
)
や
戦
災
復

興
計
画
に
も
と
づ
く
復
興
土
地
区
画

整
理
事
業
に
よ
り
、
道
路
を
は
じ
め

と
し
た
公
共
施
設
を
積
極
的
に
整
備

し
、
都
市
の
再
生
を
行
う
こ
と
で
ま

ち
の
復
興
を
成
し
遂
げ
て
き
ま
し

た
。今

日
に
お
け
る
地
域
経
済
の
停
滞

や
人
口
減
少
社
会
の
到
来
な
ど
の
社

会
環
境
下
で
、
政
令
指
定
都
市
と
し

て
新
た
な
ス
タ
ー
ト
を
き
っ
た
堺
市

は
、
個
性
、
創
造
性
、
先
進
性
を
持

っ
た

"オ
ン
リ
ー
ワ
ン
"
の
ま
ち
と

し
て
、
魅
力
と
活
力
あ
る
都
市
へ
の

再
生
を
行
う
べ
く

｢新
し
い
自
由
都

市
･
堺

ル
ネ
サ
ン
ス
計
画
｣
を
策

定
し
ま
し
た
。
こ
の
計
画
に
も
と
づ

き
広
域
高
速
道
路
網
の
形
成
や
駅
前

広
場
、
都
市
計
画
道
路
の
整
備
な
ど

の
道
路
を
は
じ
め
と
し
た
、
都
市
基

盤
の
整
備
な
ど
の
施
策
を
積
極
的
に

行

っ
て
い
ま
す
。
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写真 10 てくてくる一ど

◆
お
い
で
よ
堺
へ

歴
史
と
文
化
の
ま
ち
堺
の
観
光
に

は
、
堺
の
名
所
旧
跡
な
ど
を
歩
い
て

観
光
す
る

｢
て
く
て
く
る
ー
ど
｣

(路
面
の

"
さ
い
こ
ろ
“
の
絵
に
沿

っ
て
進
む
シ
ス
テ
ム

(写
真
中
)
)

や
、
ま
ち
づ
く
り
総
合
支
援
事
業
を

活
用
し
て
整
備
さ
れ
た
周
遊
路

(写

真
=
)
を
含
む
、
百
舌
鳥
古
墳
群
を

歩
い
て
巡
る

｢百
舌
鳥
古
墳
群
そ
ぞ

ろ
歩
き
｣
(こ
の
地
域
は

｢遊
歩

一

0
0
選
｣
に
選
ば
れ
ま
し
た
)
が
お

す
す
め
で
す
。

ま
た
、
自
転
車
産
業
の
ま
ち
堺
な
･

ら
で
は
の
、
高
級
な
自
転
車

(
一
合

一
○
数
万
円
す
る
自
転
車
も
!
)
な

ど
を
使
っ
た
観
光
レ
ン
タ
サ
イ
ク
ル

写真 11 百舌鳥山陵周遊路

な
ど
、
観
光
の
ま
ち
づ
く
り
を
積
極

的
に
推
進
し
て
い
ま
す
の
で
、
み
な

さ
ん
是
非
、
堺
に
お
越
し
下
さ
い
。

茶
の
湯
の
原
点
で
あ
る

｢お
も
て
な

し
の
心
｣
で
お
待
ち
し
て
お
り
ま
す
。



週
を
満
爛
し
た

『夢
の
あ
る
塞
鬮
づ
く
り
｣
社
会
実
験

;
オ
ー
プ
ン
カ
フ
ェ
等
地
域
主
体
の
道
活
用
に
関
す
る
社
会
実
験
を
通
し
て
,

愛
知
県
一宮
市
建
設
部
ま
ち
づ
く
り
課
主
監

ニ
ノ
ム呂

ん利班雄

(前
経
済
部
経
済
振
興
課
副
主
監
)

E
は
じ
め
に

愛
知
県
一
宮
市
は
、
名
前
の
由
来
で
あ
る
尾
張
の
国
の

｢
一
の
宮
｣
で
あ
る
真
清
田
神
社
の
門
前
町
、
繊
維
産
業

都
市
と
し
て
発
展
し
、
平
成
一
七
年
四
月
一
日
に
隣
接
し

た
尾
西
市
、
木
曽
川
町
と
合
併
し
、
人
口
三
人
万
人
の
新

二
呂
市
と
な
っ
て
い
る
。

地
理
的
に
は
名
古
屋
市
、
岐
阜
市
の
中
間
に
位
置
し
、

市
の
中
心
を
J
R
東
海
道
本
線
･名
鉄
名
古
屋
本
線
が
南

北
に
走
り
、
当
市
の
玄
関
口
で
あ
る
J
R
尾
張
=
呂
駅
･

名
鉄
一
宮
駅
は
一
日
八
万
人
を
超
え
る
乗
降
客
の
あ
る
公

共
交
通
結
節
点
と
な
っ
て
お
り
、
そ
の
周
辺
は
こ
の
地
域

の
中
心
市
街
地
と
し
て
賑
わ
い
発
展
し
て
き
た
。

し
か
し
、
大
型
郊
外
店
の
影
響
や
名
古
屋
市
へ
鉄
道
で

十
分
と
い
う
利
便
性
の
よ
さ
が
マ
イ
ナ
ス
要
因
と
し
て
働

く
な
ど
、
大
型
店
の
撤
退
、
店
舗
数
･
販
売
額
の
減
少
が

続
き
、
当
市
の
中
心
商
店
街
で
あ
る
本
町
商
店
街
に
お
い

て
も
空
店
舗
が
増
加
す
る
な
ど
経
済
活
力
の
低
下
と
と
も

に
、中
心
市
街
地
の
居
住
人
口
が
大
幅
に
減
少
し
て
お
り
、

そ
の
活
性
化
が
市
の
最
重
要
課
題
の
一
つ
と
な

っ
て
い

る
。こ

う
し
た
こ
と
か
ら
、
平
成
一
六
年
六
月
、
地
域
再
生

計
画

｢駅
周
辺
の
ス
ト
ッ
ク
を
活
か
し
た

『歩
い
て
暮
ら

せ
る
に
ぎ
わ
い
再
生
計
画
』｣
の
認
定
を
受
け
、
中
心
市

街
地
活
性
化
構
想
を
策
定
し
、
こ
れ
に
基
づ
く
各
種
施
策

を
順
次
実
施
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

オ
ー
プ
ン
カ
フ
ェ
は
、
こ
の
構
想
に
お
け
る
目
標
像
の

一
つ
｢わ
く
わ
く

･
ど
き
ど
き
す
る
中
心
市
街
地
｣
の
取

オープンカフェ利用状況 (銀座通り)ン

鑓

ヴ
200

オ

麓

　
　

写

“



り
組
み
テ
ー
マ
｢来
る
こ
と
が
楽
し
い
街
を
創
る
｣
の
主

要
事
業
で
あ
り
、
国
土
交
通
省
の
平
成
一
七
年
度
社
会
実

験
に
よ
り
実
施
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る

(写
真
ー
)。
こ
の

実
験
に
よ
り
、
商
店
街
や
N
P
0
と
連
携
し
、
ま
た
、
各

事
業
主
体
が
体
験
で
き
た
こ
と
に
よ
り
、
今
年
度
も
商
店

街
、
N
P
0
、
市
民
団
体
に
よ
る
各
種
イ
ベ
ン
ト
に
オ
ー

プ
ン
カ
フ
ェ
が
活
用
さ
れ
て
い
る
。

二

実
験
の
概
襄

1

地
元
の
要
望
と
国
の
動
き

当
市
の
中
心
市
街
地
に
は
多
く
の
商
店
街
が
あ
り
、
七

夕
ま
つ
り
を
は
じ
め
と
し
た
多
様
な
イ
ベ
ン
ト
が
開
催
さ

れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
イ
ベ
ン
ト
に
お
い
て
、
イ
ス
や
テ

ー
ブ
ル
を
置
い
て
休
憩
、
飲
食
が
で
き
る
よ
う
に
し
た
い

と
い
っ
た
商
店
街
か
ら
の
要
望
、
相
談
が
市
に
寄
せ
ら
れ

て
い
た
。
そ
の
後
、
構
造
改
革
特
区
の
提
案
制
度
が
で
き
、

当
市
や
多
く
の
市
町
･
団
体
か
ら
道
活
用
の
た
め
の
規
制

緩
和
の
提
案
が
行
わ
れ
た
。

国
に
お
い
て
は
、
道
の
多
様
な
活
用
を
目
指
し
て
、
そ

の
あ
り
方
に
つ
い
て
検
討
さ
れ
、
平
成
一
七
年
三
月
に
国

土
交
通
省
に
お
い
て

｢道
を
活
用
し
た
地
域
活
動
の
円
滑

化
の
た
め
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
｣
が
策
定
さ
れ
、
｢地
域
の

活
性
化
等
に
資
す
る
路
上
イ
ベ
ン
ト
に
伴
う
道
路
占
用
許

可
基
準
｣
(国
土
交
通
省
道
路
局
長
通
知
)
が
発
出
さ
れ

る
と
と
も
に
、
道
路
使
用
許
可
に
関
し
て
は
、
｢イ
ベ
ン

ト
等
に
伴
う
道
路
使
用
許
可
の
取
り
扱
い
に
つ
い
て
｣

酋
言察
庁
通
達
)
が
出
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

こ
う
し
た
状
況
の
中
、
各
地
で
社
会
実
験
が
行
わ
れ
、

本
格
的
な
実
施
に
向
け
て
様
々
な
検
討
が
行
わ
れ
て
い

る
。

2

実
験
箇
所

図
1
の
二
路
線
で
今
回
、
実
験
を
行
っ
た
が
、
当
市
の

シ
ン
ボ
ル
ロ
ー
ド
で
あ
る
銀
座
通
り

(幅
員
三
六
m
･
写

真
2
)
及
び
全
蓋
ア
ー
ケ
ー
ド
街
で
あ
る
本
町
通
り

(幅

員
一
五
m
･
写
真
3
)
は
中
心
市
街
地
の
主
要
な
歩
行
者

軸

･
商
業
軸
で
あ
り
、
豊
か
な
都
市
空
間
を
形
成
し
て
い

県道尾張一宮停車場線

る
。
特
に
、
銀
座
通
り
か
ら
真
清
田
神
社
に
繋
が
る
本
町

通
り
は
、
真
清
田
神
社
の
門
前
に
位
置
す
る
ア
ー
ケ
ー
ド

商
店
街
で
、
三

時
か
ら
二
〇
時
ま
で
は
車
両
進
入
禁
止

と
な
っ
て
お
り
、
ア
ー
ケ
ー
ド
が
あ
る
た
め
雨
天
に
お
い

て
も
オ
ー
プ
ン
カ
フ
ェ
の
実
施
が
可
能
な
通
り
と
な
っ
て

い
る
。

こ
う
し
た
空
間
を
活
用
し
、
に
ぎ
わ
い
･
ふ
れ
あ
い
、

遊
び
心
の
あ
る
交
流
の
場
、
｢夢
の
あ
る
空
間
｣
に
で
き

れ
ば
と
願
い
、
実
験
を
申
請
し
た
も
の
で
あ
る
。

中
心
市
街
地
の
賑
わ
い
の
創
出
と
と
も
に
、
来
街
者
の

休
憩
場
所
や
飲
食
場
所
、
さ
ら
に
は
、
オ
ー
プ
ン
カ
フ
ェ

が
街
の
良
好
な
景
観
に
な
れ
ば
と
考
え
て
い
る
。

今
回
の
社
会
実
験
で
は
、
休
憩
･
飲
食
の
で
き
る
オ
ー

プ
ン
カ
フ
ェ
や
安
ら
ぎ
を
与
え
る
プ
ラ
ン
タ
ー
等
を
設
置

し
、
ま
た
、
特
定
の
休
日
に
イ
ベ
ン
ト
を
実
施
す
る
こ
と

に
よ
り
、
平
時
、
イ
ベ
ン
ト
時
の
効
果
や
課
題
に
つ
い
て

検
証
し
、
本
格
実
施
に
向
け
て
の
検
討
を
行
っ
た
。
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3

実
験
に
際
し
て

オ
ー
プ
ン
カ
フ
ェ
を
類
型
化
す
る
と
図
2
の
よ
う
に
な

る
と
考
え
て
い
る
が
、
沿
道
の
商
店
街
か
ら
休
憩
場
所
の

要
望
が
強
か
っ
た
こ
と
も
あ
り
、
｢休
憩
場
所
を
前
提
に
、

利
用
者
の
利
便
性
か
ら
デ
リ
バ
リ
ー
等
を
行
う
｣
と
い
う

　

　

　　
　
　　　

パ
体

さ
彫

　

　
　

　
　

　
　

　

　

　
　

　
　　

　　
　
　

　

　
　

　
　
　　
　

コーヒー等のサービスを行う店舗等の

飲食併用空間
休憩のみでもいいし、コーヒー等のサ
ービスをデリバリー、テイクアウトで
楽しむこともできる

プンカフェの類型型

リ

…屋
ク

類

こ

ゃ
ィ

　

　
　
　
　
　

エ

デ
孕近

バ

ォ

-
-
-
-

　

　

多

-

　

　

　

　
　

休

コ

休憩場所として利用 (個人のテイクア
ウト可)

図 2 オ プンカフェの類型

『普
用
-
ー
-
-
-
-
l
l
l

‐読
利

　
　　ー燻れ

｢飲
食
併
用
空
間
｣
と
位
置
づ
け
、
休
憩
や
読
書
、
コ
ミ

た

(
一
部
は
市
が
出
し
入
れ
)
。
オ
ー
プ
ン
カ
フ
ェ
セ
ッ

ユ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
場
と
し
、
必
要
が
あ
れ
ば
、
近
隣
の

飲
食
店
や
N
P
O
の
協
力
に
よ
り
、
デ
リ
バ
リ
ー
、
テ
イ

ク
ア
ウ
ト
で
コ
ー
ヒ
ー
等
を
楽
し
む
こ
と
も
で
き
る
形
態

と
し
た
。

当
初
、
テ
ー
ブ
ル
上
に
そ
の
テ
ー
ブ
ル
で
利
用
で
き
る

飲
食
店
や
そ
の
連
絡
先
を
紹
介
し
た
が
、
利
用
者
の
意
見

か
ら
図
3
の
よ
う
に
運
用
を
変
更

･
改
善
す
る
な
ど
、
試

行
錯
誤
し
な
が
ら
進
め
た
。

オ
ー
プ
ン
カ
フ
ェ
･
プ
ラ
ン
タ
ー
等
の
毎
日
の
出
し
入

れ
は
、
将
来
の
本
格
実
施
の
場
合
を
考
慮
し
、
イ
ベ
ン
ト

の
主
体
と
な
る
商
店
街
、
N
P
O
に
お
願
い
し
、
実
施
し

メニューを設置したことで、利
案内板(椅子掲示)

用者からは ｢何か注文しないと ゞ ･叡/
オープンカフェは利用できない 諺

○ ｢協力店からは何がデリバリ
ー ･テイクアウトできるの?
といった利用者の声を踏まえ、

利

と

い
き

由

た

?
え
置

、
い
な

て

目

っ

の
ま
設

で
な

き

え

ど

い

　
　
　

　
　
　
　

　
　

で
声

ュ

た
注

利

が

毎

!

ト

の

二

し

か
は
声

ル

い

ウ
者

メ

置
何

ェ
た

ブ

さ

ア
用

に

設
｢

フ

っ

一
だ

ク
利

ル

を

は
力

い

テ
〈

イ
た
ブ

o

一
ら

ン
と

o
各

リ

テ

っ

一
た

ュ
か
プ

｣

た

、
座

･
い
テ
し

二
者

-
?
し
遠

お

一
と
各

ま

α
用
オ
の
ま
旱
に

早速、各テーブル毎に ｢ご自由
にお座りください !｣といった

案内板を椅子に掲示しました。

図 3 オープンカフェの運用

ト
数
は
本
町
通
り
二
二
セ
ッ
ト
、
銀
座
通
り
七
セ
ッ
ト
。

4

実
験
期
間

平
成
一
七
年
一
〇
月
一
人
日

(火
)
~
三

月
一
七
日

(木
)
(月
曜
日
は
除
く
)、
午
前
三

時
~
午
後
五
時

5

同
時
イ
ベ
ン
ト
の
開
催

(主
な
も
の
)

鬮

【お
い
ち
祭
】
(写
真
4
)

一
〇
月
二
二
日

(土
)、
一
三
ニ
日

(日
)

パ
レ
ー
ド
、
ミ
ニ
ラ
イ
ブ
、
ふ
る
さ
と
新
鮮
市
、
餅
つ

き
大
会
、
お
茶
会
な
ど

　
　　
　

　　

　
　
　

　

　　

　

　

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　　
　
　

醐
も
M
さ

ん



倦

鱗
だ
ン

　　　

　
　
　
　
　

　

　
　
　

　
　

　　
　
　 アによるリサイクルの配布

圏

【オ
ー
プ
ン
カ
フ
ェ
魔
読
書
】
(写
真
5
)

三

月
四
日

(金
)、
五
日

(土
)

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
に
よ
る
リ
サ
イ
ク
ル
本

(除
籍
本
)
の

配
布

5

関
連
施
策

当
市
は
平
坦
で
自
転
車
利
用
が
多
く
、
買
い
物
客
に
よ
り

雑
多
に
広
が
る
路
上
駐
輪
車
両
の
排
除
と
良
好
な
歩
行
空

間
、
魅
力
あ
る
に
ぎ
わ
い
空
間
の
創
出
を
図
る
た
め
、
臨
時

駐
輪
場
の
整
備
･
地
元
市
民
に
よ
る
清
掃
美
化
活
動
の
推
進

等
の
関
連
施
策
を
実
施
し
た
。

圏
イ
ベ
ン
ト
開
催
時
に
お
け
る
買
物
客
自
転
車
の
臨
時
駐

輪
場
へ
の
誘
導

皿
清
掃
美
化
活
動

(ア
ダ
プ
ト
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
推
進
･
写

真
6
)

6

各
種
調
査

オ
ー
プ
ン
カ
フ
ェ
等
社
会
実
験
に
合
わ
せ
、
定
量
的
･

定
性
的
効
果
の
検
証
を
行
う
た
め
、
関
連
調
査
を
実
施
し

た
。
ま
た
、
実
験
の
実
施
効
果
を
把
握
す
る
た
め
、
実
験

前

(平
常
時
)
に
お
け
る
調
査
を
実
施
し
た
。

三

調
査
結
果
及
び
考
察

当
市
に
お
け
る
各
種
調
査
の
主
な
結
果
は
次
の
と
お
り

と
な
っ
た
。

表 1 関連調査

実験前 実験中
実験後

休 日 平 日 イベント時 休 日 平 日

歩行者･自転車
交通量調査 O O O O O

オープンカフェ
利用者調査 O O O

駐輪実態調査 O O - O O 一

来街者
アンケート調査

O O O ー

オープンカフェ利用者

アンケート調査 O O O ー

商店街等
アンケート調査 ー 一 - O
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[ム父
通
]

･
実
験
イ
ベ
ン
ト
時
で
は
交
通
量
は
約
二
倍
。
歩
行
者

交
通
量
は
約
四
倍
に
増
加
。
イ
ベ
ン
ト
時
以
外
で
は

大
き
な
変
化
は
見
ら
れ
な
い

本
町
ド
ー
ム
周
辺

(両
通
り
の
交
差
部
)
で
は
九
時
時
点

で
路
上
駐
輪
台
数
の
約
六
~
七
割
が
地
区
外
利
用

[利
用
者
]

･
オ
ー
プ
ン
カ
フ
ェ
利
用
者
の
約
八
割
は

｢満
足
｣
、
良

か
っ
た
点
は

｢ゆ
っ
く
り
休
憩
で
き
る
｣

･
利
用
者
の
約
八
割
、
来
街
者
の
約
七
割
は

｢継
続
す

べ
き
｣
と
の
意
向

[沿
道
商
店
街
]

･
沿
道
商
店
等
の
約
八
割
は

｢オ
ー
プ
ン
カ
フ
ェ
の
試

み
は
良
か
っ
た
｣
と
回
答

･
約
七
割
が

｢休
憩
で
き
る
場
所
が
で
き
て
良
か
っ
た
｣
、

約
六
割
が

｢ま
ち
の
雰
囲
気
盆
泉
観
)
が
良
く
な
っ
た
｣

と
評
価

全
体
の
約
六
割
が

｢今
後
も
実
施
し
て
ほ
し
い
｣

…

･
オ
ー
プ
ン
カ
フ
ェ
実
施
に
対
し
、
設
置
撤
去
の
人
手

…

…

や
保
管
場
所
の
問
題
は
あ
る
が
、
そ
う
し
た
中
で
、
…

　

　

…

｢今
後
も
協
力
し
た
い
｣
｢今
後
は
協
力
し
た
い
｣
と

…

…

の
協
力
意
向
は
約
五
割

…

･
オ
ー
プ
ン
カ
フ
ェ
の
実
施
に
よ
る
利
用
者
や
売
り
上

…

…

げ
の
増
加
は
見
ら
れ
な
い

ー

交
通
量
･
機
能
性
に
つ
い
て

交
通
量
に
つ
い
て
は
、
今
回
の
実
験
で
は
、
イ
ベ
ン
ト

と
の
同
時
開
催
時
を
除
き
、
大
幅
な
増
加
は
見
込
め
な
か

っ
た
。
実
験
当
初
に
は
オ
ー
プ
ン
カ
フ
ェ
利
用
を
目
的
と

す
る
人
も
見
ら
れ
、
実
験
経
過
と
と
も
に
減
少
し
た
こ
と

か
ら
、
オ
ー
プ
ン
カ
フ
ェ
の
み
で
長
期
間
の
大
幅
な
集
客

は
見
込
め
な
い
と
思
わ
れ
る
。

た
だ
、
視
点
を
変
え
れ
ば
、
寒
く
、
風
の
強
い
時
期
で

あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
オ
ー
プ
ン
カ
フ
ェ
利
用
者
か

ら
は
、
約
八
割
が

｢満
足
で
あ
る
｣
と
の
回
答
や
、
オ
ー

プ
ン
カ
フ
ェ
の
良
か
っ
た
点
と
し
て

｢ゆ
っ
く
り
休
憩
で

き
る
｣
｢飲
食
が
で
き
て
よ
い
｣
と
い
っ
た
評
価
が
多
く

得
ら
れ
た
。
ま
た
、
沿
道
商
店
等
か
ら
も

｢良
い
試
み
で

あ
っ
た
｣
｢休
憩
で
き
る
場
所
が
で
き
て
良
か
っ
た
｣
｢ま

ち
の
雰
囲
気
(景
観
)
が
良
く
な
っ
た
｣
と
の
評
価
が
得

ら
れ
た
。

こ
の
よ
う
に
、
オ
ー
プ
ン
カ
フ
ェ
の
設
置
が
都
市
空
間

に
お
け
る
景
観
形
成
や
利
便
性
の
向
上
に
寄
与
し
た
こ

と
、
ま
た
、
さ
ら
に
、
｢
賑
わ
い
づ
く
り
に
役
立

っ
た
｣

と
の
声
も
あ
り
、
道
路
空
間
に
人
々
が
滞
留
す
る

“た
ま

り
空
間
･
に
ぎ
わ
い
空
間
"
と
し
て
機
能
し
た
こ
と
が
同

え
る
。

2

活
性
化
や
経
済
効
果
に
つ
い
て

沿
道
商
店
等
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
に
お
い
て
、
｢商
店
街

の
活
性
化
に
効
果
が
あ
っ
た
｣
と
の
回
答
は
全
体
で
約
五

割
あ
り
、
更
に
｢効
果
が
な
か
っ
た
｣
と
す
る
人
か
ら
は
、

実
施
時
期
や

｢デ
リ
バ
リ
ー
の
注
文
方
法
が
わ
か
り
に
く

か
っ
た
｣
｢自
然
に
く
つ
ろ
げ
る
演
出
が
必
要
｣
と
い
っ

た
意
見
等
、
今
回
の
実
験
に
対
す
る
い
く
つ
か
の
要
望
や

指
摘
が
あ
り
、
今
回
の
社
会
実
験
で
明
ら
か
と
な
っ
た
課

題
を
改
善
す
る
こ
と
が
望
ま
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

一
方
、
オ
ー
プ
ン
カ
フ
ェ
の
実
施
に
伴
う
利
用
者
や
売
り

上
げ
の
増
加
に

｢変
化
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
｣
と
の
回
答

が
多
か
っ
た
。
こ
う
し
た
点
の
改
善
の
た
め
に
は
、
交
通

量
の
増
加
等
賑
わ
い
を
創
出
し
、
滞
在
時
間
を
長
く
す
る

こ
と
が
大
切
で
あ
り
、
｢イ
ベ
ン
ト
と
連
動
さ
せ
た
実
施
｣

と
い
っ
た
意
見
も
多
く
、
イ
ベ
ン
ト
な
ど
と
同
時
開
催
し

て
い
く
こ
と
が
効
果
的
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

3

駐
輪
問
題
に
つ
い
て

銀
座

･
本
町
の
交
差
点
付
近
の
駐
輪
の
半
数
は
通
勤
客

等
で
あ
る
。駅
直
近
の
銀
座
通
り
の
通
勤
客
等
の
駐
輪
は
、

オ
ー
プ
ン
カ
フ
ェ
の
設
置
に
よ
り
移
動
し
、
街
の
イ
メ
ー

ジ
を
大
き
く
変
え
た

(写
真
7
)。

一
方
、
本
町
通
り
で
は
、
実
験
中
も
買
い
物
に
よ
る
駐

輪
が
多
く
あ
る
場
所
が
あ
り
、
景
観
の
阻
害
要
因
と
な
っ

て
い
る

(写
真
8
)。

駐
輪
自
転
車
は
景
観
や
円
滑
な
交
通
を
阻
害
し
て
お

り
、
平
坦
で
自
転
車
利
用
が
多
い
当
市
に
お
い
て
は
、
そ

の
対
策
は
道
の
活
用
を
進
め
る
上
で
大
き
な
課
題
で
あ

り
、
今
回
の
実
験
で
は
イ
ベ
ン
ト
時
に
臨
時
駐
輪
場
を
設
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置
し
た
が
、
総
合
的
な
検
討
を
行
う
必
要
が
あ
る
。

4

実
施
主
体
の
運
用
に
つ
い
て

今
回
の
社
会
実
験
は
、
中
心
市
街
地
活
性
化
の
た
め
、

商
店
街
等
と
連
携
し
、
オ
ー
プ
ン
カ
フ
ェ
な
ど
の
道
活
用

に
よ
り
、
に
ぎ
わ
い
あ
る
交
流
の
場
を
創
出
し
よ
う
と
す

る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
商
店
街
等
が
今
後
自
ら
実

施
で
き
る
よ
う
に
、
様
々
な
課
題
を
検
討
す
る
こ
と
が
今

回
の
社
会
実
験
で
は
大
変
重
要
で
あ
り
、
商
店
街
ア
ン
ケ

ー
ト
を
踏
ま
え
、
運
用
に
お
け
る
課
題
に
つ
い
て
少
し
詳

し
く
述
べ
る
こ
と
と
す
る
。

な
お
、
金
沢
市
な
ど
の
先
進
都
市
に
お
い
て
は
、
パ
リ

に
あ
る
よ
う
な
オ
ー
プ
ン
カ
フ
ェ
を
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
た
取

組
み
が
進
め
ら
れ
て
お
り
、
当
市
に
お
い
て
も
そ
う
し
た

取
組
み
が
将
来
で
き
れ
ば
と
願
っ
て
い
る
。
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写真 7 イメージの変化(銀座通り)

写真 8 駐輪状況(本町通り)

商
店
街
等
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査

本
町
通
り
で
約
七
割
、
銀
座
通
り
で
約
四
割
の
人
は

｢今
後
も
実
施
し
て
ほ
し
い
｣
。
｢実
施
し
て
ほ
し
く
な
い
｣

と
す
る
人
は
本
町
通
り
で
は
見
ら
れ
ず
、
銀
座
通
り
で

は
約
一
割
。

ま
た
、
今
後
の
オ
ー
プ
ン
カ
フ
ェ
の
実
施
に
関
す
る

…　

協
力
に
つ
い
て
は
、
｢今
後
も
協
力
し
た
い
｣
｢今
後
は

協
力
し
た
い
｣
と
の
回
答
が
本
町
通
り
で
約
五
割
、
銀

座
通
り
で
約
四
割
。
｢協
力
し
た
く
な
い
｣
と
す
る
人
は

本
町
通
り
、
銀
座
通
り
と
も
約
一
割
。

良
か
っ
た
点
、
悪
か
っ
た
点
は
図
4
、
図
5
の
と
お

　
　
　

　

!ゞ
:
;
:
:
:
:
:
:
:
;
:
:
:
:
:
;
:
:
:
;
:
:
;
;
:
:
;
:
:
:
:
:
:
;
;
:
;
＼

で　

　

　

　

　

　

交
た

又

　
　

　

話
て

鰄

その他

1,歩行者や自転車の通行の支障

が

上

他

　
　
　

　

　

治安上の問題があった

が出て困った

一ォ

の

に
)

･

図

　　　

プンカフェの悪かった点

0% 20% 40% 60% 80% foo% o% 20% 40% 60% 80% 100%

(景観が良くな1.まちの雰囲気 (景観が良くな

った)

2.休憩できる場所ができて良か

図 4 オープンカフェの良かった点
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=

テ
ー
ブ
ル
等
の
出
し
入
れ
に
つ
い
て

今
回
の
オ
ー
プ
ン
カ
フ
ェ
社
会
実
験
に
用
い
た
テ
ー
ブ

ル
や
椅
子
は
、景
観
的
に
良
好
で
あ
る
木
製
と
し
た
た
め
、

重
量
が
あ
り
、
設
置
･
撤
去
に
か
な
り
の
人
的
負
担
が
あ

っ
た
こ
と
か
ら
、
協
力
で
き
な
い
理
由
と
し
て
、
｢設
置

す
る
人
が
い
な
い
｣、
｢毎
日
の
出
し
入
れ
が
大
変
｣
と
い

っ
た
自
由
意
見
が
多
く
見
ら
れ
た
。
ま
た
、
実
施
中
に
出

し
入
れ
を
お
願
い
し
た
女
性
の
方
か
ら

｢
一
人
で
は
出
し

入
れ
が
大
変
｣
と
い
う
声
が
あ
り
、
隣
の
商
店
の
方
に
協

力
を
お
願
い
し
実
施
し
た
箇
所
も
あ
っ
た
。
今
後
の
実
施

に
あ
た
っ
て
は
、
実
施
主
体
で
の
協
力
体
制
の
あ
り
方
、

あ
る
い
は
、
短
期
間
の
実
施
な
ど
、
設
置
･
撤
去
に
係
る

個
人
の
負
担
の
軽
減
が
、
運
用
に
お
け
る
重
要
な
課
題
と

な
る
。

②

機
材
の
保
管
場
所
に
つ
い
て

[実
施
中
に
お
け
る
保
管
場
所
の
確
保
]

今
回
の
オ
ー
プ
ン
カ
フ
ェ
社
会
実
験
に
お
い
て
用
い
た

テ
ー
ブ
ル
や
イ
ス
は
、
協
力
店
が
出
し
入
れ
し
、
各
店
舗

内
に
保
管
し
て
も
ら
っ
た
が
、
｢保
管
場
所
が
な
い
｣
と

の
意
見
を
何
箇
所
か
で
聞
い
て
い
る
。
店
舗
の
通
路
に
保

管
す
る
な
ど
保
管
場
所
の
確
保
が
大
き
な
負
担
と
な
っ
て

お
り
、
今
後
の
協
力
意
向
に
つ
い
て
も
マ
イ
ナ
ス
要
因
と

な
っ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
今
後
の
実
施
に
当
た
っ
て
は
、

イ
ベ
ン
ト
等
を
実
施
す
る
付
近
の
空
き
店
舗
等
を
保
管
場
所

と
し
て
利
活
用
す
る
な
ど
の
検
討
を
行
う
必
要
が
あ
る
。

[貸
し
出
し
の
た
め
の
保
管
場
所
の
確
保
]

今
回
の
社
会
実
験
終
了
後
、
当
市
に
お
い
て
は
、
中
心

市
街
地
の
活
性
化
の
た
め
の
イ
ベ
ン
ト
な
ど
に
、
無
料
で

オ
ー
プ
ン
カ
フ
ェ
セ
ッ
ト
を
貸
し
出
し
て
お

り
、
こ
う
し
た
資
材
の
保
管
場
所
を
中
心
市
街

地
の
旧
公
民
館
に
確
保
し
て
い
る
。
平
成
一
七

年
三

月
二
五
日
に
一
宮
駅
･
駅
西
駅
前
広
場

に
お
い
て
イ
ベ
ン
ト
が
行
わ
れ
、
社
会
実
験
終

了
後
の
最
初
の
オ
ー
プ
ン
カ
フ
ェ
が
実
施
さ
れ

…

て
い
る
。　　　

　　　

八
市
広
場
な
ど
で
は
保
管
場
所
が
な
い
た
め
、

…

数
日
続
く
イ
ベ
ン
ト
期
間
中
の
保
管
場
所
に
は

…

事
業
者
の
負
担
が
大
き
い
と
と
も
に
、
旧
公
民

.

館
ま
で
の
運
搬
の
手
間
も
、
ま
と
ま
っ
た
セ
ッ

ト
数
を
借
り
る
場
合
は
か
な
り
の
色
担
と
な
る
o

増

そ
の
た
め
、
将
来
的
に
は
、
こ
う
し
た
イ
ベ

剛

ン
ト
近
隣
に
保
管
場
所
を
確
保
す
る
、
あ
る
い

襲　

を
行
う
必
要
が
あ
る
。
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窃
取
置
時
間
帯
に
つ
い
て
]

今
回
の
オ
ー
プ
ン
カ
フ
ェ
社
会
実
験
は
、
一

一
時
か
ら
一
七
時
を
基
本
に
実
施
し
た
が
、
開
店
時
間
中

に
撤
去
す
る
場
合
、
保
管
場
所
の
問
題
も
発
生
す
る
こ
と

か
ら
、
本
格
実
施
に
あ
た
っ
て
、
今
回
の
よ
う
な
形
態
を

関
係

機
関

と

の
協

議

…

“
-
-
-
-
-
-
-

岬

実
施
計
画
の
検
討

　
　
　
　
　

　

イ

ベ
ン
、
ト
と

の
連

携
,
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道を活用した ｢夢のある空間づくり｣

プンカフェ等社会実験 ｢課題等のまとめ (体系図)｣

公共空間の課題
アダプトなどの道の浦掲美化
駐輪に係わる施策の検討

!
ゞ
:
:
:
;
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
!

:
:
:
:
:
:
＼

　

　

フ

2

一オ

微

6

道

図

解



と
る
場
合
に
は
、
各
店
舗
の
開
店
時
間
に
合
わ
せ
た
フ
レ

キ
シ
ブ
ル
な
設
置
･
撤
去
を
行
う
必
要
が
あ
る
。

ま
た
、
本
町
通
り
に
お
い
て
は
、
車
輌
通
行
規
制
の
時

間
帯
と
の
関
係
も
あ
る
た
め
、
イ
ベ
ン
ト
に
よ
っ
て

は
時
間
調
整
を
行
う
必
要
が
あ
る
。

[維
持
管
理
に
つ
い
て
]

オ
ー
プ
ン
カ
フ
ェ
等
社
会
実
験
の
実
施
時
間
中
に
、
風

祥
べき

　　　　
　

　

　

　　　
　

に
よ
る
〆
‐フッ
ル
の破
損
沖"運
搬
中
の椅
子
の破
損
がふ発

轉
麹
ゞ
!詳
罫
ぬ淺

靜ノ
“
湘
‘

仂

、鬮壤鸚…

‘
り
、
“
“
~
“
“
“
‘
“
1
,
ン
カ
フ
‘“
'

縦孃寒
讓
,減衰
飴榊
絲

を “賞
8

、
,

,

絲鬮讓轉が

　
　

　　
　

　

施
し
て
い
く
場
合
、
風
や
雨
な
ど
季
節
や
天
候
に
応
じ
、

0 6 サンフェスタ春まつり (駅西駅前広場)

テ
ー
ブ
ル
や
イ
ス
、
パ
ラ
ソ
ル
の
取
り
扱
い
等
、
資
材
を

長
く
使
え
る
よ
う
維
持
管
理
に
配
慮
す
る
必
要
が
あ
る
。
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写真 10 第 5回やるまい (本町通り)

、
ムト

、

▲ぬU一

節‘
、

総

、
メミヘ
レセ~･

一一
む
{{

↓

べ
きださ
′

o

-
-≦
、

榊
轡
き
酵
鱗

　　
　　
　
　

　

　
　

　　
　

　

　
　
　
　
　

　　
　　　
　　
　
　
　
　　
　

癬
靭

廳
鱗
廉
薄
膨ぎ
川認
き総総鱒
謙
三ご

　
　

　　
　
　　　　
　　　
　
　
　　
　　

以
上
の
課
題
を
踏
ま
え
て
、
オ
ー
プ
ン
カ
フ
ェ
の
実
施

に
関
し
、
図
6
の
よ
う
に
、
実
施
時
期

･
時
間
帯
、
設
置

り
、
こ
う
し
た
内
容
を
検
討
し
な
が
ら
、
地
域
に
あ
っ
た

･
%

サ

ン
フ

ェ
ス
タ

春
ま
つ
り
(駅
西
駅
前
広
場
)

箇
所
、
類
型
、
運
営

･
管
理
等
イ
ベ
ン
ト
や
様
々
な
道
活

形
態
で
進
め
て
い
く
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

(写
真
9
)

用
施
策
と
と
も
に
検
討
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
。

四

今
後
に
向
け
て

今
回
の
社
会
実
験
に
お
い
て
、
来
街
者
、
利
用
者
、
沿
道

商
店
街
等
か
ら
は
良
い
評
価
が
多
く
、
こ
う
し
た
施
策
を

今
後
も
実
施
し
て
い
く
こ
と
は
必
要
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
前
述
の
よ
う
に
実
施
時
期
や
運
用
方

法
、
実
施
の
形
態
な
ど
、
多
く
の
課
題
も
あ
り
、
オ
ー
プ

ン
カ
フ
ェ
等
の
道
を
活
用
し
た
施
策
を
実
施
す
る
に
あ
た

今
回
の
社
会
実
験
終
了
後
、
三

月
二
五
日

｢
フ
レ
ン

ド
シ
ッ
プ
イ
ル
ミ
ネ
ー
シ
ョ
ン
オ
ー
プ
ン
セ
レ
モ
ニ
ー
｣

で
最
初
の
オ
ー
プ
ン
カ
フ
ェ
が
開
か
れ
、
そ
の
後
も
次
の

よ
う
に
、
中
心
市
街
地
の
各
地
で
オ
ー
プ
ン
カ
フ
ェ
等
が

実
施
さ
れ
て
い
る
。

こ
う
し
た
中
心
市
街
地
の
活
性
化
を
願
う
多
く
の
参
加

者
が
協
働
･
連
携
し
な
が
ら
、
道
活
用
の
様
々
な
施
策
の

実
施
を
進
め
、
中
心
市
街
地
に
賑
わ
い
を
創
出
し
、
元
気

な
ま
ち
づ
く
り
を
進
め
て
い
け
た
ら
と
考
え
て
い
る
。

･
第
一
一
回

本
町
鯉
の
ぼ
り
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル

･
第
五
回
や
る
ま
い
(本
町
通
り

･
宮
前
三
人
市
広
場
)

(写
真
妙

･
銀
座
通
り
フ
ラ
ワ
ー
フ
ェ
ス
タ

･市
民
活
動
大
集
合

(宮
前
三
人
市
広
場
)




